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六

福
井
県
告
示
第
４
４
５
号

　
一
般
県
道
常
神
三
方
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
バ
イ
パ
ス
工
事
の
一
部
竣
工
に
伴
い
、
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
敦
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
１
１

月
２
１
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
  「
「
ふ
く
育
県
」
ブ
ラ
ン
ド
力
推
進
事
業
」
企
画
・
運
営
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
未
来
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
３
１
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
ふ
く
育
県
ブ
ラ
ン
ド
力
推
進
事
業
業
務
委
託
共
同
事
業
体

　
　
東
京
都
港
区
赤
坂
５
－
２
－
２
０
赤
坂
パ
ー
ク
ビ
ル
５
階

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
１
０
３
，
５
６
３
, ０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約
　
　

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
す
る
の

で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２

号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
企
画
提
案
の
提
出
を
求
め
る
事
項

⑴
　
業
務
名

　
　
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務

⑵
　
履
行
期
間

　
　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
１
１
年
３
月
３
１
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
４
６
号

　
建
築
基
準
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
１
号
）
第
４
２
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
道
路
の
位
置

を
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
５
年
建
設
省
令
第
４
０
号
）
第
１
０
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
丹
南
土
木
事
務
所
長
　
小
野
田
　
利
宏

１
　
申
請
者
の
住
所
な
ら
び
に
名
称
お
よ
び
代
表
者
の
氏
名

　
　
福
井
市
若
杉
２
丁
目
２
０
８
番
地

　
　
株
式
会
社
宅
建
サ
ー
ビ
ス
　
代
表
取
締
役
　
牛
若
　
正
夫

２
　
道
路
位
置
の
指
定
表
示

告
　
　
　
　
　
示

道路種類

路線名
供
用
開
始
の
区
間

供
用
開
始
の
期
日

常神三方線

一般県道

三
方
上
中
郡
若
狭
町
小
川
１

号
稲
村
礒
１
１
番
か
ら

三
方
上
中
郡
若
狭
町
小
川
１

１
号
稲
越
４
２
番
２
ま
で

令
和
５
年

１
１
月
２
１
日

道
路
の
指
定
を
受
け
た
位
置

幅
　
員

（
単
位
:ﾒｰﾄﾙ）

６
．０
０

７
５
．６
１

延
　
長

（
単
位
:ﾒｰﾄﾙ）

鯖
江
市
小
黒
町
一
丁
目
３
１

７
番
１
４
、３
１
８
番
４
、地

先
青
道
の
一
部

⑶
　
業
務
内
容

　
　
「
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
仕
様
書
」
の
と
お
り

⑷
　
履
行
場
所

　
　
基
地
病
院
：
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号
　
福
井
県
立
病
院

　
　
運
航
圏
域
：
福
井
県
全
域
お
よ
び
滋
賀
県
湖
北
地
域
な
ら
び
に
岐
阜
県
郡
上
市
（
た
だ
し
、
他
県

　
の
医
療
機
関
お
よ
び
消
防
機
関
等
か
ら
の
要
請
に
対
し
て
は
協
議
の
も
と
で
対
応
）

２
　
企
画
提
案
書
を
提
出
で
き
る
者
の
要
件

　
企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
に
関
す
る
選
定

委
員
会
（
以
下
「
選
定
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
受
け
る
資
格
（
以
下
「
受
審
資
格
」
と
い
う

。
）
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
県
の
認
定
を
受
け
た
者
と
す
る
。

⑴
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
第
１
４
６
条
の
規
定
に
よ
り
知
事
が

　
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
と
認
め
た
者
で
あ
る
こ
と
。
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
提
案
書
提
出
日

　
ま
で
に
資
格
審
査
の
申
請
を
行
い
、
こ
の
入
札
に
係
る
特
定
調
達
契
約
の
締
結
の
日
ま
で
に
資
格
の

　
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑵
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

　
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑶
　
受
審
資
格
認
定
の
日
に
お
い
て
、
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。
（

　
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑷
　
受
審
資
格
認
定
の
日
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
７
２
号
）
に
基
づ
く
更

　
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
お
よ
び
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生

　
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員

　
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑸
　
福
井
県
の
す
べ
て
の
県
税
な
ら
び
に
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
に
お
い
て
未
納
が
な
い
者
で
あ

　
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は

　
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
厚
生
労
働
省
が
所
管
す
る
平
成
１
３
年
４
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
導
入
促
進
事

　
業
に
お
い
て
、
過
去
５
年
以
内
に
日
本
国
内
の
い
ず
れ
か
の
場
所
で
運
航
を
受
託
し
て
い
る
こ
と
。

⑻
　
本
業
務
の
受
託
に
係
る
航
空
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
３
１
号
）
第
１
０
０
条
第
１
項
の
許
可

　
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑼
　
回
転
翼
航
空
機
に
よ
る
航
空
運
送
事
業
に
５
年
以
上
（
令
和
５
年
１
１
月
１
日
現
在
）
の
実
績
を

　
有
す
る
こ
と
。

⑽
　
本
業
務
の
実
施
に
必
要
な
専
任
の
人
員
お
よ
び
機
体
の
確
保
が
出
来
る
者
で
、
本
業
務
の
実
施
に

　
必
要
な
有
資
格
の
操
縦
士
、
整
備
士
お
よ
び
運
航
管
理
者
の
数
と
同
数
以
上
の
雇
用
を
し
て
い
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑾
　
本
業
務
に
使
用
す
る
機
体
の
故
障
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
運
航
に
支
障
を
き
た
す
と
認
め
ら
れ
た

　
場
合
に
、
代
替
機
体
を
配
備
す
る
な
ど
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
、
運
航
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

　
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑿
　
過
去
３
年
間
、
国
土
交
通
省
運
輸
安
全
委
員
会
が
調
査
対
象
と
す
る
運
航
会
社
の
運
航
す
る
航
空

　
機
に
お
け
る
死
亡
事
故
を
発
生
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
。

３
　
受
審
資
格
の
認
定
の
申
請
手
続
等

⑴
　
受
審
資
格
の
認
定
の
申
請
手
続
等

　
企
画
提
案
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
申
請
し
、
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
　
提
出
書
類
お
よ
び
部
数

　
　
受
審
資
格
認
定
申
請
書
等
　
１
部

イ
　
提
出
方
法

　
　
持
参
ま
た
は
配
達
証
明
付
き
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

ウ
　
提
出
期
限

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
４
日
（
木
）
１
７
時
０
０
ま
で
（
必
着
）

　
　
な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
申
請
書
の
追
加
お
よ
び
変
更
は
認
め
な
い
。

エ
　
提
出
お
よ
び
申
請
に
係
る
質
問
を
受
け
付
け
る
場
所
な
ら
び
に
認
定
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す

　
る
部
局
の
所
在
地
お
よ
び
名
称

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
地
域
医
療
課
　
救
急
・
災
害
医
療
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
４
６

オ
　
提
出
資
料
の
様
式
等

　
　
実
施
要
領
お
よ
び
各
種
様
式
等
関
係
書
類
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

①
　
交
付
期
間

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
１
２
月
１
４
日
（
木
）
（
土
、
日
、
祝
日

　
を
除
く
。
）
の
９
時
０
０
分
か
ら
１
７
時
０
０
分
ま
で
と
す
る
。

②
　
交
付
場
所

　
　
３
⑴
エ
に
同
じ

　
な
お
、
福
井
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://w

w
w
.pref.fukui.lg.jp）

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵
　
受
審
資
格
の
認
定
時
期

　
　
受
審
資
格
の
認
定
は
、
令
和
５
年
１
２
月
１
８
日
（
月
）
ま
で
に
行
う
。

⑶
　
受
審
資
格
の
認
定
結
果

　
　
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。

⑷
　
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
理
由
の
説
明

ア
　
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
、
書
面
に
よ
り
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
を

　
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
１
７
時
０

　
０
分
ま
で
に
、
説
明
を
求
め
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
持
参
し
て
、
申
請
書
の
提
出
場
所
に
提
出

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
県
は
、
説
明
を
求
め
た
者
に
対
し
て
、
令
和
５
年
１
２
月
２
５
日
（
月
）
ま
で
に
、
書
面
に
よ

　
り
回
答
す
る
。

４
　
質
問
事
項

⑴
　
受
審
資
格
に
関
す
る
質
問
事
項
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
８
日
（
金
）
１
２
時
０
０
分
ま

　
で
に
電
子
メ
ー
ル
で
文
書
（
様
式
２
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
（
提
出
先
　
iryou@

pref.fukui.lg.jp）
　
　
質
問
に
対
す
る
回
答
は
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
行
う
。

⑵
　
本
委
託
業
務
に
関
す
る
質
問
事
項
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
２
時
０
０

　
分
ま
で
に
電
子
メ
ー
ル
で
文
書
（
様
式
３
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
（
提
出
先
　
iryou@

pref.fukui.lg.jp）
　
質
問
に
対
す
る
回
答
は
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
、
す
べ
て
の
受
審
資
格
認
定
者
に
対
し
て
一
斉
に

行
う
。

５
　
企
画
提
案
書
の
提
出
手
続

⑴
　
提
出
書
類
お
よ
び
提
出
部
数

①
　
企
画
提
案
書
　
１
０
部

②
　
①
の
電
子
デ
ー
タ
を
収
録
し
た
電
子
媒
体
　
１
部

⑵
　
提
出
方
法

　
　
持
参
ま
た
は
配
達
証
明
付
き
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

⑶
　
提
出
期
限

　
　
令
和
６
年
１
月
１
０
日
（
水
）
１
２
時
０
０
分
ま
で
（
必
着
）

　
　
な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
資
料
の
追
加
お
よ
び
変
更
は
認
め
な
い
。

⑷
　
提
出
場
所

　
　
３
⑴
エ
に
同
じ

⑸
　
提
出
資
料
の
様
式
等

　
　
３
⑴
オ
に
同
じ

６
　
契
約
先
候
補
者
の
選
定
方
法
お
よ
び
選
定
結
果
の
通
知

⑴
　
契
約
先
候
補
者
の
選
定
は
、
提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
等
を
審
査
委
員
会
に
お
い
て
審
査
し
、
契

　
約
先
候
補
者
を
選
定
す
る
。

⑵
　
審
査
方
法
等
は
、
「
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
実
施
要
領
」
の
と
お
り
と

　
す
る
。

⑶
　
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
企
画
提
案
書
を
提
出
し
た
者
に
書
面
で
通
知
す
る
。

⑷
　
採
用
と
な
っ
た
企
画
提
案
に
つ
い
て
は
、
協
議
の
上
、
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
。

７
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
公
告
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
業
務
の
契
約
等
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語

　
お
よ
び
通
貨
は
、
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
の
通
貨
に
限
る
。

⑵
　
必
要
書
類
が
不
足
し
て
い
る
資
料
、
提
出
期
限
に
遅
れ
た
資
料
は
一
切
受
け
付
け
な
い
。

⑶
　
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
し
な
い
。

⑷
　
企
画
提
案
に
関
す
る
経
費
は
、
全
額
提
案
者
負
担
と
す
る
。

⑸
　
書
類
の
内
容
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
は
、
失
格
と
す
る
。

⑹
　
提
案
者
の
選
定
に
当
た
り
、
提
案
書
に
対
し
て
、
企
画
提
案
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
を
求
め

　
る
こ
と
が
あ
る
。

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
実
施
要
領
等

　
に
よ
る
。

８
　
sum
m
ary

⑴
　
Subject m

atter
　
　
T
he Proposals for H

elicopter Em
ergency M

edical Service O
peration (O

ut sourcing)
⑵
　
D
eadline for the subm

ission of the Proposals
　
　
12:00 M

iddday, January 10th 2024
⑶
　
Contact place for the reply

　
　
Regional M

edical Services D
ivision, Fukui Prefectural Governm

ent, 3-17-1, O
hte, 

　
Fukui-city, Fukui Prefecture ,910-8580, Japan
　
　
T
EL 0776-20-0346(Japanese O

nly)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称

　
　
勤
務
表
自
動
作
成
シ
ス
テ
ム
の
構
築
お
よ
び
保
守
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
　
経
営
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
－
８
－
１

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
シ
ス
テ
ム
バ
ン
ク
株
式
会
社

　
　
札
幌
市
中
央
区
大
通
西
８
丁
目
２
番
地

５
　
落
札
金
額

　
　
２
９
，
０
５
４
，
０
８
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
８
月
２
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
川
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
梯
　
左
武
良
　
福
井
市
和
田
中
2丁
目
2811

　
〃
　
　
廣
瀬
　
直
和
　
福
井
市
江
守
中
１
丁
目
808

　
〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

　
〃
　
　
島
﨑
　
俊
典
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
20-4

　
〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

　
〃
　
　
川
江
　
　
豊
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
徳
長
　
則
行
　
福
井
市
太
田
町
16-28

　
〃
　
　
大
西
　
　
新
　
福
井
市
栃
泉
町
88-12

　
〃
　
　
髙
波
　
捨
治
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
20-32

　
〃
　
　
吉
川
　
　
強
　
福
井
市
上
細
江
町
33-25

監
　
事
　
澤
井
　
照
男
　
福
井
市
岩
倉
町
8-11

　
〃
　
　
梅
田
　
精
一
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-51

　
〃
　
　
増
永
　
裕
信
　
福
井
市
別
所
町
10-5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
川
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
１
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
澤
井
　
照
男
　
福
井
市
岩
倉
町
8-11

　
〃
　
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11

　
〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

　
〃
　
　
朝
日
　
教
夫
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-83

　
〃
　
　
白
井
　
清
志
　
福
井
市
下
馬
町
54-18-3

　
〃
　
　
岩
崎
　
文
彦
　
福
井
市
西
谷
町
13-3

　
〃
　
　
川
江
　
　
豊
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
大
西
　
　
新
　
福
井
市
栃
泉
町
88-12

　
〃
　
　
前
田
　
光
博
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1412

　
〃
　
　
皆
川
　
恭
英
　
福
井
市
二
上
町
9-18

監
　
事
　
河
合
　
良
伯
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-44

　
〃
　
　
辻
　
　
義
則
　
福
井
市
大
町
19-20

　
〃
　
　
藤
島
　
　
一
　
福
井
市
城
東
4丁
目
25-27

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
庄
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
山
口
　
博
幸
　
南
越
前
町
湯
尾
44-12

　
〃
　
　
松
浦
　
幸
雄
　
南
越
前
町
湯
尾
55-6

　
〃
　
　
赤
坂
　
伸
二
　
南
越
前
町
八
乙
女
18-10

　
〃
　
　
八
田
　
峰
男
　
南
越
前
町
燧
24-11

　
〃
　
　
喜
村
喜
代
治
　
南
越
前
町
久
喜
11-7

　
〃
　
　
石
山
　
正
明
　
南
越
前
町
馬
上
免
15-14

　
〃
　
　
辻
　
　
武
雄
　
南
越
前
町
古
木
14-14

　
〃
　
　
細
川
　
泰
司
　
南
越
前
町
小
倉
谷
20-24

　
〃
　
　
岡
本
　
君
男
　
南
越
前
町
瀬
戸
31-18

　
〃
　
　
中
村
　
忠
郎
　
南
越
前
町
新
道
5-16

　
〃
　
　
井
上
　
重
治
　
南
越
前
町
南
今
庄
57-130-5

　
〃
　
　
小
不
動
勝
史
　
南
越
前
町
合
波
30-12

　
〃
　
　
中
澤
　
幸
三
　
南
越
前
町
孫
谷
29-11

　
〃
　
　
山
腰
　
吉
二
　
南
越
前
町
宇
津
尾
40-9

　
〃
　
　
藤
原
　
　
堅
　
南
越
前
町
橋
立
12-3

監
　
事
　
城
野
　
庄
一
　
南
越
前
町
湯
尾
89-5

　
〃
　
　
橋
本
　
英
樹
　
南
越
前
町
杉
谷
19-4

　
〃
　
　
藤
井
　
達
男
　
南
越
前
町
八
飯
24-11

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
庄
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
２
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
三
田
村
　
壽
　
南
越
前
町
湯
尾
93-10

　
〃
　
　
松
浦
　
幸
雄
　
南
越
前
町
湯
尾
55-6

　
〃
　
　
池
川
　
洋
一
　
南
越
前
町
八
乙
女
16-5

　
〃
　
　
八
田
　
峰
男
　
南
越
前
町
燧
24-11

　
〃
　
　
喜
村
喜
代
治
　
南
越
前
町
久
喜
11-7

　
〃
　
　
石
山
　
清
孝
　
南
越
前
町
馬
上
免
15-42

　
〃
　
　
臼
谷
　
正
人
　
南
越
前
町
古
木
7-9

　
〃
　
　
細
川
　
泰
司
　
南
越
前
町
小
倉
谷
20-24

　
〃
　
　
岡
本
　
君
男
　
南
越
前
町
瀬
戸
31-18

　
〃
　
　
井
上
　
重
治
　
南
越
前
町
南
今
庄
57-130-5

　
〃
　
　
田
中
　
利
治
　
南
越
前
町
新
道
23-1

　
〃
　
　
京
藤
　
節
夫
　
南
越
前
町
合
波
30-2

　
〃
　
　
赤
澤
　
敏
宏
　
南
越
前
町
孫
谷
23-2

　
〃
　
　
山
腰
　
吉
二
　
南
越
前
町
宇
津
尾
40-9

　
〃
　
　
野
村
　
　
浩
　
南
越
前
町
広
野
7-31

監
　
事
　
城
野
　
庄
一
　
南
越
前
町
湯
尾
89-5

　
〃
　
　
橋
本
　
英
樹
　
南
越
前
町
杉
谷
19-4

　
〃
　
　
山
下
　
和
明
　
南
越
前
町
今
庄
75-28

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
２
５
日
に
福
井
河
川
国
道
事
務
所
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
河
川
国
道
事
務
所

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
作
成
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
１
月
８
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
福
井
市
、
坂
井
市
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
原
子
力
防
災
県
外
資
機
材
（
鯖
江
市
・
越
前
市
分
）
購
入
（
危
機
管
理
課
）

　
　
大
型
扇
風
機
・
ヒ
ー
タ
ー
　
各
３
９
６
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
防
災
安
全
部
危
機
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
１
月
１
０
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
藤
井
防
災
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社

　
　
福
井
県
越
前
市
国
府
２
丁
目
５
－
１
０

５
　
落
札
金
額

　
　
３
５
，
１
５
２
，
９
２
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
２
６
日

第
１
 
請
求
の
内
容
 

請
求
人
に
よ
る
請
求
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
請
求
書
の
原
文
に
沿
っ
て
記
載
。
た
だ
し
、
原
文
の

趣
旨
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
の
文
言
の
補
正
、
項
目
番
号
の
付
け
替
え
等
を
行
っ
た
。）。
 

 
２
０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
に
関
す
る
職
員
措
置
請
求
書
 

 
 
 
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
は
、
政
務
活
動
費
の
収
支
報
告
書
お
よ
び
収
支
報
告
書
の
内

容
を
証
す
る
書
類
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
定
め
る
。
 

即
ち
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
１
０
条
（
議
長
の
調
査

等
）
は
、「
議
長
は
、
政
務
活
動
費
の
適
正
な
運
用
を
期
す
た
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
収
支
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
と
き
は
、
 当
該
収
支
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
そ
の
他
の
収
支
報
告
書
の
内
容
を
証
す
る
書
類
 （
以
下
「
収
支

報
告
書
等
」
と
い
う
。）
 の
内
容
を
調
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が
第
３
条
第
２
項
の
規

定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、
第
２
項
は
「
議
長
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
収
支
報
告
書
等
の
写

し
を
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

続
く
「
条
例
」
第
１
１
条
（
政
務
活
動
費
の
額
の
確
定
）
は
、「
知
事
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
収
支
報

告
書
等
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が

第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
政
務
活
動
費
の
額
を
確
定
し
、
会
派
の
代

表
者
等
お
よ
び
議
員
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

さ
ら
に
「
条
例
」
第
１
５
条
（
透
明
性
の
確
保
）
は
「
議
長
は
、
第
１
０
条
第
１
項
お
よ
び
前
条
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
県
民
へ
の
情
報
の
提
供
等
、
 政
務
活
動
費
の
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
と

定
め
る
（
下
線
引
き
は
請
求
者
に
よ
る
。）。
 

「
収
支
報
告
書
等
」
は
、
県
民
が
政
務
活
動
費
の
支
出
を
検
証
す
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
２

０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
の
支
出
に
は
、
県
民
が
検
証
で
き
な
い
ず
さ
ん
な
収
支
報
告
書
等
が
存
在

し
た
。
 

こ
れ
ら
の
「
収
支
報
告
書
等
」
に
よ
る
支
出
を
看
過
す
る
こ
と
は
、「
条
例
」
第
３
条
（
政
務
活
動
費
を
充
て
る

こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
）
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
知
事
に
対
し
、
下
記
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
支
出
を
行
っ
た
３
名
に
支
出
額
の
返
還

を
さ
せ
る
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
記
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

 
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
領
収
書
等
添
付
票
」
中
、
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書

き
の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。
下
記
の
２
件
の
支
出
の
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

そ
し
て
、
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、
形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な

ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
整
理
番
号
３
５
－
１
 
広
聴
広
報
費
（
通
信
運
搬
費
 
＝
２
万
６
，
１
４
３
円
）
 

（
２
）
整
理
番
号
３
６
－
１
 
調
査
研
究
費
（
会
議
費
負
担
金
＝
１
万
円
）
 

第
１
 
請
求
の
内
容
 

請
求
人
に
よ
る
請
求
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
請
求
書
の
原
文
に
沿
っ
て
記
載
。
た
だ
し
、
原
文
の

趣
旨
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
の
文
言
の
補
正
、
項
目
番
号
の
付
け
替
え
等
を
行
っ
た
。）。
 

 
２
０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
に
関
す
る
職
員
措
置
請
求
書
 

 
 
 
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
は
、
政
務
活
動
費
の
収
支
報
告
書
お
よ
び
収
支
報
告
書
の
内

容
を
証
す
る
書
類
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
定
め
る
。
 

即
ち
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
１
０
条
（
議
長
の
調
査

等
）
は
、「
議
長
は
、
政
務
活
動
費
の
適
正
な
運
用
を
期
す
た
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
収
支
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
と
き
は
、
 当
該
収
支
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
そ
の
他
の
収
支
報
告
書
の
内
容
を
証
す
る
書
類
 （
以
下
「
収
支

報
告
書
等
」
と
い
う
。）
 の
内
容
を
調
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が
第
３
条
第
２
項
の
規

定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、
第
２
項
は
「
議
長
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
収
支
報
告
書
等
の
写

し
を
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

続
く
「
条
例
」
第
１
１
条
（
政
務
活
動
費
の
額
の
確
定
）
は
、「
知
事
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
収
支
報

告
書
等
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が

第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
政
務
活
動
費
の
額
を
確
定
し
、
会
派
の
代

表
者
等
お
よ
び
議
員
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

さ
ら
に
「
条
例
」
第
１
５
条
（
透
明
性
の
確
保
）
は
「
議
長
は
、
第
１
０
条
第
１
項
お
よ
び
前
条
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
県
民
へ
の
情
報
の
提
供
等
、
 政
務
活
動
費
の
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
と

定
め
る
（
下
線
引
き
は
請
求
者
に
よ
る
。）。
 

「
収
支
報
告
書
等
」
は
、
県
民
が
政
務
活
動
費
の
支
出
を
検
証
す
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
２

０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
の
支
出
に
は
、
県
民
が
検
証
で
き
な
い
ず
さ
ん
な
収
支
報
告
書
等
が
存
在

し
た
。
 

こ
れ
ら
の
「
収
支
報
告
書
等
」
に
よ
る
支
出
を
看
過
す
る
こ
と
は
、「
条
例
」
第
３
条
（
政
務
活
動
費
を
充
て
る

こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
）
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
知
事
に
対
し
、
下
記
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
支
出
を
行
っ
た
３
名
に
支
出
額
の
返
還

を
さ
せ
る
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
記
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

 
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
領
収
書
等
添
付
票
」
中
、
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書

き
の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。
下
記
の
２
件
の
支
出
の
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

そ
し
て
、
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、
形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な

ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
整
理
番
号
３
５
－
１
 
広
聴
広
報
費
（
通
信
運
搬
費
 
＝
２
万
６
，
１
４
３
円
）
 

（
２
）
整
理
番
号
３
６
－
１
 
調
査
研
究
費
（
会
議
費
負
担
金
＝
１
万
円
）
 

 
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

 
 
島
田
欽
一
議
員
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
内
に
２
件
の
視
察
を
行
い
、
各
旅
費
を
調
査
研
究
費

で
充
当
し
て
い
る
。
 

視
察
場
所
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
２
日
の
期
間
が
マ
レ
ー
シ
ア
、
９
月
２
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
が
北

海
道
で
あ
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
視
察
旅
費
が
５
２
６
，
８
１
５
円
、
北
海
道

の
視
察
旅
費
が
７
６
, ６
６
０
円
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
双
方
の
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」（
別
紙
含
む
。）
に
は
虚
偽
記
載
等
が
散
見
さ
れ
る
。
 

よ
っ
て
、
虚
偽
記
載
等
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
事
実
に
基
づ
い
た
記
述
に
訂
正
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
に
つ
い
て
 

①
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
虚
偽
記
載
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
「
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
」
の
「
２
. 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」の
表
に
は
、「
９
月
２
日（
金
）７
：
０
５
成
田
空
港
到
着
／
１
３
：
４
７
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
到
着
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
  

し
か
し
実
際
は
、
北
海
道
視
察
の
た
め
、
同
日
８
：
０
５
発
の
成
田
空
港
発
１
号
車
に
乗
車
し
、
羽
田
空
港

に
向
か
っ
て
い
る
た
め
虚
偽
記
載
で
あ
る
。
 

 ②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 

支
払
証
明
書（
２
２
８
－
１
、２
４
１
－
１
、２
４
６
－
１
）に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」

と
し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に

こ
の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
（
２
）
北
海
道
雨
竜
郡
幌
加
内
町
の
視
察
に
つ
い
て
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
「
成
田
空
港
－
羽
田
空
港
」
間
の
交
通
費
３
, ２
０
０
円
を
計
上
し
て
い
る

が
、
計
上
の
理
由
の
記
載
が
無
い
。
さ
ら
に
航
空
券
代
「
小
松
－
羽
田
－
旭
川
 
新
千
歳
－
小
松
」
の
ル
ー
ト

も
、
先
述
（
１
）
①
の
通
り
、
小
松
発
で
は
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

 
 
力
野
豊
議
員
は
、
２
０
２
３
年
の
２
月
２
１
日
か
ら
３
月
２
２
日
の
期
間
に
、
敦
賀
市
の
各
地
区
で
県
政
報
告

会
を
ほ
ぼ
連
日
開
催
し
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
を
広
聴
広
報
費
で
全
額
充
当
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

開
催
は
、
４
月
の
統
一
地
方
選
挙
を
強
く
意
識
し
た
後
援
会
活
動
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
政
務
活
動
費

を
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
領
収
書
等
添
付
票
（
２
５
枚
）
を
基
に
作
成
し
た
別
紙
（
※
）
の
通
り
、
不
透
明
な
点
が
複
数
存
在

す
る
。
よ
っ
て
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
の
合
計
額
１
６
０
，
７
０
０
円
に
つ
い
て
、
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

（
※
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」
 

 
（
１
）
会
場
使
用
料
に
つ
い
て
 

開
催
回
数
２
８
回
の
支
出
合
計
額
は
１
６
万
７
０
０
円
（
内
、
１
件
は
領
収
書
無
し
）、
内
訳
は
１
万
円
 

（
４
件
）、
９
千
円
（
１
件
）、
８
千
円
（
３
件
）、
７
千
５
百
円
（
１
件
）、
７
千
円
（
１
件
）、
６
千
円
（
１
件
）、
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
  「
「
ふ
く
育
県
」
ブ
ラ
ン
ド
力
推
進
事
業
」
企
画
・
運
営
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
未
来
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
３
１
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
ふ
く
育
県
ブ
ラ
ン
ド
力
推
進
事
業
業
務
委
託
共
同
事
業
体

　
　
東
京
都
港
区
赤
坂
５
－
２
－
２
０
赤
坂
パ
ー
ク
ビ
ル
５
階

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
１
０
３
，
５
６
３
, ０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約
　
　

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
す
る
の

で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２

号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
企
画
提
案
の
提
出
を
求
め
る
事
項

⑴
　
業
務
名

　
　
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務

⑵
　
履
行
期
間

　
　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
１
１
年
３
月
３
１
日
ま
で

公
　
　
　
　
　
告

⑶
　
業
務
内
容

　
　
「
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
仕
様
書
」
の
と
お
り

⑷
　
履
行
場
所

　
　
基
地
病
院
：
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号
　
福
井
県
立
病
院

　
　
運
航
圏
域
：
福
井
県
全
域
お
よ
び
滋
賀
県
湖
北
地
域
な
ら
び
に
岐
阜
県
郡
上
市
（
た
だ
し
、
他
県

　
の
医
療
機
関
お
よ
び
消
防
機
関
等
か
ら
の
要
請
に
対
し
て
は
協
議
の
も
と
で
対
応
）

２
　
企
画
提
案
書
を
提
出
で
き
る
者
の
要
件

　
企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
に
関
す
る
選
定

委
員
会
（
以
下
「
選
定
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
受
け
る
資
格
（
以
下
「
受
審
資
格
」
と
い
う

。
）
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
県
の
認
定
を
受
け
た
者
と
す
る
。

⑴
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
第
１
４
６
条
の
規
定
に
よ
り
知
事
が

　
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
と
認
め
た
者
で
あ
る
こ
と
。
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
提
案
書
提
出
日

　
ま
で
に
資
格
審
査
の
申
請
を
行
い
、
こ
の
入
札
に
係
る
特
定
調
達
契
約
の
締
結
の
日
ま
で
に
資
格
の

　
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑵
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

　
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑶
　
受
審
資
格
認
定
の
日
に
お
い
て
、
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。
（

　
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑷
　
受
審
資
格
認
定
の
日
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
７
２
号
）
に
基
づ
く
更

　
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
お
よ
び
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生

　
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員

　
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑸
　
福
井
県
の
す
べ
て
の
県
税
な
ら
び
に
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
に
お
い
て
未
納
が
な
い
者
で
あ

　
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は

　
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
厚
生
労
働
省
が
所
管
す
る
平
成
１
３
年
４
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
導
入
促
進
事

　
業
に
お
い
て
、
過
去
５
年
以
内
に
日
本
国
内
の
い
ず
れ
か
の
場
所
で
運
航
を
受
託
し
て
い
る
こ
と
。

⑻
　
本
業
務
の
受
託
に
係
る
航
空
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
３
１
号
）
第
１
０
０
条
第
１
項
の
許
可

　
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑼
　
回
転
翼
航
空
機
に
よ
る
航
空
運
送
事
業
に
５
年
以
上
（
令
和
５
年
１
１
月
１
日
現
在
）
の
実
績
を

　
有
す
る
こ
と
。

⑽
　
本
業
務
の
実
施
に
必
要
な
専
任
の
人
員
お
よ
び
機
体
の
確
保
が
出
来
る
者
で
、
本
業
務
の
実
施
に

　
必
要
な
有
資
格
の
操
縦
士
、
整
備
士
お
よ
び
運
航
管
理
者
の
数
と
同
数
以
上
の
雇
用
を
し
て
い
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑾
　
本
業
務
に
使
用
す
る
機
体
の
故
障
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
運
航
に
支
障
を
き
た
す
と
認
め
ら
れ
た

　
場
合
に
、
代
替
機
体
を
配
備
す
る
な
ど
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
、
運
航
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

　
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑿
　
過
去
３
年
間
、
国
土
交
通
省
運
輸
安
全
委
員
会
が
調
査
対
象
と
す
る
運
航
会
社
の
運
航
す
る
航
空

　
機
に
お
け
る
死
亡
事
故
を
発
生
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
。

３
　
受
審
資
格
の
認
定
の
申
請
手
続
等

⑴
　
受
審
資
格
の
認
定
の
申
請
手
続
等

　
企
画
提
案
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
申
請
し
、
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
　
提
出
書
類
お
よ
び
部
数

　
　
受
審
資
格
認
定
申
請
書
等
　
１
部

イ
　
提
出
方
法

　
　
持
参
ま
た
は
配
達
証
明
付
き
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

ウ
　
提
出
期
限

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
４
日
（
木
）
１
７
時
０
０
ま
で
（
必
着
）

　
　
な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
申
請
書
の
追
加
お
よ
び
変
更
は
認
め
な
い
。

エ
　
提
出
お
よ
び
申
請
に
係
る
質
問
を
受
け
付
け
る
場
所
な
ら
び
に
認
定
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す

　
る
部
局
の
所
在
地
お
よ
び
名
称

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
地
域
医
療
課
　
救
急
・
災
害
医
療
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
４
６

オ
　
提
出
資
料
の
様
式
等

　
　
実
施
要
領
お
よ
び
各
種
様
式
等
関
係
書
類
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

①
　
交
付
期
間

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
１
２
月
１
４
日
（
木
）
（
土
、
日
、
祝
日

　
を
除
く
。
）
の
９
時
０
０
分
か
ら
１
７
時
０
０
分
ま
で
と
す
る
。

②
　
交
付
場
所

　
　
３
⑴
エ
に
同
じ

　
な
お
、
福
井
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://w

w
w
.pref.fukui.lg.jp）

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵
　
受
審
資
格
の
認
定
時
期

　
　
受
審
資
格
の
認
定
は
、
令
和
５
年
１
２
月
１
８
日
（
月
）
ま
で
に
行
う
。

⑶
　
受
審
資
格
の
認
定
結
果

　
　
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。

⑷
　
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
理
由
の
説
明

ア
　
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
、
書
面
に
よ
り
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
を

　
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
１
７
時
０

　
０
分
ま
で
に
、
説
明
を
求
め
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
持
参
し
て
、
申
請
書
の
提
出
場
所
に
提
出

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
県
は
、
説
明
を
求
め
た
者
に
対
し
て
、
令
和
５
年
１
２
月
２
５
日
（
月
）
ま
で
に
、
書
面
に
よ

　
り
回
答
す
る
。

４
　
質
問
事
項

⑴
　
受
審
資
格
に
関
す
る
質
問
事
項
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
８
日
（
金
）
１
２
時
０
０
分
ま

　
で
に
電
子
メ
ー
ル
で
文
書
（
様
式
２
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
（
提
出
先
　
iryou@

pref.fukui.lg.jp）
　
　
質
問
に
対
す
る
回
答
は
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
行
う
。

⑵
　
本
委
託
業
務
に
関
す
る
質
問
事
項
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
２
時
０
０

　
分
ま
で
に
電
子
メ
ー
ル
で
文
書
（
様
式
３
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
（
提
出
先
　
iryou@

pref.fukui.lg.jp）
　
質
問
に
対
す
る
回
答
は
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
、
す
べ
て
の
受
審
資
格
認
定
者
に
対
し
て
一
斉
に

行
う
。

５
　
企
画
提
案
書
の
提
出
手
続

⑴
　
提
出
書
類
お
よ
び
提
出
部
数

①
　
企
画
提
案
書
　
１
０
部

②
　
①
の
電
子
デ
ー
タ
を
収
録
し
た
電
子
媒
体
　
１
部

⑵
　
提
出
方
法

　
　
持
参
ま
た
は
配
達
証
明
付
き
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

⑶
　
提
出
期
限

　
　
令
和
６
年
１
月
１
０
日
（
水
）
１
２
時
０
０
分
ま
で
（
必
着
）

　
　
な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
資
料
の
追
加
お
よ
び
変
更
は
認
め
な
い
。

⑷
　
提
出
場
所

　
　
３
⑴
エ
に
同
じ

⑸
　
提
出
資
料
の
様
式
等

　
　
３
⑴
オ
に
同
じ

６
　
契
約
先
候
補
者
の
選
定
方
法
お
よ
び
選
定
結
果
の
通
知

⑴
　
契
約
先
候
補
者
の
選
定
は
、
提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
等
を
審
査
委
員
会
に
お
い
て
審
査
し
、
契

　
約
先
候
補
者
を
選
定
す
る
。

⑵
　
審
査
方
法
等
は
、
「
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
実
施
要
領
」
の
と
お
り
と

　
す
る
。

⑶
　
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
企
画
提
案
書
を
提
出
し
た
者
に
書
面
で
通
知
す
る
。

⑷
　
採
用
と
な
っ
た
企
画
提
案
に
つ
い
て
は
、
協
議
の
上
、
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
。

７
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
公
告
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
業
務
の
契
約
等
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語

　
お
よ
び
通
貨
は
、
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
の
通
貨
に
限
る
。

⑵
　
必
要
書
類
が
不
足
し
て
い
る
資
料
、
提
出
期
限
に
遅
れ
た
資
料
は
一
切
受
け
付
け
な
い
。

⑶
　
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
し
な
い
。

⑷
　
企
画
提
案
に
関
す
る
経
費
は
、
全
額
提
案
者
負
担
と
す
る
。

⑸
　
書
類
の
内
容
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
は
、
失
格
と
す
る
。

⑹
　
提
案
者
の
選
定
に
当
た
り
、
提
案
書
に
対
し
て
、
企
画
提
案
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
を
求
め

　
る
こ
と
が
あ
る
。

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
実
施
要
領
等

　
に
よ
る
。

８
　
sum
m
ary

⑴
　
Subject m

atter
　
　
T
he Proposals for H

elicopter Em
ergency M

edical Service O
peration (O

ut sourcing)
⑵
　
D
eadline for the subm

ission of the Proposals
　
　
12:00 M

iddday, January 10th 2024
⑶
　
Contact place for the reply

　
　
Regional M

edical Services D
ivision, Fukui Prefectural Governm

ent, 3-17-1, O
hte, 

　
Fukui-city, Fukui Prefecture ,910-8580, Japan
　
　
T
EL 0776-20-0346(Japanese O

nly)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称

　
　
勤
務
表
自
動
作
成
シ
ス
テ
ム
の
構
築
お
よ
び
保
守
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
　
経
営
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
－
８
－
１

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
シ
ス
テ
ム
バ
ン
ク
株
式
会
社

　
　
札
幌
市
中
央
区
大
通
西
８
丁
目
２
番
地

５
　
落
札
金
額

　
　
２
９
，
０
５
４
，
０
８
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
８
月
２
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
川
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
梯
　
左
武
良
　
福
井
市
和
田
中
2丁
目
2811

　
〃
　
　
廣
瀬
　
直
和
　
福
井
市
江
守
中
１
丁
目
808

　
〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

　
〃
　
　
島
﨑
　
俊
典
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
20-4

　
〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

　
〃
　
　
川
江
　
　
豊
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
徳
長
　
則
行
　
福
井
市
太
田
町
16-28

　
〃
　
　
大
西
　
　
新
　
福
井
市
栃
泉
町
88-12

　
〃
　
　
髙
波
　
捨
治
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
20-32

　
〃
　
　
吉
川
　
　
強
　
福
井
市
上
細
江
町
33-25

監
　
事
　
澤
井
　
照
男
　
福
井
市
岩
倉
町
8-11

　
〃
　
　
梅
田
　
精
一
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-51

　
〃
　
　
増
永
　
裕
信
　
福
井
市
別
所
町
10-5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
川
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
１
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
澤
井
　
照
男
　
福
井
市
岩
倉
町
8-11

　
〃
　
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11

　
〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

　
〃
　
　
朝
日
　
教
夫
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-83

　
〃
　
　
白
井
　
清
志
　
福
井
市
下
馬
町
54-18-3

　
〃
　
　
岩
崎
　
文
彦
　
福
井
市
西
谷
町
13-3

　
〃
　
　
川
江
　
　
豊
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
大
西
　
　
新
　
福
井
市
栃
泉
町
88-12

　
〃
　
　
前
田
　
光
博
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1412

　
〃
　
　
皆
川
　
恭
英
　
福
井
市
二
上
町
9-18

監
　
事
　
河
合
　
良
伯
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-44

　
〃
　
　
辻
　
　
義
則
　
福
井
市
大
町
19-20

　
〃
　
　
藤
島
　
　
一
　
福
井
市
城
東
4丁
目
25-27

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
庄
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
山
口
　
博
幸
　
南
越
前
町
湯
尾
44-12

　
〃
　
　
松
浦
　
幸
雄
　
南
越
前
町
湯
尾
55-6

　
〃
　
　
赤
坂
　
伸
二
　
南
越
前
町
八
乙
女
18-10

　
〃
　
　
八
田
　
峰
男
　
南
越
前
町
燧
24-11

　
〃
　
　
喜
村
喜
代
治
　
南
越
前
町
久
喜
11-7

　
〃
　
　
石
山
　
正
明
　
南
越
前
町
馬
上
免
15-14

　
〃
　
　
辻
　
　
武
雄
　
南
越
前
町
古
木
14-14

　
〃
　
　
細
川
　
泰
司
　
南
越
前
町
小
倉
谷
20-24

　
〃
　
　
岡
本
　
君
男
　
南
越
前
町
瀬
戸
31-18

　
〃
　
　
中
村
　
忠
郎
　
南
越
前
町
新
道
5-16

　
〃
　
　
井
上
　
重
治
　
南
越
前
町
南
今
庄
57-130-5

　
〃
　
　
小
不
動
勝
史
　
南
越
前
町
合
波
30-12

　
〃
　
　
中
澤
　
幸
三
　
南
越
前
町
孫
谷
29-11

　
〃
　
　
山
腰
　
吉
二
　
南
越
前
町
宇
津
尾
40-9

　
〃
　
　
藤
原
　
　
堅
　
南
越
前
町
橋
立
12-3

監
　
事
　
城
野
　
庄
一
　
南
越
前
町
湯
尾
89-5

　
〃
　
　
橋
本
　
英
樹
　
南
越
前
町
杉
谷
19-4

　
〃
　
　
藤
井
　
達
男
　
南
越
前
町
八
飯
24-11

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
庄
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
２
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
三
田
村
　
壽
　
南
越
前
町
湯
尾
93-10

　
〃
　
　
松
浦
　
幸
雄
　
南
越
前
町
湯
尾
55-6

　
〃
　
　
池
川
　
洋
一
　
南
越
前
町
八
乙
女
16-5

　
〃
　
　
八
田
　
峰
男
　
南
越
前
町
燧
24-11

　
〃
　
　
喜
村
喜
代
治
　
南
越
前
町
久
喜
11-7

　
〃
　
　
石
山
　
清
孝
　
南
越
前
町
馬
上
免
15-42

　
〃
　
　
臼
谷
　
正
人
　
南
越
前
町
古
木
7-9

　
〃
　
　
細
川
　
泰
司
　
南
越
前
町
小
倉
谷
20-24

　
〃
　
　
岡
本
　
君
男
　
南
越
前
町
瀬
戸
31-18

　
〃
　
　
井
上
　
重
治
　
南
越
前
町
南
今
庄
57-130-5

　
〃
　
　
田
中
　
利
治
　
南
越
前
町
新
道
23-1

　
〃
　
　
京
藤
　
節
夫
　
南
越
前
町
合
波
30-2

　
〃
　
　
赤
澤
　
敏
宏
　
南
越
前
町
孫
谷
23-2

　
〃
　
　
山
腰
　
吉
二
　
南
越
前
町
宇
津
尾
40-9

　
〃
　
　
野
村
　
　
浩
　
南
越
前
町
広
野
7-31

監
　
事
　
城
野
　
庄
一
　
南
越
前
町
湯
尾
89-5

　
〃
　
　
橋
本
　
英
樹
　
南
越
前
町
杉
谷
19-4

　
〃
　
　
山
下
　
和
明
　
南
越
前
町
今
庄
75-28

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
２
５
日
に
福
井
河
川
国
道
事
務
所
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
河
川
国
道
事
務
所

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
作
成
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
１
月
８
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
福
井
市
、
坂
井
市
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
原
子
力
防
災
県
外
資
機
材
（
鯖
江
市
・
越
前
市
分
）
購
入
（
危
機
管
理
課
）

　
　
大
型
扇
風
機
・
ヒ
ー
タ
ー
　
各
３
９
６
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
防
災
安
全
部
危
機
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
１
月
１
０
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
藤
井
防
災
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社

　
　
福
井
県
越
前
市
国
府
２
丁
目
５
－
１
０

５
　
落
札
金
額

　
　
３
５
，
１
５
２
，
９
２
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
２
６
日

第
１
 
請
求
の
内
容
 

請
求
人
に
よ
る
請
求
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
請
求
書
の
原
文
に
沿
っ
て
記
載
。
た
だ
し
、
原
文
の

趣
旨
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
の
文
言
の
補
正
、
項
目
番
号
の
付
け
替
え
等
を
行
っ
た
。）。
 

 
２
０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
に
関
す
る
職
員
措
置
請
求
書
 

 
 
 
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
は
、
政
務
活
動
費
の
収
支
報
告
書
お
よ
び
収
支
報
告
書
の
内

容
を
証
す
る
書
類
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
定
め
る
。
 

即
ち
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
１
０
条
（
議
長
の
調
査

等
）
は
、「
議
長
は
、
政
務
活
動
費
の
適
正
な
運
用
を
期
す
た
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
収
支
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
と
き
は
、
 当
該
収
支
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
そ
の
他
の
収
支
報
告
書
の
内
容
を
証
す
る
書
類
 （
以
下
「
収
支

報
告
書
等
」
と
い
う
。）
 の
内
容
を
調
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が
第
３
条
第
２
項
の
規

定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、
第
２
項
は
「
議
長
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
収
支
報
告
書
等
の
写

し
を
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

続
く
「
条
例
」
第
１
１
条
（
政
務
活
動
費
の
額
の
確
定
）
は
、「
知
事
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
収
支
報

告
書
等
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が

第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
政
務
活
動
費
の
額
を
確
定
し
、
会
派
の
代

表
者
等
お
よ
び
議
員
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

さ
ら
に
「
条
例
」
第
１
５
条
（
透
明
性
の
確
保
）
は
「
議
長
は
、
第
１
０
条
第
１
項
お
よ
び
前
条
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
県
民
へ
の
情
報
の
提
供
等
、
 政
務
活
動
費
の
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
と

定
め
る
（
下
線
引
き
は
請
求
者
に
よ
る
。）。
 

「
収
支
報
告
書
等
」
は
、
県
民
が
政
務
活
動
費
の
支
出
を
検
証
す
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
２

０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
の
支
出
に
は
、
県
民
が
検
証
で
き
な
い
ず
さ
ん
な
収
支
報
告
書
等
が
存
在

し
た
。
 

こ
れ
ら
の
「
収
支
報
告
書
等
」
に
よ
る
支
出
を
看
過
す
る
こ
と
は
、「
条
例
」
第
３
条
（
政
務
活
動
費
を
充
て
る

こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
）
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
知
事
に
対
し
、
下
記
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
支
出
を
行
っ
た
３
名
に
支
出
額
の
返
還

を
さ
せ
る
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
記
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

 
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
領
収
書
等
添
付
票
」
中
、
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書

き
の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。
下
記
の
２
件
の
支
出
の
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

そ
し
て
、
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、
形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な

ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
整
理
番
号
３
５
－
１
 
広
聴
広
報
費
（
通
信
運
搬
費
 
＝
２
万
６
，
１
４
３
円
）
 

（
２
）
整
理
番
号
３
６
－
１
 
調
査
研
究
費
（
会
議
費
負
担
金
＝
１
万
円
）
 

第
１
 
請
求
の
内
容
 

請
求
人
に
よ
る
請
求
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
請
求
書
の
原
文
に
沿
っ
て
記
載
。
た
だ
し
、
原
文
の

趣
旨
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
の
文
言
の
補
正
、
項
目
番
号
の
付
け
替
え
等
を
行
っ
た
。）。
 

 
２
０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
に
関
す
る
職
員
措
置
請
求
書
 

 
 
 
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
は
、
政
務
活
動
費
の
収
支
報
告
書
お
よ
び
収
支
報
告
書
の
内

容
を
証
す
る
書
類
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
定
め
る
。
 

即
ち
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
１
０
条
（
議
長
の
調
査

等
）
は
、「
議
長
は
、
政
務
活
動
費
の
適
正
な
運
用
を
期
す
た
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
収
支
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
と
き
は
、
 当
該
収
支
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
そ
の
他
の
収
支
報
告
書
の
内
容
を
証
す
る
書
類
 （
以
下
「
収
支

報
告
書
等
」
と
い
う
。）
 の
内
容
を
調
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が
第
３
条
第
２
項
の
規

定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、
第
２
項
は
「
議
長
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
収
支
報
告
書
等
の
写

し
を
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

続
く
「
条
例
」
第
１
１
条
（
政
務
活
動
費
の
額
の
確
定
）
は
、「
知
事
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
収
支
報

告
書
等
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が

第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
政
務
活
動
費
の
額
を
確
定
し
、
会
派
の
代

表
者
等
お
よ
び
議
員
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

さ
ら
に
「
条
例
」
第
１
５
条
（
透
明
性
の
確
保
）
は
「
議
長
は
、
第
１
０
条
第
１
項
お
よ
び
前
条
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
県
民
へ
の
情
報
の
提
供
等
、
 政
務
活
動
費
の
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
と

定
め
る
（
下
線
引
き
は
請
求
者
に
よ
る
。）。
 

「
収
支
報
告
書
等
」
は
、
県
民
が
政
務
活
動
費
の
支
出
を
検
証
す
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
２

０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
の
支
出
に
は
、
県
民
が
検
証
で
き
な
い
ず
さ
ん
な
収
支
報
告
書
等
が
存
在

し
た
。
 

こ
れ
ら
の
「
収
支
報
告
書
等
」
に
よ
る
支
出
を
看
過
す
る
こ
と
は
、「
条
例
」
第
３
条
（
政
務
活
動
費
を
充
て
る

こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
）
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
知
事
に
対
し
、
下
記
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
支
出
を
行
っ
た
３
名
に
支
出
額
の
返
還

を
さ
せ
る
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
記
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

 
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
領
収
書
等
添
付
票
」
中
、
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書

き
の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。
下
記
の
２
件
の
支
出
の
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

そ
し
て
、
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、
形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な

ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
整
理
番
号
３
５
－
１
 
広
聴
広
報
費
（
通
信
運
搬
費
 
＝
２
万
６
，
１
４
３
円
）
 

（
２
）
整
理
番
号
３
６
－
１
 
調
査
研
究
費
（
会
議
費
負
担
金
＝
１
万
円
）
 

 
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

 
 
島
田
欽
一
議
員
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
内
に
２
件
の
視
察
を
行
い
、
各
旅
費
を
調
査
研
究
費

で
充
当
し
て
い
る
。
 

視
察
場
所
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
２
日
の
期
間
が
マ
レ
ー
シ
ア
、
９
月
２
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
が
北

海
道
で
あ
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
視
察
旅
費
が
５
２
６
，
８
１
５
円
、
北
海
道

の
視
察
旅
費
が
７
６
, ６
６
０
円
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
双
方
の
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」（
別
紙
含
む
。）
に
は
虚
偽
記
載
等
が
散
見
さ
れ
る
。
 

よ
っ
て
、
虚
偽
記
載
等
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
事
実
に
基
づ
い
た
記
述
に
訂
正
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
に
つ
い
て
 

①
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
虚
偽
記
載
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
「
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
」
の
「
２
. 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」の
表
に
は
、「
９
月
２
日（
金
）７
：
０
５
成
田
空
港
到
着
／
１
３
：
４
７
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
到
着
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
  

し
か
し
実
際
は
、
北
海
道
視
察
の
た
め
、
同
日
８
：
０
５
発
の
成
田
空
港
発
１
号
車
に
乗
車
し
、
羽
田
空
港

に
向
か
っ
て
い
る
た
め
虚
偽
記
載
で
あ
る
。
 

 ②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 

支
払
証
明
書（
２
２
８
－
１
、２
４
１
－
１
、２
４
６
－
１
）に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」

と
し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に

こ
の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
（
２
）
北
海
道
雨
竜
郡
幌
加
内
町
の
視
察
に
つ
い
て
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
「
成
田
空
港
－
羽
田
空
港
」
間
の
交
通
費
３
, ２
０
０
円
を
計
上
し
て
い
る

が
、
計
上
の
理
由
の
記
載
が
無
い
。
さ
ら
に
航
空
券
代
「
小
松
－
羽
田
－
旭
川
 
新
千
歳
－
小
松
」
の
ル
ー
ト

も
、
先
述
（
１
）
①
の
通
り
、
小
松
発
で
は
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

 
 
力
野
豊
議
員
は
、
２
０
２
３
年
の
２
月
２
１
日
か
ら
３
月
２
２
日
の
期
間
に
、
敦
賀
市
の
各
地
区
で
県
政
報
告

会
を
ほ
ぼ
連
日
開
催
し
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
を
広
聴
広
報
費
で
全
額
充
当
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

開
催
は
、
４
月
の
統
一
地
方
選
挙
を
強
く
意
識
し
た
後
援
会
活
動
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
政
務
活
動
費

を
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
領
収
書
等
添
付
票
（
２
５
枚
）
を
基
に
作
成
し
た
別
紙
（
※
）
の
通
り
、
不
透
明
な
点
が
複
数
存
在

す
る
。
よ
っ
て
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
の
合
計
額
１
６
０
，
７
０
０
円
に
つ
い
て
、
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

（
※
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」
 

 
（
１
）
会
場
使
用
料
に
つ
い
て
 

開
催
回
数
２
８
回
の
支
出
合
計
額
は
１
６
万
７
０
０
円
（
内
、
１
件
は
領
収
書
無
し
）、
内
訳
は
１
万
円
 

（
４
件
）、
９
千
円
（
１
件
）、
８
千
円
（
３
件
）、
７
千
５
百
円
（
１
件
）、
７
千
円
（
１
件
）、
６
千
円
（
１
件
）、



令和５年11月21日（火） 福 井 県 報 第 274 号3

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
  「
「
ふ
く
育
県
」
ブ
ラ
ン
ド
力
推
進
事
業
」
企
画
・
運
営
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
未
来
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
３
１
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
ふ
く
育
県
ブ
ラ
ン
ド
力
推
進
事
業
業
務
委
託
共
同
事
業
体

　
　
東
京
都
港
区
赤
坂
５
－
２
－
２
０
赤
坂
パ
ー
ク
ビ
ル
５
階

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
１
０
３
，
５
６
３
, ０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約
　
　

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
す
る
の

で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２

号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
企
画
提
案
の
提
出
を
求
め
る
事
項

⑴
　
業
務
名

　
　
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務

⑵
　
履
行
期
間

　
　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
１
１
年
３
月
３
１
日
ま
で

⑶
　
業
務
内
容

　
　
「
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
仕
様
書
」
の
と
お
り

⑷
　
履
行
場
所

　
　
基
地
病
院
：
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号
　
福
井
県
立
病
院

　
　
運
航
圏
域
：
福
井
県
全
域
お
よ
び
滋
賀
県
湖
北
地
域
な
ら
び
に
岐
阜
県
郡
上
市
（
た
だ
し
、
他
県

　
の
医
療
機
関
お
よ
び
消
防
機
関
等
か
ら
の
要
請
に
対
し
て
は
協
議
の
も
と
で
対
応
）

２
　
企
画
提
案
書
を
提
出
で
き
る
者
の
要
件

　
企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
に
関
す
る
選
定

委
員
会
（
以
下
「
選
定
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
受
け
る
資
格
（
以
下
「
受
審
資
格
」
と
い
う

。
）
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
県
の
認
定
を
受
け
た
者
と
す
る
。

⑴
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
第
１
４
６
条
の
規
定
に
よ
り
知
事
が

　
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
と
認
め
た
者
で
あ
る
こ
と
。
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
提
案
書
提
出
日

　
ま
で
に
資
格
審
査
の
申
請
を
行
い
、
こ
の
入
札
に
係
る
特
定
調
達
契
約
の
締
結
の
日
ま
で
に
資
格
の

　
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑵
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

　
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑶
　
受
審
資
格
認
定
の
日
に
お
い
て
、
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。
（

　
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑷
　
受
審
資
格
認
定
の
日
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
７
２
号
）
に
基
づ
く
更

　
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
お
よ
び
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生

　
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員

　
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑸
　
福
井
県
の
す
べ
て
の
県
税
な
ら
び
に
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
に
お
い
て
未
納
が
な
い
者
で
あ

　
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は

　
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
厚
生
労
働
省
が
所
管
す
る
平
成
１
３
年
４
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
導
入
促
進
事

　
業
に
お
い
て
、
過
去
５
年
以
内
に
日
本
国
内
の
い
ず
れ
か
の
場
所
で
運
航
を
受
託
し
て
い
る
こ
と
。

⑻
　
本
業
務
の
受
託
に
係
る
航
空
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
３
１
号
）
第
１
０
０
条
第
１
項
の
許
可

　
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑼
　
回
転
翼
航
空
機
に
よ
る
航
空
運
送
事
業
に
５
年
以
上
（
令
和
５
年
１
１
月
１
日
現
在
）
の
実
績
を

　
有
す
る
こ
と
。

⑽
　
本
業
務
の
実
施
に
必
要
な
専
任
の
人
員
お
よ
び
機
体
の
確
保
が
出
来
る
者
で
、
本
業
務
の
実
施
に

　
必
要
な
有
資
格
の
操
縦
士
、
整
備
士
お
よ
び
運
航
管
理
者
の
数
と
同
数
以
上
の
雇
用
を
し
て
い
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑾
　
本
業
務
に
使
用
す
る
機
体
の
故
障
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
運
航
に
支
障
を
き
た
す
と
認
め
ら
れ
た

　
場
合
に
、
代
替
機
体
を
配
備
す
る
な
ど
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
、
運
航
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

　
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑿
　
過
去
３
年
間
、
国
土
交
通
省
運
輸
安
全
委
員
会
が
調
査
対
象
と
す
る
運
航
会
社
の
運
航
す
る
航
空

　
機
に
お
け
る
死
亡
事
故
を
発
生
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
。

３
　
受
審
資
格
の
認
定
の
申
請
手
続
等

⑴
　
受
審
資
格
の
認
定
の
申
請
手
続
等

　
企
画
提
案
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
申
請
し
、
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
　
提
出
書
類
お
よ
び
部
数

　
　
受
審
資
格
認
定
申
請
書
等
　
１
部

イ
　
提
出
方
法

　
　
持
参
ま
た
は
配
達
証
明
付
き
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

ウ
　
提
出
期
限

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
４
日
（
木
）
１
７
時
０
０
ま
で
（
必
着
）

　
　
な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
申
請
書
の
追
加
お
よ
び
変
更
は
認
め
な
い
。

エ
　
提
出
お
よ
び
申
請
に
係
る
質
問
を
受
け
付
け
る
場
所
な
ら
び
に
認
定
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す

　
る
部
局
の
所
在
地
お
よ
び
名
称

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
地
域
医
療
課
　
救
急
・
災
害
医
療
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
４
６

オ
　
提
出
資
料
の
様
式
等

　
　
実
施
要
領
お
よ
び
各
種
様
式
等
関
係
書
類
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

①
　
交
付
期
間

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
１
２
月
１
４
日
（
木
）
（
土
、
日
、
祝
日

　
を
除
く
。
）
の
９
時
０
０
分
か
ら
１
７
時
０
０
分
ま
で
と
す
る
。

②
　
交
付
場
所

　
　
３
⑴
エ
に
同
じ

　
な
お
、
福
井
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://w

w
w
.pref.fukui.lg.jp）

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵
　
受
審
資
格
の
認
定
時
期

　
　
受
審
資
格
の
認
定
は
、
令
和
５
年
１
２
月
１
８
日
（
月
）
ま
で
に
行
う
。

⑶
　
受
審
資
格
の
認
定
結
果

　
　
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。

⑷
　
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
理
由
の
説
明

ア
　
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
、
書
面
に
よ
り
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
を

　
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
１
７
時
０

　
０
分
ま
で
に
、
説
明
を
求
め
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
持
参
し
て
、
申
請
書
の
提
出
場
所
に
提
出

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
県
は
、
説
明
を
求
め
た
者
に
対
し
て
、
令
和
５
年
１
２
月
２
５
日
（
月
）
ま
で
に
、
書
面
に
よ

　
り
回
答
す
る
。

４
　
質
問
事
項

⑴
　
受
審
資
格
に
関
す
る
質
問
事
項
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
８
日
（
金
）
１
２
時
０
０
分
ま

　
で
に
電
子
メ
ー
ル
で
文
書
（
様
式
２
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
（
提
出
先
　
iryou@

pref.fukui.lg.jp）
　
　
質
問
に
対
す
る
回
答
は
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
行
う
。

⑵
　
本
委
託
業
務
に
関
す
る
質
問
事
項
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
２
時
０
０

　
分
ま
で
に
電
子
メ
ー
ル
で
文
書
（
様
式
３
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
（
提
出
先
　
iryou@

pref.fukui.lg.jp）
　
質
問
に
対
す
る
回
答
は
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
、
す
べ
て
の
受
審
資
格
認
定
者
に
対
し
て
一
斉
に

行
う
。

５
　
企
画
提
案
書
の
提
出
手
続

⑴
　
提
出
書
類
お
よ
び
提
出
部
数

①
　
企
画
提
案
書
　
１
０
部

②
　
①
の
電
子
デ
ー
タ
を
収
録
し
た
電
子
媒
体
　
１
部

⑵
　
提
出
方
法

　
　
持
参
ま
た
は
配
達
証
明
付
き
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

⑶
　
提
出
期
限

　
　
令
和
６
年
１
月
１
０
日
（
水
）
１
２
時
０
０
分
ま
で
（
必
着
）

　
　
な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
資
料
の
追
加
お
よ
び
変
更
は
認
め
な
い
。

⑷
　
提
出
場
所

　
　
３
⑴
エ
に
同
じ

⑸
　
提
出
資
料
の
様
式
等

　
　
３
⑴
オ
に
同
じ

６
　
契
約
先
候
補
者
の
選
定
方
法
お
よ
び
選
定
結
果
の
通
知

⑴
　
契
約
先
候
補
者
の
選
定
は
、
提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
等
を
審
査
委
員
会
に
お
い
て
審
査
し
、
契

　
約
先
候
補
者
を
選
定
す
る
。

⑵
　
審
査
方
法
等
は
、
「
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
実
施
要
領
」
の
と
お
り
と

　
す
る
。

⑶
　
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
企
画
提
案
書
を
提
出
し
た
者
に
書
面
で
通
知
す
る
。

⑷
　
採
用
と
な
っ
た
企
画
提
案
に
つ
い
て
は
、
協
議
の
上
、
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
。

７
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
公
告
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
業
務
の
契
約
等
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語

　
お
よ
び
通
貨
は
、
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
の
通
貨
に
限
る
。

⑵
　
必
要
書
類
が
不
足
し
て
い
る
資
料
、
提
出
期
限
に
遅
れ
た
資
料
は
一
切
受
け
付
け
な
い
。

⑶
　
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
し
な
い
。

⑷
　
企
画
提
案
に
関
す
る
経
費
は
、
全
額
提
案
者
負
担
と
す
る
。

⑸
　
書
類
の
内
容
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
は
、
失
格
と
す
る
。

⑹
　
提
案
者
の
選
定
に
当
た
り
、
提
案
書
に
対
し
て
、
企
画
提
案
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
を
求
め

　
る
こ
と
が
あ
る
。

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
実
施
要
領
等

　
に
よ
る
。

８
　
sum
m
ary

⑴
　
Subject m

atter
　
　
T
he Proposals for H

elicopter Em
ergency M

edical Service O
peration (O

ut sourcing)
⑵
　
D
eadline for the subm

ission of the Proposals
　
　
12:00 M

iddday, January 10th 2024
⑶
　
Contact place for the reply

　
　
Regional M

edical Services D
ivision, Fukui Prefectural Governm

ent, 3-17-1, O
hte, 

　
Fukui-city, Fukui Prefecture ,910-8580, Japan
　
　
T
EL 0776-20-0346(Japanese O

nly)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称

　
　
勤
務
表
自
動
作
成
シ
ス
テ
ム
の
構
築
お
よ
び
保
守
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
　
経
営
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
－
８
－
１

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
シ
ス
テ
ム
バ
ン
ク
株
式
会
社

　
　
札
幌
市
中
央
区
大
通
西
８
丁
目
２
番
地

５
　
落
札
金
額

　
　
２
９
，
０
５
４
，
０
８
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
８
月
２
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
川
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
梯
　
左
武
良
　
福
井
市
和
田
中
2丁
目
2811

　
〃
　
　
廣
瀬
　
直
和
　
福
井
市
江
守
中
１
丁
目
808

　
〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

　
〃
　
　
島
﨑
　
俊
典
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
20-4

　
〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

　
〃
　
　
川
江
　
　
豊
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
徳
長
　
則
行
　
福
井
市
太
田
町
16-28

　
〃
　
　
大
西
　
　
新
　
福
井
市
栃
泉
町
88-12

　
〃
　
　
髙
波
　
捨
治
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
20-32

　
〃
　
　
吉
川
　
　
強
　
福
井
市
上
細
江
町
33-25

監
　
事
　
澤
井
　
照
男
　
福
井
市
岩
倉
町
8-11

　
〃
　
　
梅
田
　
精
一
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-51

　
〃
　
　
増
永
　
裕
信
　
福
井
市
別
所
町
10-5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
川
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
１
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
澤
井
　
照
男
　
福
井
市
岩
倉
町
8-11

　
〃
　
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11

　
〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

　
〃
　
　
朝
日
　
教
夫
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-83

　
〃
　
　
白
井
　
清
志
　
福
井
市
下
馬
町
54-18-3

　
〃
　
　
岩
崎
　
文
彦
　
福
井
市
西
谷
町
13-3

　
〃
　
　
川
江
　
　
豊
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
大
西
　
　
新
　
福
井
市
栃
泉
町
88-12

　
〃
　
　
前
田
　
光
博
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1412

　
〃
　
　
皆
川
　
恭
英
　
福
井
市
二
上
町
9-18

監
　
事
　
河
合
　
良
伯
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-44

　
〃
　
　
辻
　
　
義
則
　
福
井
市
大
町
19-20

　
〃
　
　
藤
島
　
　
一
　
福
井
市
城
東
4丁
目
25-27

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
庄
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
山
口
　
博
幸
　
南
越
前
町
湯
尾
44-12

　
〃
　
　
松
浦
　
幸
雄
　
南
越
前
町
湯
尾
55-6

　
〃
　
　
赤
坂
　
伸
二
　
南
越
前
町
八
乙
女
18-10

　
〃
　
　
八
田
　
峰
男
　
南
越
前
町
燧
24-11

　
〃
　
　
喜
村
喜
代
治
　
南
越
前
町
久
喜
11-7

　
〃
　
　
石
山
　
正
明
　
南
越
前
町
馬
上
免
15-14

　
〃
　
　
辻
　
　
武
雄
　
南
越
前
町
古
木
14-14

　
〃
　
　
細
川
　
泰
司
　
南
越
前
町
小
倉
谷
20-24

　
〃
　
　
岡
本
　
君
男
　
南
越
前
町
瀬
戸
31-18

　
〃
　
　
中
村
　
忠
郎
　
南
越
前
町
新
道
5-16

　
〃
　
　
井
上
　
重
治
　
南
越
前
町
南
今
庄
57-130-5

　
〃
　
　
小
不
動
勝
史
　
南
越
前
町
合
波
30-12

　
〃
　
　
中
澤
　
幸
三
　
南
越
前
町
孫
谷
29-11

　
〃
　
　
山
腰
　
吉
二
　
南
越
前
町
宇
津
尾
40-9

　
〃
　
　
藤
原
　
　
堅
　
南
越
前
町
橋
立
12-3

監
　
事
　
城
野
　
庄
一
　
南
越
前
町
湯
尾
89-5

　
〃
　
　
橋
本
　
英
樹
　
南
越
前
町
杉
谷
19-4

　
〃
　
　
藤
井
　
達
男
　
南
越
前
町
八
飯
24-11

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
庄
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
２
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
三
田
村
　
壽
　
南
越
前
町
湯
尾
93-10

　
〃
　
　
松
浦
　
幸
雄
　
南
越
前
町
湯
尾
55-6

　
〃
　
　
池
川
　
洋
一
　
南
越
前
町
八
乙
女
16-5

　
〃
　
　
八
田
　
峰
男
　
南
越
前
町
燧
24-11

　
〃
　
　
喜
村
喜
代
治
　
南
越
前
町
久
喜
11-7

　
〃
　
　
石
山
　
清
孝
　
南
越
前
町
馬
上
免
15-42

　
〃
　
　
臼
谷
　
正
人
　
南
越
前
町
古
木
7-9

　
〃
　
　
細
川
　
泰
司
　
南
越
前
町
小
倉
谷
20-24

　
〃
　
　
岡
本
　
君
男
　
南
越
前
町
瀬
戸
31-18

　
〃
　
　
井
上
　
重
治
　
南
越
前
町
南
今
庄
57-130-5

　
〃
　
　
田
中
　
利
治
　
南
越
前
町
新
道
23-1

　
〃
　
　
京
藤
　
節
夫
　
南
越
前
町
合
波
30-2

　
〃
　
　
赤
澤
　
敏
宏
　
南
越
前
町
孫
谷
23-2

　
〃
　
　
山
腰
　
吉
二
　
南
越
前
町
宇
津
尾
40-9

　
〃
　
　
野
村
　
　
浩
　
南
越
前
町
広
野
7-31

監
　
事
　
城
野
　
庄
一
　
南
越
前
町
湯
尾
89-5

　
〃
　
　
橋
本
　
英
樹
　
南
越
前
町
杉
谷
19-4

　
〃
　
　
山
下
　
和
明
　
南
越
前
町
今
庄
75-28

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
２
５
日
に
福
井
河
川
国
道
事
務
所
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
河
川
国
道
事
務
所

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
作
成
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
１
月
８
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
福
井
市
、
坂
井
市
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
原
子
力
防
災
県
外
資
機
材
（
鯖
江
市
・
越
前
市
分
）
購
入
（
危
機
管
理
課
）

　
　
大
型
扇
風
機
・
ヒ
ー
タ
ー
　
各
３
９
６
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
防
災
安
全
部
危
機
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
１
月
１
０
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
藤
井
防
災
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社

　
　
福
井
県
越
前
市
国
府
２
丁
目
５
－
１
０

５
　
落
札
金
額

　
　
３
５
，
１
５
２
，
９
２
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
２
６
日

第
１
 
請
求
の
内
容
 

請
求
人
に
よ
る
請
求
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
請
求
書
の
原
文
に
沿
っ
て
記
載
。
た
だ
し
、
原
文
の

趣
旨
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
の
文
言
の
補
正
、
項
目
番
号
の
付
け
替
え
等
を
行
っ
た
。）。
 

 
２
０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
に
関
す
る
職
員
措
置
請
求
書
 

 
 
 
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
は
、
政
務
活
動
費
の
収
支
報
告
書
お
よ
び
収
支
報
告
書
の
内

容
を
証
す
る
書
類
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
定
め
る
。
 

即
ち
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
１
０
条
（
議
長
の
調
査

等
）
は
、「
議
長
は
、
政
務
活
動
費
の
適
正
な
運
用
を
期
す
た
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
収
支
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
と
き
は
、
 当
該
収
支
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
そ
の
他
の
収
支
報
告
書
の
内
容
を
証
す
る
書
類
 （
以
下
「
収
支

報
告
書
等
」
と
い
う
。）
 の
内
容
を
調
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が
第
３
条
第
２
項
の
規

定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、
第
２
項
は
「
議
長
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
収
支
報
告
書
等
の
写

し
を
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

続
く
「
条
例
」
第
１
１
条
（
政
務
活
動
費
の
額
の
確
定
）
は
、「
知
事
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
収
支
報

告
書
等
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が

第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
政
務
活
動
費
の
額
を
確
定
し
、
会
派
の
代

表
者
等
お
よ
び
議
員
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

さ
ら
に
「
条
例
」
第
１
５
条
（
透
明
性
の
確
保
）
は
「
議
長
は
、
第
１
０
条
第
１
項
お
よ
び
前
条
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
県
民
へ
の
情
報
の
提
供
等
、
 政
務
活
動
費
の
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
と

定
め
る
（
下
線
引
き
は
請
求
者
に
よ
る
。）。
 

「
収
支
報
告
書
等
」
は
、
県
民
が
政
務
活
動
費
の
支
出
を
検
証
す
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
２

０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
の
支
出
に
は
、
県
民
が
検
証
で
き
な
い
ず
さ
ん
な
収
支
報
告
書
等
が
存
在

し
た
。
 

こ
れ
ら
の
「
収
支
報
告
書
等
」
に
よ
る
支
出
を
看
過
す
る
こ
と
は
、「
条
例
」
第
３
条
（
政
務
活
動
費
を
充
て
る

こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
）
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
知
事
に
対
し
、
下
記
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
支
出
を
行
っ
た
３
名
に
支
出
額
の
返
還

を
さ
せ
る
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
記
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

 
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
領
収
書
等
添
付
票
」
中
、
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書

き
の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。
下
記
の
２
件
の
支
出
の
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

そ
し
て
、
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、
形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な

ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
整
理
番
号
３
５
－
１
 
広
聴
広
報
費
（
通
信
運
搬
費
 
＝
２
万
６
，
１
４
３
円
）
 

（
２
）
整
理
番
号
３
６
－
１
 
調
査
研
究
費
（
会
議
費
負
担
金
＝
１
万
円
）
 

第
１
 
請
求
の
内
容
 

請
求
人
に
よ
る
請
求
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
請
求
書
の
原
文
に
沿
っ
て
記
載
。
た
だ
し
、
原
文
の

趣
旨
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
の
文
言
の
補
正
、
項
目
番
号
の
付
け
替
え
等
を
行
っ
た
。）。
 

 
２
０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
に
関
す
る
職
員
措
置
請
求
書
 

 
 
 
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
は
、
政
務
活
動
費
の
収
支
報
告
書
お
よ
び
収
支
報
告
書
の
内

容
を
証
す
る
書
類
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
定
め
る
。
 

即
ち
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
１
０
条
（
議
長
の
調
査

等
）
は
、「
議
長
は
、
政
務
活
動
費
の
適
正
な
運
用
を
期
す
た
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
収
支
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
と
き
は
、
 当
該
収
支
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
そ
の
他
の
収
支
報
告
書
の
内
容
を
証
す
る
書
類
 （
以
下
「
収
支

報
告
書
等
」
と
い
う
。）
 の
内
容
を
調
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が
第
３
条
第
２
項
の
規

定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、
第
２
項
は
「
議
長
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
収
支
報
告
書
等
の
写

し
を
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

続
く
「
条
例
」
第
１
１
条
（
政
務
活
動
費
の
額
の
確
定
）
は
、「
知
事
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
収
支
報

告
書
等
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が

第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
政
務
活
動
費
の
額
を
確
定
し
、
会
派
の
代

表
者
等
お
よ
び
議
員
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

さ
ら
に
「
条
例
」
第
１
５
条
（
透
明
性
の
確
保
）
は
「
議
長
は
、
第
１
０
条
第
１
項
お
よ
び
前
条
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
県
民
へ
の
情
報
の
提
供
等
、
 政
務
活
動
費
の
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
と

定
め
る
（
下
線
引
き
は
請
求
者
に
よ
る
。）。
 

「
収
支
報
告
書
等
」
は
、
県
民
が
政
務
活
動
費
の
支
出
を
検
証
す
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
２

０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
の
支
出
に
は
、
県
民
が
検
証
で
き
な
い
ず
さ
ん
な
収
支
報
告
書
等
が
存
在

し
た
。
 

こ
れ
ら
の
「
収
支
報
告
書
等
」
に
よ
る
支
出
を
看
過
す
る
こ
と
は
、「
条
例
」
第
３
条
（
政
務
活
動
費
を
充
て
る

こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
）
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
知
事
に
対
し
、
下
記
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
支
出
を
行
っ
た
３
名
に
支
出
額
の
返
還

を
さ
せ
る
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
記
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

 
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
領
収
書
等
添
付
票
」
中
、
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書

き
の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。
下
記
の
２
件
の
支
出
の
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

そ
し
て
、
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、
形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な

ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
整
理
番
号
３
５
－
１
 
広
聴
広
報
費
（
通
信
運
搬
費
 
＝
２
万
６
，
１
４
３
円
）
 

（
２
）
整
理
番
号
３
６
－
１
 
調
査
研
究
費
（
会
議
費
負
担
金
＝
１
万
円
）
 

 
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

 
 
島
田
欽
一
議
員
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
内
に
２
件
の
視
察
を
行
い
、
各
旅
費
を
調
査
研
究
費

で
充
当
し
て
い
る
。
 

視
察
場
所
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
２
日
の
期
間
が
マ
レ
ー
シ
ア
、
９
月
２
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
が
北

海
道
で
あ
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
視
察
旅
費
が
５
２
６
，
８
１
５
円
、
北
海
道

の
視
察
旅
費
が
７
６
, ６
６
０
円
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
双
方
の
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」（
別
紙
含
む
。）
に
は
虚
偽
記
載
等
が
散
見
さ
れ
る
。
 

よ
っ
て
、
虚
偽
記
載
等
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
事
実
に
基
づ
い
た
記
述
に
訂
正
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
に
つ
い
て
 

①
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
虚
偽
記
載
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
「
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
」
の
「
２
. 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」の
表
に
は
、「
９
月
２
日（
金
）７
：
０
５
成
田
空
港
到
着
／
１
３
：
４
７
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
到
着
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
  

し
か
し
実
際
は
、
北
海
道
視
察
の
た
め
、
同
日
８
：
０
５
発
の
成
田
空
港
発
１
号
車
に
乗
車
し
、
羽
田
空
港

に
向
か
っ
て
い
る
た
め
虚
偽
記
載
で
あ
る
。
 

 ②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 

支
払
証
明
書（
２
２
８
－
１
、２
４
１
－
１
、２
４
６
－
１
）に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」

と
し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に

こ
の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
（
２
）
北
海
道
雨
竜
郡
幌
加
内
町
の
視
察
に
つ
い
て
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
「
成
田
空
港
－
羽
田
空
港
」
間
の
交
通
費
３
, ２
０
０
円
を
計
上
し
て
い
る

が
、
計
上
の
理
由
の
記
載
が
無
い
。
さ
ら
に
航
空
券
代
「
小
松
－
羽
田
－
旭
川
 
新
千
歳
－
小
松
」
の
ル
ー
ト

も
、
先
述
（
１
）
①
の
通
り
、
小
松
発
で
は
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

 
 
力
野
豊
議
員
は
、
２
０
２
３
年
の
２
月
２
１
日
か
ら
３
月
２
２
日
の
期
間
に
、
敦
賀
市
の
各
地
区
で
県
政
報
告

会
を
ほ
ぼ
連
日
開
催
し
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
を
広
聴
広
報
費
で
全
額
充
当
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

開
催
は
、
４
月
の
統
一
地
方
選
挙
を
強
く
意
識
し
た
後
援
会
活
動
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
政
務
活
動
費

を
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
領
収
書
等
添
付
票
（
２
５
枚
）
を
基
に
作
成
し
た
別
紙
（
※
）
の
通
り
、
不
透
明
な
点
が
複
数
存
在

す
る
。
よ
っ
て
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
の
合
計
額
１
６
０
，
７
０
０
円
に
つ
い
て
、
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

（
※
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」
 

 
（
１
）
会
場
使
用
料
に
つ
い
て
 

開
催
回
数
２
８
回
の
支
出
合
計
額
は
１
６
万
７
０
０
円
（
内
、
１
件
は
領
収
書
無
し
）、
内
訳
は
１
万
円
 

（
４
件
）、
９
千
円
（
１
件
）、
８
千
円
（
３
件
）、
７
千
５
百
円
（
１
件
）、
７
千
円
（
１
件
）、
６
千
円
（
１
件
）、

 
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

 
 
島
田
欽
一
議
員
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
内
に
２
件
の
視
察
を
行
い
、
各
旅
費
を
調
査
研
究
費

で
充
当
し
て
い
る
。
 

視
察
場
所
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
２
日
の
期
間
が
マ
レ
ー
シ
ア
、
９
月
２
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
が
北

海
道
で
あ
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
視
察
旅
費
が
５
２
６
，
８
１
５
円
、
北
海
道

の
視
察
旅
費
が
７
６
, ６
６
０
円
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
双
方
の
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」（
別
紙
含
む
。）
に
は
虚
偽
記
載
等
が
散
見
さ
れ
る
。
 

よ
っ
て
、
虚
偽
記
載
等
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
事
実
に
基
づ
い
た
記
述
に
訂
正
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
に
つ
い
て
 

①
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
虚
偽
記
載
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
「
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
」
の
「
２
. 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」の
表
に
は
、「
９
月
２
日（
金
）７
：
０
５
成
田
空
港
到
着
／
１
３
：
４
７
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
到
着
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
  

し
か
し
実
際
は
、
北
海
道
視
察
の
た
め
、
同
日
８
：
０
５
発
の
成
田
空
港
発
１
号
車
に
乗
車
し
、
羽
田
空
港

に
向
か
っ
て
い
る
た
め
虚
偽
記
載
で
あ
る
。
 

 ②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 

支
払
証
明
書（
２
２
８
－
１
、２
４
１
－
１
、２
４
６
－
１
）に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」

と
し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に

こ
の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
（
２
）
北
海
道
雨
竜
郡
幌
加
内
町
の
視
察
に
つ
い
て
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
「
成
田
空
港
－
羽
田
空
港
」
間
の
交
通
費
３
, ２
０
０
円
を
計
上
し
て
い
る

が
、
計
上
の
理
由
の
記
載
が
無
い
。
さ
ら
に
航
空
券
代
「
小
松
－
羽
田
－
旭
川
 
新
千
歳
－
小
松
」
の
ル
ー
ト

も
、
先
述
（
１
）
①
の
通
り
、
小
松
発
で
は
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

 
 
力
野
豊
議
員
は
、
２
０
２
３
年
の
２
月
２
１
日
か
ら
３
月
２
２
日
の
期
間
に
、
敦
賀
市
の
各
地
区
で
県
政
報
告

会
を
ほ
ぼ
連
日
開
催
し
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
を
広
聴
広
報
費
で
全
額
充
当
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

開
催
は
、
４
月
の
統
一
地
方
選
挙
を
強
く
意
識
し
た
後
援
会
活
動
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
政
務
活
動
費

を
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
領
収
書
等
添
付
票
（
２
５
枚
）
を
基
に
作
成
し
た
別
紙
（
※
）
の
通
り
、
不
透
明
な
点
が
複
数
存
在

す
る
。
よ
っ
て
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
の
合
計
額
１
６
０
，
７
０
０
円
に
つ
い
て
、
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

（
※
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」
 

 
（
１
）
会
場
使
用
料
に
つ
い
て
 

開
催
回
数
２
８
回
の
支
出
合
計
額
は
１
６
万
７
０
０
円
（
内
、
１
件
は
領
収
書
無
し
）、
内
訳
は
１
万
円
 

（
４
件
）、
９
千
円
（
１
件
）、
８
千
円
（
３
件
）、
７
千
５
百
円
（
１
件
）、
７
千
円
（
１
件
）、
６
千
円
（
１
件
）、

５
千
４
百
円
（
１
件
）、
５
千
円
（
９
件
）、
３
千
５
百
円
（
１
件
）、
３
千
円
（
４
件
）、
千
３
百
円
（
１
件
）

で
あ
る
。
 

し
か
し
、
会
場
使
用
料
の
根
拠
（
使
用
料
の
規
約
等
）
を
示
す
資
料
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
。
 

 
（
２
）
領
収
書
（
要
件
そ
の
他
）
に
つ
い
て
 

①
住
所
の
記
載
無
し
が
２
３
件
 

「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
以
下
「
別
紙
一
覧
表
」
と

い
う
。）
の
通
り
、
住
所
の
記
載
の
無
い
領
収
書
は
２
３
枚
に
及
ぶ
。
 

住
所
部
分
が
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
領
収
書
の
体
裁
か
ら
は
当
初
か
ら
住
所
の
記
載
は
無

か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
 

 
②
発
行
者
不
明
が
１
件
 

別
紙
一
覧
表
の
通
し
番
号
３
は
、
発
行
者
の
部
分
が
全
て
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
以
外
は
、
各
地

区
の
区
長
、
町
内
会
長
等
の
肩
書
き
は
判
別
可
能
。）。
 

 
③
会
場
が
不
明
 

会
場
使
用
料
の
支
出
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
１
１
件
の
会
場
名
が
不
明
で
あ
る
。
 

 
 
＜
添
付
資
料
＞
（
添
付
は
省
略
）
 

（
１
）
支
出
証
拠
資
料
等
（
ネ
ッ
ト
公
開
）
の
写
し
（
両
面
印
刷
有
り
）
 

 
 
 
①
西
本
恵
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
②
 
 
〃
 
 
 
 
広
聴
広
報
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
③
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
９
枚
）
 

 
 
 
④
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
（
２
５
枚
）
 

 
（
２
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
１
枚
）
 

 第
２
 
監
査
委
員
の
除
斥
 

福
井
県
監
査
委
員
の
う
ち
兼
井
大
お
よ
び
山
浦
光
一
郎
は
、
法
第
１
９
９
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
本
件
措
置

請
求
の
監
査
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
 

 
第
３
 
請
求
の
受
理
 

本
件
措
置
請
求
に
つ
い
て
は
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
令

和
５
年
９
月
２
１
日
付
け
で
こ
れ
を
受
理
し
た
。
 

 
第
４
 
監
査
の
実
施
 

 
１
 
請
求
人
に
よ
る
証
拠
の
提
出
お
よ
び
陳
述
 

請
求
人
に
対
し
て
、
法
第
２
４
２
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
証
拠
の
提
出
お
よ
び

陳
述
の
機
会
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
同
日
、
請
求
人
が
出
席
し
、
改
め
て
請
求
の
要
旨
に
つ
い
て
陳
述
し
た
。
 

 ２
 
監
査
対
象
機
関
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
  「
「
ふ
く
育
県
」
ブ
ラ
ン
ド
力
推
進
事
業
」
企
画
・
運
営
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
未
来
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
３
１
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
ふ
く
育
県
ブ
ラ
ン
ド
力
推
進
事
業
業
務
委
託
共
同
事
業
体

　
　
東
京
都
港
区
赤
坂
５
－
２
－
２
０
赤
坂
パ
ー
ク
ビ
ル
５
階

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
１
０
３
，
５
６
３
, ０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約
　
　

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
す
る
の

で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２

号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
企
画
提
案
の
提
出
を
求
め
る
事
項

⑴
　
業
務
名

　
　
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務

⑵
　
履
行
期
間

　
　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
１
１
年
３
月
３
１
日
ま
で

⑶
　
業
務
内
容

　
　
「
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
仕
様
書
」
の
と
お
り

⑷
　
履
行
場
所

　
　
基
地
病
院
：
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号
　
福
井
県
立
病
院

　
　
運
航
圏
域
：
福
井
県
全
域
お
よ
び
滋
賀
県
湖
北
地
域
な
ら
び
に
岐
阜
県
郡
上
市
（
た
だ
し
、
他
県

　
の
医
療
機
関
お
よ
び
消
防
機
関
等
か
ら
の
要
請
に
対
し
て
は
協
議
の
も
と
で
対
応
）

２
　
企
画
提
案
書
を
提
出
で
き
る
者
の
要
件

　
企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
に
関
す
る
選
定

委
員
会
（
以
下
「
選
定
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
受
け
る
資
格
（
以
下
「
受
審
資
格
」
と
い
う

。
）
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
県
の
認
定
を
受
け
た
者
と
す
る
。

⑴
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
第
１
４
６
条
の
規
定
に
よ
り
知
事
が

　
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
と
認
め
た
者
で
あ
る
こ
と
。
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
提
案
書
提
出
日

　
ま
で
に
資
格
審
査
の
申
請
を
行
い
、
こ
の
入
札
に
係
る
特
定
調
達
契
約
の
締
結
の
日
ま
で
に
資
格
の

　
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑵
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

　
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑶
　
受
審
資
格
認
定
の
日
に
お
い
て
、
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。
（

　
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑷
　
受
審
資
格
認
定
の
日
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
７
２
号
）
に
基
づ
く
更

　
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
お
よ
び
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生

　
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員

　
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑸
　
福
井
県
の
す
べ
て
の
県
税
な
ら
び
に
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
に
お
い
て
未
納
が
な
い
者
で
あ

　
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は

　
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
厚
生
労
働
省
が
所
管
す
る
平
成
１
３
年
４
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
導
入
促
進
事

　
業
に
お
い
て
、
過
去
５
年
以
内
に
日
本
国
内
の
い
ず
れ
か
の
場
所
で
運
航
を
受
託
し
て
い
る
こ
と
。

⑻
　
本
業
務
の
受
託
に
係
る
航
空
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
３
１
号
）
第
１
０
０
条
第
１
項
の
許
可

　
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑼
　
回
転
翼
航
空
機
に
よ
る
航
空
運
送
事
業
に
５
年
以
上
（
令
和
５
年
１
１
月
１
日
現
在
）
の
実
績
を

　
有
す
る
こ
と
。

⑽
　
本
業
務
の
実
施
に
必
要
な
専
任
の
人
員
お
よ
び
機
体
の
確
保
が
出
来
る
者
で
、
本
業
務
の
実
施
に

　
必
要
な
有
資
格
の
操
縦
士
、
整
備
士
お
よ
び
運
航
管
理
者
の
数
と
同
数
以
上
の
雇
用
を
し
て
い
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑾
　
本
業
務
に
使
用
す
る
機
体
の
故
障
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
運
航
に
支
障
を
き
た
す
と
認
め
ら
れ
た

　
場
合
に
、
代
替
機
体
を
配
備
す
る
な
ど
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
、
運
航
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

　
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑿
　
過
去
３
年
間
、
国
土
交
通
省
運
輸
安
全
委
員
会
が
調
査
対
象
と
す
る
運
航
会
社
の
運
航
す
る
航
空

　
機
に
お
け
る
死
亡
事
故
を
発
生
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
。

３
　
受
審
資
格
の
認
定
の
申
請
手
続
等

⑴
　
受
審
資
格
の
認
定
の
申
請
手
続
等

　
企
画
提
案
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
申
請
し
、
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
　
提
出
書
類
お
よ
び
部
数

　
　
受
審
資
格
認
定
申
請
書
等
　
１
部

イ
　
提
出
方
法

　
　
持
参
ま
た
は
配
達
証
明
付
き
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

ウ
　
提
出
期
限

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
４
日
（
木
）
１
７
時
０
０
ま
で
（
必
着
）

　
　
な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
申
請
書
の
追
加
お
よ
び
変
更
は
認
め
な
い
。

エ
　
提
出
お
よ
び
申
請
に
係
る
質
問
を
受
け
付
け
る
場
所
な
ら
び
に
認
定
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す

　
る
部
局
の
所
在
地
お
よ
び
名
称

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
地
域
医
療
課
　
救
急
・
災
害
医
療
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
４
６

オ
　
提
出
資
料
の
様
式
等

　
　
実
施
要
領
お
よ
び
各
種
様
式
等
関
係
書
類
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

①
　
交
付
期
間

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
１
２
月
１
４
日
（
木
）
（
土
、
日
、
祝
日

　
を
除
く
。
）
の
９
時
０
０
分
か
ら
１
７
時
０
０
分
ま
で
と
す
る
。

②
　
交
付
場
所

　
　
３
⑴
エ
に
同
じ

　
な
お
、
福
井
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://w

w
w
.pref.fukui.lg.jp）

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵
　
受
審
資
格
の
認
定
時
期

　
　
受
審
資
格
の
認
定
は
、
令
和
５
年
１
２
月
１
８
日
（
月
）
ま
で
に
行
う
。

⑶
　
受
審
資
格
の
認
定
結
果

　
　
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。

⑷
　
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
理
由
の
説
明

ア
　
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
、
書
面
に
よ
り
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
を

　
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
１
７
時
０

　
０
分
ま
で
に
、
説
明
を
求
め
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
持
参
し
て
、
申
請
書
の
提
出
場
所
に
提
出

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
県
は
、
説
明
を
求
め
た
者
に
対
し
て
、
令
和
５
年
１
２
月
２
５
日
（
月
）
ま
で
に
、
書
面
に
よ

　
り
回
答
す
る
。

４
　
質
問
事
項

⑴
　
受
審
資
格
に
関
す
る
質
問
事
項
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
８
日
（
金
）
１
２
時
０
０
分
ま

　
で
に
電
子
メ
ー
ル
で
文
書
（
様
式
２
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
（
提
出
先
　
iryou@

pref.fukui.lg.jp）
　
　
質
問
に
対
す
る
回
答
は
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
行
う
。

⑵
　
本
委
託
業
務
に
関
す
る
質
問
事
項
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
２
時
０
０

　
分
ま
で
に
電
子
メ
ー
ル
で
文
書
（
様
式
３
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
（
提
出
先
　
iryou@

pref.fukui.lg.jp）
　
質
問
に
対
す
る
回
答
は
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
、
す
べ
て
の
受
審
資
格
認
定
者
に
対
し
て
一
斉
に

行
う
。

５
　
企
画
提
案
書
の
提
出
手
続

⑴
　
提
出
書
類
お
よ
び
提
出
部
数

①
　
企
画
提
案
書
　
１
０
部

②
　
①
の
電
子
デ
ー
タ
を
収
録
し
た
電
子
媒
体
　
１
部

⑵
　
提
出
方
法

　
　
持
参
ま
た
は
配
達
証
明
付
き
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

⑶
　
提
出
期
限

　
　
令
和
６
年
１
月
１
０
日
（
水
）
１
２
時
０
０
分
ま
で
（
必
着
）

　
　
な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
資
料
の
追
加
お
よ
び
変
更
は
認
め
な
い
。

⑷
　
提
出
場
所

　
　
３
⑴
エ
に
同
じ

⑸
　
提
出
資
料
の
様
式
等

　
　
３
⑴
オ
に
同
じ

６
　
契
約
先
候
補
者
の
選
定
方
法
お
よ
び
選
定
結
果
の
通
知

⑴
　
契
約
先
候
補
者
の
選
定
は
、
提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
等
を
審
査
委
員
会
に
お
い
て
審
査
し
、
契

　
約
先
候
補
者
を
選
定
す
る
。

⑵
　
審
査
方
法
等
は
、
「
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
実
施
要
領
」
の
と
お
り
と

　
す
る
。

⑶
　
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
企
画
提
案
書
を
提
出
し
た
者
に
書
面
で
通
知
す
る
。

⑷
　
採
用
と
な
っ
た
企
画
提
案
に
つ
い
て
は
、
協
議
の
上
、
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
。

７
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
公
告
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
業
務
の
契
約
等
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語

　
お
よ
び
通
貨
は
、
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
の
通
貨
に
限
る
。

⑵
　
必
要
書
類
が
不
足
し
て
い
る
資
料
、
提
出
期
限
に
遅
れ
た
資
料
は
一
切
受
け
付
け
な
い
。

⑶
　
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
し
な
い
。

⑷
　
企
画
提
案
に
関
す
る
経
費
は
、
全
額
提
案
者
負
担
と
す
る
。

⑸
　
書
類
の
内
容
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
は
、
失
格
と
す
る
。

⑹
　
提
案
者
の
選
定
に
当
た
り
、
提
案
書
に
対
し
て
、
企
画
提
案
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
を
求
め

　
る
こ
と
が
あ
る
。

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
実
施
要
領
等

　
に
よ
る
。

８
　
sum
m
ary

⑴
　
Subject m

atter
　
　
T
he Proposals for H

elicopter Em
ergency M

edical Service O
peration (O

ut sourcing)
⑵
　
D
eadline for the subm

ission of the Proposals
　
　
12:00 M

iddday, January 10th 2024
⑶
　
Contact place for the reply

　
　
Regional M

edical Services D
ivision, Fukui Prefectural Governm

ent, 3-17-1, O
hte, 

　
Fukui-city, Fukui Prefecture ,910-8580, Japan
　
　
T
EL 0776-20-0346(Japanese O

nly)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称

　
　
勤
務
表
自
動
作
成
シ
ス
テ
ム
の
構
築
お
よ
び
保
守
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
　
経
営
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
－
８
－
１

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
シ
ス
テ
ム
バ
ン
ク
株
式
会
社

　
　
札
幌
市
中
央
区
大
通
西
８
丁
目
２
番
地

５
　
落
札
金
額

　
　
２
９
，
０
５
４
，
０
８
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
８
月
２
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
川
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
梯
　
左
武
良
　
福
井
市
和
田
中
2丁
目
2811

　
〃
　
　
廣
瀬
　
直
和
　
福
井
市
江
守
中
１
丁
目
808

　
〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

　
〃
　
　
島
﨑
　
俊
典
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
20-4

　
〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

　
〃
　
　
川
江
　
　
豊
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
徳
長
　
則
行
　
福
井
市
太
田
町
16-28

　
〃
　
　
大
西
　
　
新
　
福
井
市
栃
泉
町
88-12

　
〃
　
　
髙
波
　
捨
治
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
20-32

　
〃
　
　
吉
川
　
　
強
　
福
井
市
上
細
江
町
33-25

監
　
事
　
澤
井
　
照
男
　
福
井
市
岩
倉
町
8-11

　
〃
　
　
梅
田
　
精
一
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-51

　
〃
　
　
増
永
　
裕
信
　
福
井
市
別
所
町
10-5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
川
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
１
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
澤
井
　
照
男
　
福
井
市
岩
倉
町
8-11

　
〃
　
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11

　
〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

　
〃
　
　
朝
日
　
教
夫
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-83

　
〃
　
　
白
井
　
清
志
　
福
井
市
下
馬
町
54-18-3

　
〃
　
　
岩
崎
　
文
彦
　
福
井
市
西
谷
町
13-3

　
〃
　
　
川
江
　
　
豊
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
大
西
　
　
新
　
福
井
市
栃
泉
町
88-12

　
〃
　
　
前
田
　
光
博
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1412

　
〃
　
　
皆
川
　
恭
英
　
福
井
市
二
上
町
9-18

監
　
事
　
河
合
　
良
伯
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-44

　
〃
　
　
辻
　
　
義
則
　
福
井
市
大
町
19-20

　
〃
　
　
藤
島
　
　
一
　
福
井
市
城
東
4丁
目
25-27

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
庄
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
山
口
　
博
幸
　
南
越
前
町
湯
尾
44-12

　
〃
　
　
松
浦
　
幸
雄
　
南
越
前
町
湯
尾
55-6

　
〃
　
　
赤
坂
　
伸
二
　
南
越
前
町
八
乙
女
18-10

　
〃
　
　
八
田
　
峰
男
　
南
越
前
町
燧
24-11

　
〃
　
　
喜
村
喜
代
治
　
南
越
前
町
久
喜
11-7

　
〃
　
　
石
山
　
正
明
　
南
越
前
町
馬
上
免
15-14

　
〃
　
　
辻
　
　
武
雄
　
南
越
前
町
古
木
14-14

　
〃
　
　
細
川
　
泰
司
　
南
越
前
町
小
倉
谷
20-24

　
〃
　
　
岡
本
　
君
男
　
南
越
前
町
瀬
戸
31-18

　
〃
　
　
中
村
　
忠
郎
　
南
越
前
町
新
道
5-16

　
〃
　
　
井
上
　
重
治
　
南
越
前
町
南
今
庄
57-130-5

　
〃
　
　
小
不
動
勝
史
　
南
越
前
町
合
波
30-12

　
〃
　
　
中
澤
　
幸
三
　
南
越
前
町
孫
谷
29-11

　
〃
　
　
山
腰
　
吉
二
　
南
越
前
町
宇
津
尾
40-9

　
〃
　
　
藤
原
　
　
堅
　
南
越
前
町
橋
立
12-3

監
　
事
　
城
野
　
庄
一
　
南
越
前
町
湯
尾
89-5

　
〃
　
　
橋
本
　
英
樹
　
南
越
前
町
杉
谷
19-4

　
〃
　
　
藤
井
　
達
男
　
南
越
前
町
八
飯
24-11

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
庄
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
２
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
三
田
村
　
壽
　
南
越
前
町
湯
尾
93-10

　
〃
　
　
松
浦
　
幸
雄
　
南
越
前
町
湯
尾
55-6

　
〃
　
　
池
川
　
洋
一
　
南
越
前
町
八
乙
女
16-5

　
〃
　
　
八
田
　
峰
男
　
南
越
前
町
燧
24-11

　
〃
　
　
喜
村
喜
代
治
　
南
越
前
町
久
喜
11-7

　
〃
　
　
石
山
　
清
孝
　
南
越
前
町
馬
上
免
15-42

　
〃
　
　
臼
谷
　
正
人
　
南
越
前
町
古
木
7-9

　
〃
　
　
細
川
　
泰
司
　
南
越
前
町
小
倉
谷
20-24

　
〃
　
　
岡
本
　
君
男
　
南
越
前
町
瀬
戸
31-18

　
〃
　
　
井
上
　
重
治
　
南
越
前
町
南
今
庄
57-130-5

　
〃
　
　
田
中
　
利
治
　
南
越
前
町
新
道
23-1

　
〃
　
　
京
藤
　
節
夫
　
南
越
前
町
合
波
30-2

　
〃
　
　
赤
澤
　
敏
宏
　
南
越
前
町
孫
谷
23-2

　
〃
　
　
山
腰
　
吉
二
　
南
越
前
町
宇
津
尾
40-9

　
〃
　
　
野
村
　
　
浩
　
南
越
前
町
広
野
7-31

監
　
事
　
城
野
　
庄
一
　
南
越
前
町
湯
尾
89-5

　
〃
　
　
橋
本
　
英
樹
　
南
越
前
町
杉
谷
19-4

　
〃
　
　
山
下
　
和
明
　
南
越
前
町
今
庄
75-28

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
２
５
日
に
福
井
河
川
国
道
事
務
所
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
河
川
国
道
事
務
所

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
作
成
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
１
月
８
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
福
井
市
、
坂
井
市
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
原
子
力
防
災
県
外
資
機
材
（
鯖
江
市
・
越
前
市
分
）
購
入
（
危
機
管
理
課
）

　
　
大
型
扇
風
機
・
ヒ
ー
タ
ー
　
各
３
９
６
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
防
災
安
全
部
危
機
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
１
月
１
０
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
藤
井
防
災
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社

　
　
福
井
県
越
前
市
国
府
２
丁
目
５
－
１
０

５
　
落
札
金
額

　
　
３
５
，
１
５
２
，
９
２
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
２
６
日

第
１
 
請
求
の
内
容
 

請
求
人
に
よ
る
請
求
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
請
求
書
の
原
文
に
沿
っ
て
記
載
。
た
だ
し
、
原
文
の

趣
旨
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
の
文
言
の
補
正
、
項
目
番
号
の
付
け
替
え
等
を
行
っ
た
。）。
 

 
２
０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
に
関
す
る
職
員
措
置
請
求
書
 

 
 
 
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
は
、
政
務
活
動
費
の
収
支
報
告
書
お
よ
び
収
支
報
告
書
の
内

容
を
証
す
る
書
類
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
定
め
る
。
 

即
ち
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
１
０
条
（
議
長
の
調
査

等
）
は
、「
議
長
は
、
政
務
活
動
費
の
適
正
な
運
用
を
期
す
た
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
収
支
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
と
き
は
、
 当
該
収
支
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
そ
の
他
の
収
支
報
告
書
の
内
容
を
証
す
る
書
類
 （
以
下
「
収
支

報
告
書
等
」
と
い
う
。）
 の
内
容
を
調
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が
第
３
条
第
２
項
の
規

定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、
第
２
項
は
「
議
長
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
収
支
報
告
書
等
の
写

し
を
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

続
く
「
条
例
」
第
１
１
条
（
政
務
活
動
費
の
額
の
確
定
）
は
、「
知
事
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
収
支
報

告
書
等
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が

第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
政
務
活
動
費
の
額
を
確
定
し
、
会
派
の
代

表
者
等
お
よ
び
議
員
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

さ
ら
に
「
条
例
」
第
１
５
条
（
透
明
性
の
確
保
）
は
「
議
長
は
、
第
１
０
条
第
１
項
お
よ
び
前
条
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
県
民
へ
の
情
報
の
提
供
等
、
 政
務
活
動
費
の
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
と

定
め
る
（
下
線
引
き
は
請
求
者
に
よ
る
。）。
 

「
収
支
報
告
書
等
」
は
、
県
民
が
政
務
活
動
費
の
支
出
を
検
証
す
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
２

０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
の
支
出
に
は
、
県
民
が
検
証
で
き
な
い
ず
さ
ん
な
収
支
報
告
書
等
が
存
在

し
た
。
 

こ
れ
ら
の
「
収
支
報
告
書
等
」
に
よ
る
支
出
を
看
過
す
る
こ
と
は
、「
条
例
」
第
３
条
（
政
務
活
動
費
を
充
て
る

こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
）
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
知
事
に
対
し
、
下
記
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
支
出
を
行
っ
た
３
名
に
支
出
額
の
返
還

を
さ
せ
る
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
記
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

 
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
領
収
書
等
添
付
票
」
中
、
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書

き
の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。
下
記
の
２
件
の
支
出
の
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

そ
し
て
、
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、
形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な

ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
整
理
番
号
３
５
－
１
 
広
聴
広
報
費
（
通
信
運
搬
費
 
＝
２
万
６
，
１
４
３
円
）
 

（
２
）
整
理
番
号
３
６
－
１
 
調
査
研
究
費
（
会
議
費
負
担
金
＝
１
万
円
）
 

 
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

 
 
島
田
欽
一
議
員
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
内
に
２
件
の
視
察
を
行
い
、
各
旅
費
を
調
査
研
究
費

で
充
当
し
て
い
る
。
 

視
察
場
所
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
２
日
の
期
間
が
マ
レ
ー
シ
ア
、
９
月
２
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
が
北

海
道
で
あ
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
視
察
旅
費
が
５
２
６
，
８
１
５
円
、
北
海
道

の
視
察
旅
費
が
７
６
, ６
６
０
円
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
双
方
の
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」（
別
紙
含
む
。）
に
は
虚
偽
記
載
等
が
散
見
さ
れ
る
。
 

よ
っ
て
、
虚
偽
記
載
等
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
事
実
に
基
づ
い
た
記
述
に
訂
正
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
に
つ
い
て
 

①
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
虚
偽
記
載
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
「
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
」
の
「
２
. 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」の
表
に
は
、「
９
月
２
日（
金
）７
：
０
５
成
田
空
港
到
着
／
１
３
：
４
７
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
到
着
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
  

し
か
し
実
際
は
、
北
海
道
視
察
の
た
め
、
同
日
８
：
０
５
発
の
成
田
空
港
発
１
号
車
に
乗
車
し
、
羽
田
空
港

に
向
か
っ
て
い
る
た
め
虚
偽
記
載
で
あ
る
。
 

 ②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 

支
払
証
明
書（
２
２
８
－
１
、２
４
１
－
１
、２
４
６
－
１
）に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」

と
し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に

こ
の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
（
２
）
北
海
道
雨
竜
郡
幌
加
内
町
の
視
察
に
つ
い
て
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
「
成
田
空
港
－
羽
田
空
港
」
間
の
交
通
費
３
, ２
０
０
円
を
計
上
し
て
い
る

が
、
計
上
の
理
由
の
記
載
が
無
い
。
さ
ら
に
航
空
券
代
「
小
松
－
羽
田
－
旭
川
 
新
千
歳
－
小
松
」
の
ル
ー
ト

も
、
先
述
（
１
）
①
の
通
り
、
小
松
発
で
は
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

 
 
力
野
豊
議
員
は
、
２
０
２
３
年
の
２
月
２
１
日
か
ら
３
月
２
２
日
の
期
間
に
、
敦
賀
市
の
各
地
区
で
県
政
報
告

会
を
ほ
ぼ
連
日
開
催
し
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
を
広
聴
広
報
費
で
全
額
充
当
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

開
催
は
、
４
月
の
統
一
地
方
選
挙
を
強
く
意
識
し
た
後
援
会
活
動
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
政
務
活
動
費

を
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
領
収
書
等
添
付
票
（
２
５
枚
）
を
基
に
作
成
し
た
別
紙
（
※
）
の
通
り
、
不
透
明
な
点
が
複
数
存
在

す
る
。
よ
っ
て
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
の
合
計
額
１
６
０
，
７
０
０
円
に
つ
い
て
、
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

（
※
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」
 

 
（
１
）
会
場
使
用
料
に
つ
い
て
 

開
催
回
数
２
８
回
の
支
出
合
計
額
は
１
６
万
７
０
０
円
（
内
、
１
件
は
領
収
書
無
し
）、
内
訳
は
１
万
円
 

（
４
件
）、
９
千
円
（
１
件
）、
８
千
円
（
３
件
）、
７
千
５
百
円
（
１
件
）、
７
千
円
（
１
件
）、
６
千
円
（
１
件
）、

第
１
 
請
求
の
内
容
 

請
求
人
に
よ
る
請
求
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
請
求
書
の
原
文
に
沿
っ
て
記
載
。
た
だ
し
、
原
文
の

趣
旨
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
の
文
言
の
補
正
、
項
目
番
号
の
付
け
替
え
等
を
行
っ
た
。）。
 

 
２
０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
に
関
す
る
職
員
措
置
請
求
書
 

 
 
 
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
は
、
政
務
活
動
費
の
収
支
報
告
書
お
よ
び
収
支
報
告
書
の
内

容
を
証
す
る
書
類
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
定
め
る
。
 

即
ち
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
１
０
条
（
議
長
の
調
査

等
）
は
、「
議
長
は
、
政
務
活
動
費
の
適
正
な
運
用
を
期
す
た
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
収
支
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
と
き
は
、
 当
該
収
支
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
そ
の
他
の
収
支
報
告
書
の
内
容
を
証
す
る
書
類
 （
以
下
「
収
支

報
告
書
等
」
と
い
う
。）
 の
内
容
を
調
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が
第
３
条
第
２
項
の
規

定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、
第
２
項
は
「
議
長
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
収
支
報
告
書
等
の
写

し
を
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

続
く
「
条
例
」
第
１
１
条
（
政
務
活
動
費
の
額
の
確
定
）
は
、「
知
事
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
収
支
報

告
書
等
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が

第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
政
務
活
動
費
の
額
を
確
定
し
、
会
派
の
代

表
者
等
お
よ
び
議
員
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

さ
ら
に
「
条
例
」
第
１
５
条
（
透
明
性
の
確
保
）
は
「
議
長
は
、
第
１
０
条
第
１
項
お
よ
び
前
条
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
県
民
へ
の
情
報
の
提
供
等
、
 政
務
活
動
費
の
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
と

定
め
る
（
下
線
引
き
は
請
求
者
に
よ
る
。）。
 

「
収
支
報
告
書
等
」
は
、
県
民
が
政
務
活
動
費
の
支
出
を
検
証
す
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
２

０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
の
支
出
に
は
、
県
民
が
検
証
で
き
な
い
ず
さ
ん
な
収
支
報
告
書
等
が
存
在

し
た
。
 

こ
れ
ら
の
「
収
支
報
告
書
等
」
に
よ
る
支
出
を
看
過
す
る
こ
と
は
、「
条
例
」
第
３
条
（
政
務
活
動
費
を
充
て
る

こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
）
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
知
事
に
対
し
、
下
記
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
支
出
を
行
っ
た
３
名
に
支
出
額
の
返
還

を
さ
せ
る
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
記
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

 
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
領
収
書
等
添
付
票
」
中
、
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書

き
の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。
下
記
の
２
件
の
支
出
の
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

そ
し
て
、
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、
形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な

ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
整
理
番
号
３
５
－
１
 
広
聴
広
報
費
（
通
信
運
搬
費
 
＝
２
万
６
，
１
４
３
円
）
 

（
２
）
整
理
番
号
３
６
－
１
 
調
査
研
究
費
（
会
議
費
負
担
金
＝
１
万
円
）
 

 
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

 
 
島
田
欽
一
議
員
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
内
に
２
件
の
視
察
を
行
い
、
各
旅
費
を
調
査
研
究
費

で
充
当
し
て
い
る
。
 

視
察
場
所
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
２
日
の
期
間
が
マ
レ
ー
シ
ア
、
９
月
２
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
が
北

海
道
で
あ
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
視
察
旅
費
が
５
２
６
，
８
１
５
円
、
北
海
道

の
視
察
旅
費
が
７
６
, ６
６
０
円
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
双
方
の
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」（
別
紙
含
む
。）
に
は
虚
偽
記
載
等
が
散
見
さ
れ
る
。
 

よ
っ
て
、
虚
偽
記
載
等
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
事
実
に
基
づ
い
た
記
述
に
訂
正
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
に
つ
い
て
 

①
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
虚
偽
記
載
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
「
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
」
の
「
２
. 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」の
表
に
は
、「
９
月
２
日（
金
）７
：
０
５
成
田
空
港
到
着
／
１
３
：
４
７
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
到
着
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
  

し
か
し
実
際
は
、
北
海
道
視
察
の
た
め
、
同
日
８
：
０
５
発
の
成
田
空
港
発
１
号
車
に
乗
車
し
、
羽
田
空
港

に
向
か
っ
て
い
る
た
め
虚
偽
記
載
で
あ
る
。
 

 ②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 

支
払
証
明
書（
２
２
８
－
１
、２
４
１
－
１
、２
４
６
－
１
）に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」

と
し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に

こ
の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
（
２
）
北
海
道
雨
竜
郡
幌
加
内
町
の
視
察
に
つ
い
て
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
「
成
田
空
港
－
羽
田
空
港
」
間
の
交
通
費
３
, ２
０
０
円
を
計
上
し
て
い
る

が
、
計
上
の
理
由
の
記
載
が
無
い
。
さ
ら
に
航
空
券
代
「
小
松
－
羽
田
－
旭
川
 
新
千
歳
－
小
松
」
の
ル
ー
ト

も
、
先
述
（
１
）
①
の
通
り
、
小
松
発
で
は
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

 
 
力
野
豊
議
員
は
、
２
０
２
３
年
の
２
月
２
１
日
か
ら
３
月
２
２
日
の
期
間
に
、
敦
賀
市
の
各
地
区
で
県
政
報
告

会
を
ほ
ぼ
連
日
開
催
し
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
を
広
聴
広
報
費
で
全
額
充
当
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

開
催
は
、
４
月
の
統
一
地
方
選
挙
を
強
く
意
識
し
た
後
援
会
活
動
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
政
務
活
動
費

を
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
領
収
書
等
添
付
票
（
２
５
枚
）
を
基
に
作
成
し
た
別
紙
（
※
）
の
通
り
、
不
透
明
な
点
が
複
数
存
在

す
る
。
よ
っ
て
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
の
合
計
額
１
６
０
，
７
０
０
円
に
つ
い
て
、
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

（
※
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」
 

 
（
１
）
会
場
使
用
料
に
つ
い
て
 

開
催
回
数
２
８
回
の
支
出
合
計
額
は
１
６
万
７
０
０
円
（
内
、
１
件
は
領
収
書
無
し
）、
内
訳
は
１
万
円
 

（
４
件
）、
９
千
円
（
１
件
）、
８
千
円
（
３
件
）、
７
千
５
百
円
（
１
件
）、
７
千
円
（
１
件
）、
６
千
円
（
１
件
）、

５
千
４
百
円
（
１
件
）、
５
千
円
（
９
件
）、
３
千
５
百
円
（
１
件
）、
３
千
円
（
４
件
）、
千
３
百
円
（
１
件
）

で
あ
る
。
 

し
か
し
、
会
場
使
用
料
の
根
拠
（
使
用
料
の
規
約
等
）
を
示
す
資
料
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
。
 

 
（
２
）
領
収
書
（
要
件
そ
の
他
）
に
つ
い
て
 

①
住
所
の
記
載
無
し
が
２
３
件
 

「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
以
下
「
別
紙
一
覧
表
」
と

い
う
。）
の
通
り
、
住
所
の
記
載
の
無
い
領
収
書
は
２
３
枚
に
及
ぶ
。
 

住
所
部
分
が
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
領
収
書
の
体
裁
か
ら
は
当
初
か
ら
住
所
の
記
載
は
無

か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
 

 
②
発
行
者
不
明
が
１
件
 

別
紙
一
覧
表
の
通
し
番
号
３
は
、
発
行
者
の
部
分
が
全
て
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
以
外
は
、
各
地

区
の
区
長
、
町
内
会
長
等
の
肩
書
き
は
判
別
可
能
。）。
 

 
③
会
場
が
不
明
 

会
場
使
用
料
の
支
出
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
１
１
件
の
会
場
名
が
不
明
で
あ
る
。
 

 
 
＜
添
付
資
料
＞
（
添
付
は
省
略
）
 

（
１
）
支
出
証
拠
資
料
等
（
ネ
ッ
ト
公
開
）
の
写
し
（
両
面
印
刷
有
り
）
 

 
 
 
①
西
本
恵
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
②
 
 
〃
 
 
 
 
広
聴
広
報
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
③
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
９
枚
）
 

 
 
 
④
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
（
２
５
枚
）
 

 
（
２
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
１
枚
）
 

 第
２
 
監
査
委
員
の
除
斥
 

福
井
県
監
査
委
員
の
う
ち
兼
井
大
お
よ
び
山
浦
光
一
郎
は
、
法
第
１
９
９
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
本
件
措
置

請
求
の
監
査
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
 

 
第
３
 
請
求
の
受
理
 

本
件
措
置
請
求
に
つ
い
て
は
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
令

和
５
年
９
月
２
１
日
付
け
で
こ
れ
を
受
理
し
た
。
 

 
第
４
 
監
査
の
実
施
 

 
１
 
請
求
人
に
よ
る
証
拠
の
提
出
お
よ
び
陳
述
 

請
求
人
に
対
し
て
、
法
第
２
４
２
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
証
拠
の
提
出
お
よ
び

陳
述
の
機
会
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
同
日
、
請
求
人
が
出
席
し
、
改
め
て
請
求
の
要
旨
に
つ
い
て
陳
述
し
た
。
 

 ２
 
監
査
対
象
機
関
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
  「
「
ふ
く
育
県
」
ブ
ラ
ン
ド
力
推
進
事
業
」
企
画
・
運
営
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
未
来
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
３
１
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
ふ
く
育
県
ブ
ラ
ン
ド
力
推
進
事
業
業
務
委
託
共
同
事
業
体

　
　
東
京
都
港
区
赤
坂
５
－
２
－
２
０
赤
坂
パ
ー
ク
ビ
ル
５
階

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
１
０
３
，
５
６
３
, ０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約
　
　

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
す
る
の

で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２

号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
企
画
提
案
の
提
出
を
求
め
る
事
項

⑴
　
業
務
名

　
　
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務

⑵
　
履
行
期
間

　
　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
１
１
年
３
月
３
１
日
ま
で

⑶
　
業
務
内
容

　
　
「
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
仕
様
書
」
の
と
お
り

⑷
　
履
行
場
所

　
　
基
地
病
院
：
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号
　
福
井
県
立
病
院

　
　
運
航
圏
域
：
福
井
県
全
域
お
よ
び
滋
賀
県
湖
北
地
域
な
ら
び
に
岐
阜
県
郡
上
市
（
た
だ
し
、
他
県

　
の
医
療
機
関
お
よ
び
消
防
機
関
等
か
ら
の
要
請
に
対
し
て
は
協
議
の
も
と
で
対
応
）

２
　
企
画
提
案
書
を
提
出
で
き
る
者
の
要
件

　
企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
に
関
す
る
選
定

委
員
会
（
以
下
「
選
定
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
受
け
る
資
格
（
以
下
「
受
審
資
格
」
と
い
う

。
）
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
県
の
認
定
を
受
け
た
者
と
す
る
。

⑴
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
第
１
４
６
条
の
規
定
に
よ
り
知
事
が

　
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
と
認
め
た
者
で
あ
る
こ
と
。
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
提
案
書
提
出
日

　
ま
で
に
資
格
審
査
の
申
請
を
行
い
、
こ
の
入
札
に
係
る
特
定
調
達
契
約
の
締
結
の
日
ま
で
に
資
格
の

　
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑵
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

　
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑶
　
受
審
資
格
認
定
の
日
に
お
い
て
、
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。
（

　
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑷
　
受
審
資
格
認
定
の
日
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
７
２
号
）
に
基
づ
く
更

　
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
お
よ
び
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生

　
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員

　
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑸
　
福
井
県
の
す
べ
て
の
県
税
な
ら
び
に
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
に
お
い
て
未
納
が
な
い
者
で
あ

　
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は

　
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
厚
生
労
働
省
が
所
管
す
る
平
成
１
３
年
４
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
導
入
促
進
事

　
業
に
お
い
て
、
過
去
５
年
以
内
に
日
本
国
内
の
い
ず
れ
か
の
場
所
で
運
航
を
受
託
し
て
い
る
こ
と
。

⑻
　
本
業
務
の
受
託
に
係
る
航
空
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
３
１
号
）
第
１
０
０
条
第
１
項
の
許
可

　
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑼
　
回
転
翼
航
空
機
に
よ
る
航
空
運
送
事
業
に
５
年
以
上
（
令
和
５
年
１
１
月
１
日
現
在
）
の
実
績
を

　
有
す
る
こ
と
。

⑽
　
本
業
務
の
実
施
に
必
要
な
専
任
の
人
員
お
よ
び
機
体
の
確
保
が
出
来
る
者
で
、
本
業
務
の
実
施
に

　
必
要
な
有
資
格
の
操
縦
士
、
整
備
士
お
よ
び
運
航
管
理
者
の
数
と
同
数
以
上
の
雇
用
を
し
て
い
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑾
　
本
業
務
に
使
用
す
る
機
体
の
故
障
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
運
航
に
支
障
を
き
た
す
と
認
め
ら
れ
た

　
場
合
に
、
代
替
機
体
を
配
備
す
る
な
ど
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
、
運
航
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

　
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑿
　
過
去
３
年
間
、
国
土
交
通
省
運
輸
安
全
委
員
会
が
調
査
対
象
と
す
る
運
航
会
社
の
運
航
す
る
航
空

　
機
に
お
け
る
死
亡
事
故
を
発
生
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
。

３
　
受
審
資
格
の
認
定
の
申
請
手
続
等

⑴
　
受
審
資
格
の
認
定
の
申
請
手
続
等

　
企
画
提
案
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
申
請
し
、
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
　
提
出
書
類
お
よ
び
部
数

　
　
受
審
資
格
認
定
申
請
書
等
　
１
部

イ
　
提
出
方
法

　
　
持
参
ま
た
は
配
達
証
明
付
き
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

ウ
　
提
出
期
限

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
４
日
（
木
）
１
７
時
０
０
ま
で
（
必
着
）

　
　
な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
申
請
書
の
追
加
お
よ
び
変
更
は
認
め
な
い
。

エ
　
提
出
お
よ
び
申
請
に
係
る
質
問
を
受
け
付
け
る
場
所
な
ら
び
に
認
定
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す

　
る
部
局
の
所
在
地
お
よ
び
名
称

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
地
域
医
療
課
　
救
急
・
災
害
医
療
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
４
６

オ
　
提
出
資
料
の
様
式
等

　
　
実
施
要
領
お
よ
び
各
種
様
式
等
関
係
書
類
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

①
　
交
付
期
間

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
１
２
月
１
４
日
（
木
）
（
土
、
日
、
祝
日

　
を
除
く
。
）
の
９
時
０
０
分
か
ら
１
７
時
０
０
分
ま
で
と
す
る
。

②
　
交
付
場
所

　
　
３
⑴
エ
に
同
じ

　
な
お
、
福
井
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://w

w
w
.pref.fukui.lg.jp）

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵
　
受
審
資
格
の
認
定
時
期

　
　
受
審
資
格
の
認
定
は
、
令
和
５
年
１
２
月
１
８
日
（
月
）
ま
で
に
行
う
。

⑶
　
受
審
資
格
の
認
定
結
果

　
　
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。

⑷
　
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
理
由
の
説
明

ア
　
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
、
書
面
に
よ
り
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
を

　
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
１
７
時
０

　
０
分
ま
で
に
、
説
明
を
求
め
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
持
参
し
て
、
申
請
書
の
提
出
場
所
に
提
出

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
県
は
、
説
明
を
求
め
た
者
に
対
し
て
、
令
和
５
年
１
２
月
２
５
日
（
月
）
ま
で
に
、
書
面
に
よ

　
り
回
答
す
る
。

４
　
質
問
事
項

⑴
　
受
審
資
格
に
関
す
る
質
問
事
項
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
８
日
（
金
）
１
２
時
０
０
分
ま

　
で
に
電
子
メ
ー
ル
で
文
書
（
様
式
２
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
（
提
出
先
　
iryou@

pref.fukui.lg.jp）
　
　
質
問
に
対
す
る
回
答
は
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
行
う
。

⑵
　
本
委
託
業
務
に
関
す
る
質
問
事
項
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
２
時
０
０

　
分
ま
で
に
電
子
メ
ー
ル
で
文
書
（
様
式
３
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
（
提
出
先
　
iryou@

pref.fukui.lg.jp）
　
質
問
に
対
す
る
回
答
は
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
、
す
べ
て
の
受
審
資
格
認
定
者
に
対
し
て
一
斉
に

行
う
。

５
　
企
画
提
案
書
の
提
出
手
続

⑴
　
提
出
書
類
お
よ
び
提
出
部
数

①
　
企
画
提
案
書
　
１
０
部

②
　
①
の
電
子
デ
ー
タ
を
収
録
し
た
電
子
媒
体
　
１
部

⑵
　
提
出
方
法

　
　
持
参
ま
た
は
配
達
証
明
付
き
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

⑶
　
提
出
期
限

　
　
令
和
６
年
１
月
１
０
日
（
水
）
１
２
時
０
０
分
ま
で
（
必
着
）

　
　
な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
資
料
の
追
加
お
よ
び
変
更
は
認
め
な
い
。

⑷
　
提
出
場
所

　
　
３
⑴
エ
に
同
じ

⑸
　
提
出
資
料
の
様
式
等

　
　
３
⑴
オ
に
同
じ

６
　
契
約
先
候
補
者
の
選
定
方
法
お
よ
び
選
定
結
果
の
通
知

⑴
　
契
約
先
候
補
者
の
選
定
は
、
提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
等
を
審
査
委
員
会
に
お
い
て
審
査
し
、
契

　
約
先
候
補
者
を
選
定
す
る
。

⑵
　
審
査
方
法
等
は
、
「
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
実
施
要
領
」
の
と
お
り
と

　
す
る
。

⑶
　
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
企
画
提
案
書
を
提
出
し
た
者
に
書
面
で
通
知
す
る
。

⑷
　
採
用
と
な
っ
た
企
画
提
案
に
つ
い
て
は
、
協
議
の
上
、
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
。

７
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
公
告
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
業
務
の
契
約
等
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語

　
お
よ
び
通
貨
は
、
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
の
通
貨
に
限
る
。

⑵
　
必
要
書
類
が
不
足
し
て
い
る
資
料
、
提
出
期
限
に
遅
れ
た
資
料
は
一
切
受
け
付
け
な
い
。

⑶
　
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
し
な
い
。

⑷
　
企
画
提
案
に
関
す
る
経
費
は
、
全
額
提
案
者
負
担
と
す
る
。

⑸
　
書
類
の
内
容
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
は
、
失
格
と
す
る
。

⑹
　
提
案
者
の
選
定
に
当
た
り
、
提
案
書
に
対
し
て
、
企
画
提
案
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
を
求
め

　
る
こ
と
が
あ
る
。

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
実
施
要
領
等

　
に
よ
る
。

８
　
sum
m
ary

⑴
　
Subject m

atter
　
　
T
he Proposals for H

elicopter Em
ergency M

edical Service O
peration (O

ut sourcing)
⑵
　
D
eadline for the subm

ission of the Proposals
　
　
12:00 M

iddday, January 10th 2024
⑶
　
Contact place for the reply

　
　
Regional M

edical Services D
ivision, Fukui Prefectural Governm

ent, 3-17-1, O
hte, 

　
Fukui-city, Fukui Prefecture ,910-8580, Japan
　
　
T
EL 0776-20-0346(Japanese O

nly)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称

　
　
勤
務
表
自
動
作
成
シ
ス
テ
ム
の
構
築
お
よ
び
保
守
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
　
経
営
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
－
８
－
１

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
シ
ス
テ
ム
バ
ン
ク
株
式
会
社

　
　
札
幌
市
中
央
区
大
通
西
８
丁
目
２
番
地

５
　
落
札
金
額

　
　
２
９
，
０
５
４
，
０
８
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
８
月
２
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
川
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
梯
　
左
武
良
　
福
井
市
和
田
中
2丁
目
2811

　
〃
　
　
廣
瀬
　
直
和
　
福
井
市
江
守
中
１
丁
目
808

　
〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

　
〃
　
　
島
﨑
　
俊
典
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
20-4

　
〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

　
〃
　
　
川
江
　
　
豊
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
徳
長
　
則
行
　
福
井
市
太
田
町
16-28

　
〃
　
　
大
西
　
　
新
　
福
井
市
栃
泉
町
88-12

　
〃
　
　
髙
波
　
捨
治
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
20-32

　
〃
　
　
吉
川
　
　
強
　
福
井
市
上
細
江
町
33-25

監
　
事
　
澤
井
　
照
男
　
福
井
市
岩
倉
町
8-11

　
〃
　
　
梅
田
　
精
一
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-51

　
〃
　
　
増
永
　
裕
信
　
福
井
市
別
所
町
10-5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
川
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
１
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
澤
井
　
照
男
　
福
井
市
岩
倉
町
8-11

　
〃
　
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11

　
〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

　
〃
　
　
朝
日
　
教
夫
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-83

　
〃
　
　
白
井
　
清
志
　
福
井
市
下
馬
町
54-18-3

　
〃
　
　
岩
崎
　
文
彦
　
福
井
市
西
谷
町
13-3

　
〃
　
　
川
江
　
　
豊
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
大
西
　
　
新
　
福
井
市
栃
泉
町
88-12

　
〃
　
　
前
田
　
光
博
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1412

　
〃
　
　
皆
川
　
恭
英
　
福
井
市
二
上
町
9-18

監
　
事
　
河
合
　
良
伯
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-44

　
〃
　
　
辻
　
　
義
則
　
福
井
市
大
町
19-20

　
〃
　
　
藤
島
　
　
一
　
福
井
市
城
東
4丁
目
25-27

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
庄
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
山
口
　
博
幸
　
南
越
前
町
湯
尾
44-12

　
〃
　
　
松
浦
　
幸
雄
　
南
越
前
町
湯
尾
55-6

　
〃
　
　
赤
坂
　
伸
二
　
南
越
前
町
八
乙
女
18-10

　
〃
　
　
八
田
　
峰
男
　
南
越
前
町
燧
24-11

　
〃
　
　
喜
村
喜
代
治
　
南
越
前
町
久
喜
11-7

　
〃
　
　
石
山
　
正
明
　
南
越
前
町
馬
上
免
15-14

　
〃
　
　
辻
　
　
武
雄
　
南
越
前
町
古
木
14-14

　
〃
　
　
細
川
　
泰
司
　
南
越
前
町
小
倉
谷
20-24

　
〃
　
　
岡
本
　
君
男
　
南
越
前
町
瀬
戸
31-18

　
〃
　
　
中
村
　
忠
郎
　
南
越
前
町
新
道
5-16

　
〃
　
　
井
上
　
重
治
　
南
越
前
町
南
今
庄
57-130-5

　
〃
　
　
小
不
動
勝
史
　
南
越
前
町
合
波
30-12

　
〃
　
　
中
澤
　
幸
三
　
南
越
前
町
孫
谷
29-11

　
〃
　
　
山
腰
　
吉
二
　
南
越
前
町
宇
津
尾
40-9

　
〃
　
　
藤
原
　
　
堅
　
南
越
前
町
橋
立
12-3

監
　
事
　
城
野
　
庄
一
　
南
越
前
町
湯
尾
89-5

　
〃
　
　
橋
本
　
英
樹
　
南
越
前
町
杉
谷
19-4

　
〃
　
　
藤
井
　
達
男
　
南
越
前
町
八
飯
24-11

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
庄
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
２
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
三
田
村
　
壽
　
南
越
前
町
湯
尾
93-10

　
〃
　
　
松
浦
　
幸
雄
　
南
越
前
町
湯
尾
55-6

　
〃
　
　
池
川
　
洋
一
　
南
越
前
町
八
乙
女
16-5

　
〃
　
　
八
田
　
峰
男
　
南
越
前
町
燧
24-11

　
〃
　
　
喜
村
喜
代
治
　
南
越
前
町
久
喜
11-7

　
〃
　
　
石
山
　
清
孝
　
南
越
前
町
馬
上
免
15-42

　
〃
　
　
臼
谷
　
正
人
　
南
越
前
町
古
木
7-9

　
〃
　
　
細
川
　
泰
司
　
南
越
前
町
小
倉
谷
20-24

　
〃
　
　
岡
本
　
君
男
　
南
越
前
町
瀬
戸
31-18

　
〃
　
　
井
上
　
重
治
　
南
越
前
町
南
今
庄
57-130-5

　
〃
　
　
田
中
　
利
治
　
南
越
前
町
新
道
23-1

　
〃
　
　
京
藤
　
節
夫
　
南
越
前
町
合
波
30-2

　
〃
　
　
赤
澤
　
敏
宏
　
南
越
前
町
孫
谷
23-2

　
〃
　
　
山
腰
　
吉
二
　
南
越
前
町
宇
津
尾
40-9

　
〃
　
　
野
村
　
　
浩
　
南
越
前
町
広
野
7-31

監
　
事
　
城
野
　
庄
一
　
南
越
前
町
湯
尾
89-5

　
〃
　
　
橋
本
　
英
樹
　
南
越
前
町
杉
谷
19-4

　
〃
　
　
山
下
　
和
明
　
南
越
前
町
今
庄
75-28

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
２
５
日
に
福
井
河
川
国
道
事
務
所
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
河
川
国
道
事
務
所

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
作
成
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
１
月
８
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
福
井
市
、
坂
井
市
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
原
子
力
防
災
県
外
資
機
材
（
鯖
江
市
・
越
前
市
分
）
購
入
（
危
機
管
理
課
）

　
　
大
型
扇
風
機
・
ヒ
ー
タ
ー
　
各
３
９
６
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
防
災
安
全
部
危
機
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
１
月
１
０
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
藤
井
防
災
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社

　
　
福
井
県
越
前
市
国
府
２
丁
目
５
－
１
０

５
　
落
札
金
額

　
　
３
５
，
１
５
２
，
９
２
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
２
６
日

第
１
 
請
求
の
内
容
 

請
求
人
に
よ
る
請
求
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
請
求
書
の
原
文
に
沿
っ
て
記
載
。
た
だ
し
、
原
文
の

趣
旨
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
の
文
言
の
補
正
、
項
目
番
号
の
付
け
替
え
等
を
行
っ
た
。）。
 

 
２
０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
に
関
す
る
職
員
措
置
請
求
書
 

 
 
 
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
は
、
政
務
活
動
費
の
収
支
報
告
書
お
よ
び
収
支
報
告
書
の
内

容
を
証
す
る
書
類
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
定
め
る
。
 

即
ち
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
１
０
条
（
議
長
の
調
査

等
）
は
、「
議
長
は
、
政
務
活
動
費
の
適
正
な
運
用
を
期
す
た
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
収
支
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
と
き
は
、
 当
該
収
支
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
そ
の
他
の
収
支
報
告
書
の
内
容
を
証
す
る
書
類
 （
以
下
「
収
支

報
告
書
等
」
と
い
う
。）
 の
内
容
を
調
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が
第
３
条
第
２
項
の
規

定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、
第
２
項
は
「
議
長
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
収
支
報
告
書
等
の
写

し
を
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

続
く
「
条
例
」
第
１
１
条
（
政
務
活
動
費
の
額
の
確
定
）
は
、「
知
事
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
収
支
報

告
書
等
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が

第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
政
務
活
動
費
の
額
を
確
定
し
、
会
派
の
代

表
者
等
お
よ
び
議
員
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

さ
ら
に
「
条
例
」
第
１
５
条
（
透
明
性
の
確
保
）
は
「
議
長
は
、
第
１
０
条
第
１
項
お
よ
び
前
条
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
県
民
へ
の
情
報
の
提
供
等
、
 政
務
活
動
費
の
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
と

定
め
る
（
下
線
引
き
は
請
求
者
に
よ
る
。）。
 

「
収
支
報
告
書
等
」
は
、
県
民
が
政
務
活
動
費
の
支
出
を
検
証
す
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
２

０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
の
支
出
に
は
、
県
民
が
検
証
で
き
な
い
ず
さ
ん
な
収
支
報
告
書
等
が
存
在

し
た
。
 

こ
れ
ら
の
「
収
支
報
告
書
等
」
に
よ
る
支
出
を
看
過
す
る
こ
と
は
、「
条
例
」
第
３
条
（
政
務
活
動
費
を
充
て
る

こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
）
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
知
事
に
対
し
、
下
記
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
支
出
を
行
っ
た
３
名
に
支
出
額
の
返
還

を
さ
せ
る
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
記
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

 
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
領
収
書
等
添
付
票
」
中
、
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書

き
の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。
下
記
の
２
件
の
支
出
の
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

そ
し
て
、
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、
形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な

ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
整
理
番
号
３
５
－
１
 
広
聴
広
報
費
（
通
信
運
搬
費
 
＝
２
万
６
，
１
４
３
円
）
 

（
２
）
整
理
番
号
３
６
－
１
 
調
査
研
究
費
（
会
議
費
負
担
金
＝
１
万
円
）
 

第
１
 
請
求
の
内
容
 

請
求
人
に
よ
る
請
求
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
請
求
書
の
原
文
に
沿
っ
て
記
載
。
た
だ
し
、
原
文
の

趣
旨
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
の
文
言
の
補
正
、
項
目
番
号
の
付
け
替
え
等
を
行
っ
た
。）。
 

 
２
０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
に
関
す
る
職
員
措
置
請
求
書
 

 
 
 
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
は
、
政
務
活
動
費
の
収
支
報
告
書
お
よ
び
収
支
報
告
書
の
内

容
を
証
す
る
書
類
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
定
め
る
。
 

即
ち
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
１
０
条
（
議
長
の
調
査

等
）
は
、「
議
長
は
、
政
務
活
動
費
の
適
正
な
運
用
を
期
す
た
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
収
支
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
と
き
は
、
 当
該
収
支
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
そ
の
他
の
収
支
報
告
書
の
内
容
を
証
す
る
書
類
 （
以
下
「
収
支

報
告
書
等
」
と
い
う
。）
 の
内
容
を
調
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が
第
３
条
第
２
項
の
規

定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、
第
２
項
は
「
議
長
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
収
支
報
告
書
等
の
写

し
を
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

続
く
「
条
例
」
第
１
１
条
（
政
務
活
動
費
の
額
の
確
定
）
は
、「
知
事
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
収
支
報

告
書
等
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が

第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
政
務
活
動
費
の
額
を
確
定
し
、
会
派
の
代

表
者
等
お
よ
び
議
員
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

さ
ら
に
「
条
例
」
第
１
５
条
（
透
明
性
の
確
保
）
は
「
議
長
は
、
第
１
０
条
第
１
項
お
よ
び
前
条
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
県
民
へ
の
情
報
の
提
供
等
、
 政
務
活
動
費
の
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
と

定
め
る
（
下
線
引
き
は
請
求
者
に
よ
る
。）。
 

「
収
支
報
告
書
等
」
は
、
県
民
が
政
務
活
動
費
の
支
出
を
検
証
す
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
２

０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
の
支
出
に
は
、
県
民
が
検
証
で
き
な
い
ず
さ
ん
な
収
支
報
告
書
等
が
存
在

し
た
。
 

こ
れ
ら
の
「
収
支
報
告
書
等
」
に
よ
る
支
出
を
看
過
す
る
こ
と
は
、「
条
例
」
第
３
条
（
政
務
活
動
費
を
充
て
る

こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
）
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
知
事
に
対
し
、
下
記
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
支
出
を
行
っ
た
３
名
に
支
出
額
の
返
還

を
さ
せ
る
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
記
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

 
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
領
収
書
等
添
付
票
」
中
、
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書

き
の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。
下
記
の
２
件
の
支
出
の
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

そ
し
て
、
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、
形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な

ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
整
理
番
号
３
５
－
１
 
広
聴
広
報
費
（
通
信
運
搬
費
 
＝
２
万
６
，
１
４
３
円
）
 

（
２
）
整
理
番
号
３
６
－
１
 
調
査
研
究
費
（
会
議
費
負
担
金
＝
１
万
円
）
 

 
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

 
 
島
田
欽
一
議
員
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
内
に
２
件
の
視
察
を
行
い
、
各
旅
費
を
調
査
研
究
費

で
充
当
し
て
い
る
。
 

視
察
場
所
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
２
日
の
期
間
が
マ
レ
ー
シ
ア
、
９
月
２
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
が
北

海
道
で
あ
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
視
察
旅
費
が
５
２
６
，
８
１
５
円
、
北
海
道

の
視
察
旅
費
が
７
６
, ６
６
０
円
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
双
方
の
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」（
別
紙
含
む
。）
に
は
虚
偽
記
載
等
が
散
見
さ
れ
る
。
 

よ
っ
て
、
虚
偽
記
載
等
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
事
実
に
基
づ
い
た
記
述
に
訂
正
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
に
つ
い
て
 

①
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
虚
偽
記
載
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
「
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
」
の
「
２
. 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」の
表
に
は
、「
９
月
２
日（
金
）７
：
０
５
成
田
空
港
到
着
／
１
３
：
４
７
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
到
着
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
  

し
か
し
実
際
は
、
北
海
道
視
察
の
た
め
、
同
日
８
：
０
５
発
の
成
田
空
港
発
１
号
車
に
乗
車
し
、
羽
田
空
港

に
向
か
っ
て
い
る
た
め
虚
偽
記
載
で
あ
る
。
 

 ②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 

支
払
証
明
書（
２
２
８
－
１
、２
４
１
－
１
、２
４
６
－
１
）に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」

と
し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に

こ
の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
（
２
）
北
海
道
雨
竜
郡
幌
加
内
町
の
視
察
に
つ
い
て
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
「
成
田
空
港
－
羽
田
空
港
」
間
の
交
通
費
３
, ２
０
０
円
を
計
上
し
て
い
る

が
、
計
上
の
理
由
の
記
載
が
無
い
。
さ
ら
に
航
空
券
代
「
小
松
－
羽
田
－
旭
川
 
新
千
歳
－
小
松
」
の
ル
ー
ト

も
、
先
述
（
１
）
①
の
通
り
、
小
松
発
で
は
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

 
 
力
野
豊
議
員
は
、
２
０
２
３
年
の
２
月
２
１
日
か
ら
３
月
２
２
日
の
期
間
に
、
敦
賀
市
の
各
地
区
で
県
政
報
告

会
を
ほ
ぼ
連
日
開
催
し
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
を
広
聴
広
報
費
で
全
額
充
当
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

開
催
は
、
４
月
の
統
一
地
方
選
挙
を
強
く
意
識
し
た
後
援
会
活
動
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
政
務
活
動
費

を
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
領
収
書
等
添
付
票
（
２
５
枚
）
を
基
に
作
成
し
た
別
紙
（
※
）
の
通
り
、
不
透
明
な
点
が
複
数
存
在

す
る
。
よ
っ
て
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
の
合
計
額
１
６
０
，
７
０
０
円
に
つ
い
て
、
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

（
※
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」
 

 
（
１
）
会
場
使
用
料
に
つ
い
て
 

開
催
回
数
２
８
回
の
支
出
合
計
額
は
１
６
万
７
０
０
円
（
内
、
１
件
は
領
収
書
無
し
）、
内
訳
は
１
万
円
 

（
４
件
）、
９
千
円
（
１
件
）、
８
千
円
（
３
件
）、
７
千
５
百
円
（
１
件
）、
７
千
円
（
１
件
）、
６
千
円
（
１
件
）、

 
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

 
 
島
田
欽
一
議
員
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
内
に
２
件
の
視
察
を
行
い
、
各
旅
費
を
調
査
研
究
費

で
充
当
し
て
い
る
。
 

視
察
場
所
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
２
日
の
期
間
が
マ
レ
ー
シ
ア
、
９
月
２
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
が
北

海
道
で
あ
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
視
察
旅
費
が
５
２
６
，
８
１
５
円
、
北
海
道

の
視
察
旅
費
が
７
６
, ６
６
０
円
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
双
方
の
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」（
別
紙
含
む
。）
に
は
虚
偽
記
載
等
が
散
見
さ
れ
る
。
 

よ
っ
て
、
虚
偽
記
載
等
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
事
実
に
基
づ
い
た
記
述
に
訂
正
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
に
つ
い
て
 

①
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
虚
偽
記
載
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
「
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
」
の
「
２
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ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」の
表
に
は
、「
９
月
２
日（
金
）７
：
０
５
成
田
空
港
到
着
／
１
３
：
４
７
Ｊ
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武
生
駅
到
着
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
  

し
か
し
実
際
は
、
北
海
道
視
察
の
た
め
、
同
日
８
：
０
５
発
の
成
田
空
港
発
１
号
車
に
乗
車
し
、
羽
田
空
港

に
向
か
っ
て
い
る
た
め
虚
偽
記
載
で
あ
る
。
 

 ②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 

支
払
証
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書（
２
２
８
－
１
、２
４
１
－
１
、２
４
６
－
１
）に
は
、「
国
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察
に
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て
の
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せ
」

と
し
て
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費
（
３
件
と
も
１
, ２
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８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に

こ
の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
（
２
）
北
海
道
雨
竜
郡
幌
加
内
町
の
視
察
に
つ
い
て
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
「
成
田
空
港
－
羽
田
空
港
」
間
の
交
通
費
３
, ２
０
０
円
を
計
上
し
て
い
る

が
、
計
上
の
理
由
の
記
載
が
無
い
。
さ
ら
に
航
空
券
代
「
小
松
－
羽
田
－
旭
川
 
新
千
歳
－
小
松
」
の
ル
ー
ト

も
、
先
述
（
１
）
①
の
通
り
、
小
松
発
で
は
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

 
 
力
野
豊
議
員
は
、
２
０
２
３
年
の
２
月
２
１
日
か
ら
３
月
２
２
日
の
期
間
に
、
敦
賀
市
の
各
地
区
で
県
政
報
告

会
を
ほ
ぼ
連
日
開
催
し
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
を
広
聴
広
報
費
で
全
額
充
当
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

開
催
は
、
４
月
の
統
一
地
方
選
挙
を
強
く
意
識
し
た
後
援
会
活
動
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
政
務
活
動
費

を
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
領
収
書
等
添
付
票
（
２
５
枚
）
を
基
に
作
成
し
た
別
紙
（
※
）
の
通
り
、
不
透
明
な
点
が
複
数
存
在

す
る
。
よ
っ
て
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
の
合
計
額
１
６
０
，
７
０
０
円
に
つ
い
て
、
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

（
※
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」
 

 
（
１
）
会
場
使
用
料
に
つ
い
て
 

開
催
回
数
２
８
回
の
支
出
合
計
額
は
１
６
万
７
０
０
円
（
内
、
１
件
は
領
収
書
無
し
）、
内
訳
は
１
万
円
 

（
４
件
）、
９
千
円
（
１
件
）、
８
千
円
（
３
件
）、
７
千
５
百
円
（
１
件
）、
７
千
円
（
１
件
）、
６
千
円
（
１
件
）、

５
千
４
百
円
（
１
件
）、
５
千
円
（
９
件
）、
３
千
５
百
円
（
１
件
）、
３
千
円
（
４
件
）、
千
３
百
円
（
１
件
）

で
あ
る
。
 

し
か
し
、
会
場
使
用
料
の
根
拠
（
使
用
料
の
規
約
等
）
を
示
す
資
料
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
。
 

 
（
２
）
領
収
書
（
要
件
そ
の
他
）
に
つ
い
て
 

①
住
所
の
記
載
無
し
が
２
３
件
 

「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
以
下
「
別
紙
一
覧
表
」
と

い
う
。）
の
通
り
、
住
所
の
記
載
の
無
い
領
収
書
は
２
３
枚
に
及
ぶ
。
 

住
所
部
分
が
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
領
収
書
の
体
裁
か
ら
は
当
初
か
ら
住
所
の
記
載
は
無

か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
 

 
②
発
行
者
不
明
が
１
件
 

別
紙
一
覧
表
の
通
し
番
号
３
は
、
発
行
者
の
部
分
が
全
て
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
以
外
は
、
各
地

区
の
区
長
、
町
内
会
長
等
の
肩
書
き
は
判
別
可
能
。）。
 

 
③
会
場
が
不
明
 

会
場
使
用
料
の
支
出
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
１
１
件
の
会
場
名
が
不
明
で
あ
る
。
 

 
 
＜
添
付
資
料
＞
（
添
付
は
省
略
）
 

（
１
）
支
出
証
拠
資
料
等
（
ネ
ッ
ト
公
開
）
の
写
し
（
両
面
印
刷
有
り
）
 

 
 
 
①
西
本
恵
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
②
 
 
〃
 
 
 
 
広
聴
広
報
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
③
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
９
枚
）
 

 
 
 
④
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
（
２
５
枚
）
 

 
（
２
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
１
枚
）
 

 第
２
 
監
査
委
員
の
除
斥
 

福
井
県
監
査
委
員
の
う
ち
兼
井
大
お
よ
び
山
浦
光
一
郎
は
、
法
第
１
９
９
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
本
件
措
置

請
求
の
監
査
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
 

 
第
３
 
請
求
の
受
理
 

本
件
措
置
請
求
に
つ
い
て
は
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
令

和
５
年
９
月
２
１
日
付
け
で
こ
れ
を
受
理
し
た
。
 

 
第
４
 
監
査
の
実
施
 

 
１
 
請
求
人
に
よ
る
証
拠
の
提
出
お
よ
び
陳
述
 

請
求
人
に
対
し
て
、
法
第
２
４
２
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
証
拠
の
提
出
お
よ
び

陳
述
の
機
会
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
同
日
、
請
求
人
が
出
席
し
、
改
め
て
請
求
の
要
旨
に
つ
い
て
陳
述
し
た
。
 

 ２
 
監
査
対
象
機
関
 

福
井
県
議
会
局
 

 ３
 
監
査
対
象
と
し
な
か
っ
た
事
項
 

請
求
人
の
主
張
の
う
ち
、
次
の
２
事
項
に
つ
い
て
は
、
監
査
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。
 

 （
１
）
請
求
事
項
「
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
」
中
、「
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、

形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な
ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め

る
。」
に
つ
い
て
は
、
経
緯
の
説
明
を
求
め
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
定
め
る
要
件
を
欠
く

た
め
。
 

 
（
２
）
請
求
事
項
「
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
」
中
、「（
１
）
②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 
支

払
証
明
書
（
２
２
８
－
１
、
２
４
１
－
１
、
２
４
６
－
１
）
に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」
と

し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に
こ

の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。」
に
つ
い
て
は
、
書
類
の
ま
と
め
方
に
つ
い
て
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
に
す

ぎ
ず
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
定
め
る
要
件
を
欠
く
た
め
。
 

 
第
５
 
監
査
の
結
果
 

 
監
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
監
査
委
員
の
合
議
に
よ
り
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

監
査
対
象
機
関
（
以
下
「
対
象
機
関
」
と
い
う
。）
か
ら
、
 

・
 
請
求
の
対
象
と
な
っ
た
西
本
恵
一
議
員
の
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５
－
１
、
３
６
－
１
）
に

添
付
さ
れ
た
領
収
書
に
は
、
日
付
、
宛
名
お
よ
び
但
し
書
き
が
適
正
に
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
公
開
用
に
加
工
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
利
用
し
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
化
を
行
う
過
程
に
お
い
て
、
カ
ー
ボ
ン

複
写
に
よ
り
青
色
で
記
載
さ
れ
た
金
額
等
の
部
分
が
公
開
用
デ
ー
タ
上
で
は
消
え
た
状
態
と
な
っ
た
が
、

そ
の
ま
ま
公
開
し
て
し
ま
っ
た
。
 

・
 
原
本
お
よ
び
議
会
図
書
室
で
閲
覧
に
供
し
て
い
る
公
開
資
料
に
は
金
額
等
が
適
正
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

監
査
に
お
い
て
、
対
象
機
関
に
対
し
、
西
本
恵
一
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
 

３
５
－
１
、
３
６
－
１
）
に
つ
い
て
、
原
本
お
よ
び
議
会
図
書
室
で
閲
覧
に
供
し
て
い
る
公
開
資
料
の
提
示
を

求
め
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
金
額
等
は
適
正
に
記
さ
れ
て
い
た
。
 

ま
た
、
監
査
委
員
事
務
局
職
員
の
立
会
い
の
下
、
対
象
機
関
に
対
し
、
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５

－
１
、
３
６
－
１
）
の
原
本
に
つ
い
て
、
公
開
用
デ
ー
タ
作
成
時
と
同
様
の
作
業
を
実
施
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
金

額
等
の
部
分
が
消
え
、
公
開
用
デ
ー
タ
に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。
 

 
（
２
）
監
査
委
員
の
判
断
 

 
 
 
 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
西
本
恵
一
議
員
が
提
出
し
た
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５
－
１
、
３
６
－
１
）

に
は
適
正
な
領
収
書
が
添
付
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
対
象
機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
公
開
作
業
段
階
で
空
白
部
分

が
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
請
求
人
の
「
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書
き

５
千
４
百
円
（
１
件
）、
５
千
円
（
９
件
）、
３
千
５
百
円
（
１
件
）、
３
千
円
（
４
件
）、
千
３
百
円
（
１
件
）

で
あ
る
。
 

し
か
し
、
会
場
使
用
料
の
根
拠
（
使
用
料
の
規
約
等
）
を
示
す
資
料
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
。
 

 
（
２
）
領
収
書
（
要
件
そ
の
他
）
に
つ
い
て
 

①
住
所
の
記
載
無
し
が
２
３
件
 

「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
以
下
「
別
紙
一
覧
表
」
と

い
う
。）
の
通
り
、
住
所
の
記
載
の
無
い
領
収
書
は
２
３
枚
に
及
ぶ
。
 

住
所
部
分
が
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
領
収
書
の
体
裁
か
ら
は
当
初
か
ら
住
所
の
記
載
は
無

か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
 

 
②
発
行
者
不
明
が
１
件
 

別
紙
一
覧
表
の
通
し
番
号
３
は
、
発
行
者
の
部
分
が
全
て
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
以
外
は
、
各
地

区
の
区
長
、
町
内
会
長
等
の
肩
書
き
は
判
別
可
能
。）。
 

 
③
会
場
が
不
明
 

会
場
使
用
料
の
支
出
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
１
１
件
の
会
場
名
が
不
明
で
あ
る
。
 

 
 
＜
添
付
資
料
＞
（
添
付
は
省
略
）
 

（
１
）
支
出
証
拠
資
料
等
（
ネ
ッ
ト
公
開
）
の
写
し
（
両
面
印
刷
有
り
）
 

 
 
 
①
西
本
恵
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
②
 
 
〃
 
 
 
 
広
聴
広
報
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
③
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
９
枚
）
 

 
 
 
④
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
（
２
５
枚
）
 

 
（
２
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
１
枚
）
 

 第
２
 
監
査
委
員
の
除
斥
 

福
井
県
監
査
委
員
の
う
ち
兼
井
大
お
よ
び
山
浦
光
一
郎
は
、
法
第
１
９
９
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
本
件
措
置

請
求
の
監
査
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
 

 
第
３
 
請
求
の
受
理
 

本
件
措
置
請
求
に
つ
い
て
は
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
令

和
５
年
９
月
２
１
日
付
け
で
こ
れ
を
受
理
し
た
。
 

 
第
４
 
監
査
の
実
施
 

 
１
 
請
求
人
に
よ
る
証
拠
の
提
出
お
よ
び
陳
述
 

請
求
人
に
対
し
て
、
法
第
２
４
２
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
証
拠
の
提
出
お
よ
び

陳
述
の
機
会
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
同
日
、
請
求
人
が
出
席
し
、
改
め
て
請
求
の
要
旨
に
つ
い
て
陳
述
し
た
。
 

 ２
 
監
査
対
象
機
関
 

福
井
県
議
会
局
 

 ３
 
監
査
対
象
と
し
な
か
っ
た
事
項
 

請
求
人
の
主
張
の
う
ち
、
次
の
２
事
項
に
つ
い
て
は
、
監
査
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。
 

 （
１
）
請
求
事
項
「
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
」
中
、「
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、

形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な
ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め

る
。」
に
つ
い
て
は
、
経
緯
の
説
明
を
求
め
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
定
め
る
要
件
を
欠
く

た
め
。
 

 
（
２
）
請
求
事
項
「
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
」
中
、「（
１
）
②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 
支

払
証
明
書
（
２
２
８
－
１
、
２
４
１
－
１
、
２
４
６
－
１
）
に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」
と

し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に
こ

の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。」
に
つ
い
て
は
、
書
類
の
ま
と
め
方
に
つ
い
て
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
に
す

ぎ
ず
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
定
め
る
要
件
を
欠
く
た
め
。
 

 
第
５
 
監
査
の
結
果
 

 
監
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
監
査
委
員
の
合
議
に
よ
り
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

監
査
対
象
機
関
（
以
下
「
対
象
機
関
」
と
い
う
。）
か
ら
、
 

・
 
請
求
の
対
象
と
な
っ
た
西
本
恵
一
議
員
の
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５
－
１
、
３
６
－
１
）
に

添
付
さ
れ
た
領
収
書
に
は
、
日
付
、
宛
名
お
よ
び
但
し
書
き
が
適
正
に
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
公
開
用
に
加
工
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
利
用
し
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
化
を
行
う
過
程
に
お
い
て
、
カ
ー
ボ
ン

複
写
に
よ
り
青
色
で
記
載
さ
れ
た
金
額
等
の
部
分
が
公
開
用
デ
ー
タ
上
で
は
消
え
た
状
態
と
な
っ
た
が
、

そ
の
ま
ま
公
開
し
て
し
ま
っ
た
。
 

・
 
原
本
お
よ
び
議
会
図
書
室
で
閲
覧
に
供
し
て
い
る
公
開
資
料
に
は
金
額
等
が
適
正
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

監
査
に
お
い
て
、
対
象
機
関
に
対
し
、
西
本
恵
一
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
 

３
５
－
１
、
３
６
－
１
）
に
つ
い
て
、
原
本
お
よ
び
議
会
図
書
室
で
閲
覧
に
供
し
て
い
る
公
開
資
料
の
提
示
を

求
め
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
金
額
等
は
適
正
に
記
さ
れ
て
い
た
。
 

ま
た
、
監
査
委
員
事
務
局
職
員
の
立
会
い
の
下
、
対
象
機
関
に
対
し
、
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５

－
１
、
３
６
－
１
）
の
原
本
に
つ
い
て
、
公
開
用
デ
ー
タ
作
成
時
と
同
様
の
作
業
を
実
施
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
金

額
等
の
部
分
が
消
え
、
公
開
用
デ
ー
タ
に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。
 

 
（
２
）
監
査
委
員
の
判
断
 

 
 
 
 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
西
本
恵
一
議
員
が
提
出
し
た
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５
－
１
、
３
６
－
１
）

に
は
適
正
な
領
収
書
が
添
付
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
対
象
機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
公
開
作
業
段
階
で
空
白
部
分

が
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
請
求
人
の
「
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書
き

の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。」
と
の
主
張
は
当
た
ら
な
い
。
 

 
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

対
象
機
関
を
通
じ
て
、
本
人
に
聞
き
取
り
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
 

・
 
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
（
８
月
２
８
日
（
日
）
～
９
月
２
日
（
金
））
に
つ
い
て
、
最
終
日
の
９
月
２
日
（
金
）

の
実
際
の
行
程
は
、「
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
航
空
機
で
成
田
空
港
到
着
後
、
８
時
０
５
分
成
田
空
港
発
の
東

京
空
港
交
通
で
羽
田
空
港
に
向
か
い
、
北
海
道
幌
加
内
そ
ば
祭
り
視
察
の
た
め
、
１
１
時
１
５
分
羽
田
空

港
発
の
航
空
機
に
搭
乗
し
、
旭
川
に
到
着
」
で
あ
っ
た
。
 

・
 
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
に
添
付
さ
れ
た
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
の
 

「
９
月
２
日
（
金
）
１
３
：
４
７
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
到
着
」
の
記
載
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
の
行
程
と
し
て
は

誤
り
で
あ
っ
た
。
 

・
 
支
払
証
明
書
（
整
理
番
号
２
５
３
－
１
）
の
「
自
宅
か
ら
越
前
市
往
復
４
５
ｋ
ｍ
」
と
の
記
載
は
、
マ

レ
ー
シ
ア
視
察
の
行
程
と
し
て
は
誤
り
で
あ
り
、正
し
く
は「
自
宅
か
ら
越
前
市
２
２
ｋ
ｍ
」で
あ
っ
た
。
 

・
 
幌
加
内
そ
ば
祭
り
視
察
に
関
す
る
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
 

２
５
４
－
１
）
に
あ
る
旅
費
７
３
，
４
６
０
円
に
含
ま
れ
る
航
空
券
代
は
支
払
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち

小
松
－
羽
田
間
に
つ
い
て
は
利
用
し
な
か
っ
た
。
 

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
 

ま
た
、
対
象
機
関
か
ら
、
 

・
 
政
務
活
動
費
支
出
に
係
る
審
査
に
お
い
て
、行
程
お
よ
び
報
告
書
記
載
事
項
の
確
認
が
不
十
分
で
あ
っ

た
。
 

・
 
聞
き
取
り
時
に
誤
り
を
認
識
し
た
本
人
か
ら
、不
適
切
で
あ
っ
た
部
分
に
つ
い
て
返
還
し
た
い
旨
申
し

出
が
あ
り
、
１
０
月
１
３
日
に
議
長
宛
て
政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
の
訂
正
届
が
提
出
さ
れ
、
１
０
月
 

２
３
日
に
支
払
証
明
書
（
整
理
番
号
２
５
３
－
１
）
の
う
ち
誤
り
で
あ
っ
た
２
３
ｋ
ｍ
分
の
交
通
費
８
５

１
円
、
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
２
５
４
－
１
）
の
う
ち
利
用
の
な
か
っ
た
小
松
－
羽
田
間
を
含
む

小
松
－
羽
田
－
旭
川
分
の
航
空
券
代
３
１
，
１
４
０
円
、
宿
泊
料
の
一
部
４
，
６
０
０
円
、
合
計
 

３
６
，
５
９
１
円
が
県
に
返
還
さ
れ
た
。
 

と
の
説
明
が
あ
り
、
監
査
に
お
い
て
、
政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
の
訂
正
内
容
お
よ
び
訂
正
に
伴
う
政
務
活
動

費
の
県
へ
の
返
還
を
確
認
し
た
。
 

 （
２
）
監
査
委
員
の
判
断
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
島
田
欽
一
議
員
の
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
、
調
査
研
究
費
に
係
る
旅
行
行
程
等
の
誤
り

に
よ
り
一
部
不
適
切
な
支
出
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
が
、
既
に
相
当
額
が
返
還
さ
れ
、
政
務
活
動
費
を
充
て

た
支
出
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
県
に
返
還
を
求
め
る
べ
き
支
出
は
存
在
し
て
い
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

対
象
機
関
か
ら
、
 

・
 
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
、
福
井
県
議
会
が
定
め
て
い
る
「
政
務
活
動
費
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
令
和
３
年
 

４
月
改
訂
）
に
お
い
て
、
使
途
基
準
等
を
明
確
に
し
て
お
り
、
広
聴
広
報
費
と
し
て
、
議
員
が
行
う
福
井
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
  「
「
ふ
く
育
県
」
ブ
ラ
ン
ド
力
推
進
事
業
」
企
画
・
運
営
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
未
来
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
　

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
３
１
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
ふ
く
育
県
ブ
ラ
ン
ド
力
推
進
事
業
業
務
委
託
共
同
事
業
体

　
　
東
京
都
港
区
赤
坂
５
－
２
－
２
０
赤
坂
パ
ー
ク
ビ
ル
５
階

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
１
０
３
，
５
６
３
, ０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約
　
　

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
す
る
の

で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２

号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
企
画
提
案
の
提
出
を
求
め
る
事
項

⑴
　
業
務
名

　
　
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務

⑵
　
履
行
期
間

　
　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
１
１
年
３
月
３
１
日
ま
で

福
井
県
監
査
委
員
告
示
第
１
７
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
２
４
２
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
、
同
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
令
和
５
年

１
１
月
１
４
日
付
け
で
請
求
人
に
通
知
し
た
の
で
、
こ
れ
を
公
表
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
監
査
委
員
　
五
十
嵐
　
昌
子

　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
和
弘

監
査
委
員
告
示

⑶
　
業
務
内
容

　
　
「
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
仕
様
書
」
の
と
お
り

⑷
　
履
行
場
所

　
　
基
地
病
院
：
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号
　
福
井
県
立
病
院

　
　
運
航
圏
域
：
福
井
県
全
域
お
よ
び
滋
賀
県
湖
北
地
域
な
ら
び
に
岐
阜
県
郡
上
市
（
た
だ
し
、
他
県

　
の
医
療
機
関
お
よ
び
消
防
機
関
等
か
ら
の
要
請
に
対
し
て
は
協
議
の
も
と
で
対
応
）

２
　
企
画
提
案
書
を
提
出
で
き
る
者
の
要
件

　
企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
に
関
す
る
選
定

委
員
会
（
以
下
「
選
定
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
受
け
る
資
格
（
以
下
「
受
審
資
格
」
と
い
う

。
）
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
県
の
認
定
を
受
け
た
者
と
す
る
。

⑴
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
第
１
４
６
条
の
規
定
に
よ
り
知
事
が

　
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
と
認
め
た
者
で
あ
る
こ
と
。
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
提
案
書
提
出
日

　
ま
で
に
資
格
審
査
の
申
請
を
行
い
、
こ
の
入
札
に
係
る
特
定
調
達
契
約
の
締
結
の
日
ま
で
に
資
格
の

　
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑵
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

　
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑶
　
受
審
資
格
認
定
の
日
に
お
い
て
、
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。
（

　
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑷
　
受
審
資
格
認
定
の
日
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
７
２
号
）
に
基
づ
く
更

　
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
お
よ
び
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生

　
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員

　
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑸
　
福
井
県
の
す
べ
て
の
県
税
な
ら
び
に
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
に
お
い
て
未
納
が
な
い
者
で
あ

　
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
、
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
（
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は

　
構
成
員
す
べ
て
が
該
当
す
る
こ
と
。
）

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
厚
生
労
働
省
が
所
管
す
る
平
成
１
３
年
４
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
導
入
促
進
事

　
業
に
お
い
て
、
過
去
５
年
以
内
に
日
本
国
内
の
い
ず
れ
か
の
場
所
で
運
航
を
受
託
し
て
い
る
こ
と
。

⑻
　
本
業
務
の
受
託
に
係
る
航
空
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
３
１
号
）
第
１
０
０
条
第
１
項
の
許
可

　
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑼
　
回
転
翼
航
空
機
に
よ
る
航
空
運
送
事
業
に
５
年
以
上
（
令
和
５
年
１
１
月
１
日
現
在
）
の
実
績
を

　
有
す
る
こ
と
。

⑽
　
本
業
務
の
実
施
に
必
要
な
専
任
の
人
員
お
よ
び
機
体
の
確
保
が
出
来
る
者
で
、
本
業
務
の
実
施
に

　
必
要
な
有
資
格
の
操
縦
士
、
整
備
士
お
よ
び
運
航
管
理
者
の
数
と
同
数
以
上
の
雇
用
を
し
て
い
る
者

　
で
あ
る
こ
と
。

⑾
　
本
業
務
に
使
用
す
る
機
体
の
故
障
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
運
航
に
支
障
を
き
た
す
と
認
め
ら
れ
た

　
場
合
に
、
代
替
機
体
を
配
備
す
る
な
ど
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
、
運
航
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

　
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑿
　
過
去
３
年
間
、
国
土
交
通
省
運
輸
安
全
委
員
会
が
調
査
対
象
と
す
る
運
航
会
社
の
運
航
す
る
航
空

　
機
に
お
け
る
死
亡
事
故
を
発
生
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
。

３
　
受
審
資
格
の
認
定
の
申
請
手
続
等

⑴
　
受
審
資
格
の
認
定
の
申
請
手
続
等

　
企
画
提
案
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
申
請
し
、
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
　
提
出
書
類
お
よ
び
部
数

　
　
受
審
資
格
認
定
申
請
書
等
　
１
部

イ
　
提
出
方
法

　
　
持
参
ま
た
は
配
達
証
明
付
き
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

ウ
　
提
出
期
限

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
４
日
（
木
）
１
７
時
０
０
ま
で
（
必
着
）

　
　
な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
申
請
書
の
追
加
お
よ
び
変
更
は
認
め
な
い
。

エ
　
提
出
お
よ
び
申
請
に
係
る
質
問
を
受
け
付
け
る
場
所
な
ら
び
に
認
定
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す

　
る
部
局
の
所
在
地
お
よ
び
名
称

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
地
域
医
療
課
　
救
急
・
災
害
医
療
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
４
６

オ
　
提
出
資
料
の
様
式
等

　
　
実
施
要
領
お
よ
び
各
種
様
式
等
関
係
書
類
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

①
　
交
付
期
間

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
１
２
月
１
４
日
（
木
）
（
土
、
日
、
祝
日

　
を
除
く
。
）
の
９
時
０
０
分
か
ら
１
７
時
０
０
分
ま
で
と
す
る
。

②
　
交
付
場
所

　
　
３
⑴
エ
に
同
じ

　
な
お
、
福
井
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://w

w
w
.pref.fukui.lg.jp）

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵
　
受
審
資
格
の
認
定
時
期

　
　
受
審
資
格
の
認
定
は
、
令
和
５
年
１
２
月
１
８
日
（
月
）
ま
で
に
行
う
。

⑶
　
受
審
資
格
の
認
定
結
果

　
　
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。

⑷
　
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
理
由
の
説
明

ア
　
受
審
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
、
書
面
に
よ
り
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
を

　
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
１
７
時
０

　
０
分
ま
で
に
、
説
明
を
求
め
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
持
参
し
て
、
申
請
書
の
提
出
場
所
に
提
出

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
県
は
、
説
明
を
求
め
た
者
に
対
し
て
、
令
和
５
年
１
２
月
２
５
日
（
月
）
ま
で
に
、
書
面
に
よ

　
り
回
答
す
る
。

４
　
質
問
事
項

⑴
　
受
審
資
格
に
関
す
る
質
問
事
項
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
８
日
（
金
）
１
２
時
０
０
分
ま

　
で
に
電
子
メ
ー
ル
で
文
書
（
様
式
２
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
（
提
出
先
　
iryou@

pref.fukui.lg.jp）
　
　
質
問
に
対
す
る
回
答
は
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
行
う
。

⑵
　
本
委
託
業
務
に
関
す
る
質
問
事
項
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
２
時
０
０

　
分
ま
で
に
電
子
メ
ー
ル
で
文
書
（
様
式
３
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
（
提
出
先
　
iryou@

pref.fukui.lg.jp）
　
質
問
に
対
す
る
回
答
は
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
、
す
べ
て
の
受
審
資
格
認
定
者
に
対
し
て
一
斉
に

行
う
。

５
　
企
画
提
案
書
の
提
出
手
続

⑴
　
提
出
書
類
お
よ
び
提
出
部
数

①
　
企
画
提
案
書
　
１
０
部

②
　
①
の
電
子
デ
ー
タ
を
収
録
し
た
電
子
媒
体
　
１
部

⑵
　
提
出
方
法

　
　
持
参
ま
た
は
配
達
証
明
付
き
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

⑶
　
提
出
期
限

　
　
令
和
６
年
１
月
１
０
日
（
水
）
１
２
時
０
０
分
ま
で
（
必
着
）

　
　
な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
資
料
の
追
加
お
よ
び
変
更
は
認
め
な
い
。

⑷
　
提
出
場
所

　
　
３
⑴
エ
に
同
じ

⑸
　
提
出
資
料
の
様
式
等

　
　
３
⑴
オ
に
同
じ

６
　
契
約
先
候
補
者
の
選
定
方
法
お
よ
び
選
定
結
果
の
通
知

⑴
　
契
約
先
候
補
者
の
選
定
は
、
提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
等
を
審
査
委
員
会
に
お
い
て
審
査
し
、
契

　
約
先
候
補
者
を
選
定
す
る
。

⑵
　
審
査
方
法
等
は
、
「
福
井
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
業
務
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
実
施
要
領
」
の
と
お
り
と

　
す
る
。

⑶
　
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
企
画
提
案
書
を
提
出
し
た
者
に
書
面
で
通
知
す
る
。

⑷
　
採
用
と
な
っ
た
企
画
提
案
に
つ
い
て
は
、
協
議
の
上
、
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
。

７
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
公
告
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
業
務
の
契
約
等
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語

　
お
よ
び
通
貨
は
、
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
の
通
貨
に
限
る
。

⑵
　
必
要
書
類
が
不
足
し
て
い
る
資
料
、
提
出
期
限
に
遅
れ
た
資
料
は
一
切
受
け
付
け
な
い
。

⑶
　
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
し
な
い
。

⑷
　
企
画
提
案
に
関
す
る
経
費
は
、
全
額
提
案
者
負
担
と
す
る
。

⑸
　
書
類
の
内
容
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
は
、
失
格
と
す
る
。

⑹
　
提
案
者
の
選
定
に
当
た
り
、
提
案
書
に
対
し
て
、
企
画
提
案
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
を
求
め

　
る
こ
と
が
あ
る
。

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
実
施
要
領
等

　
に
よ
る
。

８
　
sum
m
ary

⑴
　
Subject m

atter
　
　
T
he Proposals for H

elicopter Em
ergency M

edical Service O
peration (O

ut sourcing)
⑵
　
D
eadline for the subm

ission of the Proposals
　
　
12:00 M

iddday, January 10th 2024
⑶
　
Contact place for the reply

　
　
Regional M

edical Services D
ivision, Fukui Prefectural Governm

ent, 3-17-1, O
hte, 

　
Fukui-city, Fukui Prefecture ,910-8580, Japan
　
　
T
EL 0776-20-0346(Japanese O

nly)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称

　
　
勤
務
表
自
動
作
成
シ
ス
テ
ム
の
構
築
お
よ
び
保
守
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
　
経
営
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
－
８
－
１

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
シ
ス
テ
ム
バ
ン
ク
株
式
会
社

　
　
札
幌
市
中
央
区
大
通
西
８
丁
目
２
番
地

５
　
落
札
金
額

　
　
２
９
，
０
５
４
，
０
８
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
８
月
２
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
川
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
梯
　
左
武
良
　
福
井
市
和
田
中
2丁
目
2811

　
〃
　
　
廣
瀬
　
直
和
　
福
井
市
江
守
中
１
丁
目
808

　
〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

　
〃
　
　
島
﨑
　
俊
典
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
20-4

　
〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

　
〃
　
　
川
江
　
　
豊
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
徳
長
　
則
行
　
福
井
市
太
田
町
16-28

　
〃
　
　
大
西
　
　
新
　
福
井
市
栃
泉
町
88-12

　
〃
　
　
髙
波
　
捨
治
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
20-32

　
〃
　
　
吉
川
　
　
強
　
福
井
市
上
細
江
町
33-25

監
　
事
　
澤
井
　
照
男
　
福
井
市
岩
倉
町
8-11

　
〃
　
　
梅
田
　
精
一
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-51

　
〃
　
　
増
永
　
裕
信
　
福
井
市
別
所
町
10-5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
川
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
１
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
澤
井
　
照
男
　
福
井
市
岩
倉
町
8-11

　
〃
　
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11

　
〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

　
〃
　
　
朝
日
　
教
夫
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-83

　
〃
　
　
白
井
　
清
志
　
福
井
市
下
馬
町
54-18-3

　
〃
　
　
岩
崎
　
文
彦
　
福
井
市
西
谷
町
13-3

　
〃
　
　
川
江
　
　
豊
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
大
西
　
　
新
　
福
井
市
栃
泉
町
88-12

　
〃
　
　
前
田
　
光
博
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1412

　
〃
　
　
皆
川
　
恭
英
　
福
井
市
二
上
町
9-18

監
　
事
　
河
合
　
良
伯
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-44

　
〃
　
　
辻
　
　
義
則
　
福
井
市
大
町
19-20

　
〃
　
　
藤
島
　
　
一
　
福
井
市
城
東
4丁
目
25-27

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
庄
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
山
口
　
博
幸
　
南
越
前
町
湯
尾
44-12

　
〃
　
　
松
浦
　
幸
雄
　
南
越
前
町
湯
尾
55-6

　
〃
　
　
赤
坂
　
伸
二
　
南
越
前
町
八
乙
女
18-10

　
〃
　
　
八
田
　
峰
男
　
南
越
前
町
燧
24-11

　
〃
　
　
喜
村
喜
代
治
　
南
越
前
町
久
喜
11-7

　
〃
　
　
石
山
　
正
明
　
南
越
前
町
馬
上
免
15-14

　
〃
　
　
辻
　
　
武
雄
　
南
越
前
町
古
木
14-14

　
〃
　
　
細
川
　
泰
司
　
南
越
前
町
小
倉
谷
20-24

　
〃
　
　
岡
本
　
君
男
　
南
越
前
町
瀬
戸
31-18

　
〃
　
　
中
村
　
忠
郎
　
南
越
前
町
新
道
5-16

　
〃
　
　
井
上
　
重
治
　
南
越
前
町
南
今
庄
57-130-5

　
〃
　
　
小
不
動
勝
史
　
南
越
前
町
合
波
30-12

　
〃
　
　
中
澤
　
幸
三
　
南
越
前
町
孫
谷
29-11

　
〃
　
　
山
腰
　
吉
二
　
南
越
前
町
宇
津
尾
40-9

　
〃
　
　
藤
原
　
　
堅
　
南
越
前
町
橋
立
12-3

監
　
事
　
城
野
　
庄
一
　
南
越
前
町
湯
尾
89-5

　
〃
　
　
橋
本
　
英
樹
　
南
越
前
町
杉
谷
19-4

　
〃
　
　
藤
井
　
達
男
　
南
越
前
町
八
飯
24-11

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
庄
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
２
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
三
田
村
　
壽
　
南
越
前
町
湯
尾
93-10

　
〃
　
　
松
浦
　
幸
雄
　
南
越
前
町
湯
尾
55-6

　
〃
　
　
池
川
　
洋
一
　
南
越
前
町
八
乙
女
16-5

　
〃
　
　
八
田
　
峰
男
　
南
越
前
町
燧
24-11

　
〃
　
　
喜
村
喜
代
治
　
南
越
前
町
久
喜
11-7

　
〃
　
　
石
山
　
清
孝
　
南
越
前
町
馬
上
免
15-42

　
〃
　
　
臼
谷
　
正
人
　
南
越
前
町
古
木
7-9

　
〃
　
　
細
川
　
泰
司
　
南
越
前
町
小
倉
谷
20-24

　
〃
　
　
岡
本
　
君
男
　
南
越
前
町
瀬
戸
31-18

　
〃
　
　
井
上
　
重
治
　
南
越
前
町
南
今
庄
57-130-5

　
〃
　
　
田
中
　
利
治
　
南
越
前
町
新
道
23-1

　
〃
　
　
京
藤
　
節
夫
　
南
越
前
町
合
波
30-2

　
〃
　
　
赤
澤
　
敏
宏
　
南
越
前
町
孫
谷
23-2

　
〃
　
　
山
腰
　
吉
二
　
南
越
前
町
宇
津
尾
40-9

　
〃
　
　
野
村
　
　
浩
　
南
越
前
町
広
野
7-31

監
　
事
　
城
野
　
庄
一
　
南
越
前
町
湯
尾
89-5

　
〃
　
　
橋
本
　
英
樹
　
南
越
前
町
杉
谷
19-4

　
〃
　
　
山
下
　
和
明
　
南
越
前
町
今
庄
75-28

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
２
５
日
に
福
井
河
川
国
道
事
務
所
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
河
川
国
道
事
務
所

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
作
成
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
１
月
８
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
福
井
市
、
坂
井
市
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
原
子
力
防
災
県
外
資
機
材
（
鯖
江
市
・
越
前
市
分
）
購
入
（
危
機
管
理
課
）

　
　
大
型
扇
風
機
・
ヒ
ー
タ
ー
　
各
３
９
６
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
防
災
安
全
部
危
機
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
１
月
１
０
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
藤
井
防
災
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社

　
　
福
井
県
越
前
市
国
府
２
丁
目
５
－
１
０

５
　
落
札
金
額

　
　
３
５
，
１
５
２
，
９
２
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
２
６
日

第
１
 
請
求
の
内
容
 

請
求
人
に
よ
る
請
求
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
請
求
書
の
原
文
に
沿
っ
て
記
載
。
た
だ
し
、
原
文
の

趣
旨
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
の
文
言
の
補
正
、
項
目
番
号
の
付
け
替
え
等
を
行
っ
た
。）。
 

 
２
０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
に
関
す
る
職
員
措
置
請
求
書
 

 
 
 
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
は
、
政
務
活
動
費
の
収
支
報
告
書
お
よ
び
収
支
報
告
書
の
内

容
を
証
す
る
書
類
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
定
め
る
。
 

即
ち
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
１
０
条
（
議
長
の
調
査

等
）
は
、「
議
長
は
、
政
務
活
動
費
の
適
正
な
運
用
を
期
す
た
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
収
支
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
と
き
は
、
 当
該
収
支
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
そ
の
他
の
収
支
報
告
書
の
内
容
を
証
す
る
書
類
 （
以
下
「
収
支

報
告
書
等
」
と
い
う
。）
 の
内
容
を
調
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が
第
３
条
第
２
項
の
規

定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、
第
２
項
は
「
議
長
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
収
支
報
告
書
等
の
写

し
を
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

続
く
「
条
例
」
第
１
１
条
（
政
務
活
動
費
の
額
の
確
定
）
は
、「
知
事
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
収
支
報

告
書
等
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が

第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
政
務
活
動
費
の
額
を
確
定
し
、
会
派
の
代

表
者
等
お
よ
び
議
員
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

さ
ら
に
「
条
例
」
第
１
５
条
（
透
明
性
の
確
保
）
は
「
議
長
は
、
第
１
０
条
第
１
項
お
よ
び
前
条
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
県
民
へ
の
情
報
の
提
供
等
、
 政
務
活
動
費
の
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
と

定
め
る
（
下
線
引
き
は
請
求
者
に
よ
る
。）。
 

「
収
支
報
告
書
等
」
は
、
県
民
が
政
務
活
動
費
の
支
出
を
検
証
す
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
２

０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
の
支
出
に
は
、
県
民
が
検
証
で
き
な
い
ず
さ
ん
な
収
支
報
告
書
等
が
存
在

し
た
。
 

こ
れ
ら
の
「
収
支
報
告
書
等
」
に
よ
る
支
出
を
看
過
す
る
こ
と
は
、「
条
例
」
第
３
条
（
政
務
活
動
費
を
充
て
る

こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
）
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
知
事
に
対
し
、
下
記
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
支
出
を
行
っ
た
３
名
に
支
出
額
の
返
還

を
さ
せ
る
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
記
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

 
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
領
収
書
等
添
付
票
」
中
、
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書

き
の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。
下
記
の
２
件
の
支
出
の
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

そ
し
て
、
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、
形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な

ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
整
理
番
号
３
５
－
１
 
広
聴
広
報
費
（
通
信
運
搬
費
 
＝
２
万
６
，
１
４
３
円
）
 

（
２
）
整
理
番
号
３
６
－
１
 
調
査
研
究
費
（
会
議
費
負
担
金
＝
１
万
円
）
 

 
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

 
 
島
田
欽
一
議
員
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
内
に
２
件
の
視
察
を
行
い
、
各
旅
費
を
調
査
研
究
費

で
充
当
し
て
い
る
。
 

視
察
場
所
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
２
日
の
期
間
が
マ
レ
ー
シ
ア
、
９
月
２
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
が
北

海
道
で
あ
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
視
察
旅
費
が
５
２
６
，
８
１
５
円
、
北
海
道

の
視
察
旅
費
が
７
６
, ６
６
０
円
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
双
方
の
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」（
別
紙
含
む
。）
に
は
虚
偽
記
載
等
が
散
見
さ
れ
る
。
 

よ
っ
て
、
虚
偽
記
載
等
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
事
実
に
基
づ
い
た
記
述
に
訂
正
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
に
つ
い
て
 

①
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
虚
偽
記
載
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
「
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
」
の
「
２
. 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」の
表
に
は
、「
９
月
２
日（
金
）７
：
０
５
成
田
空
港
到
着
／
１
３
：
４
７
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
到
着
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
  

し
か
し
実
際
は
、
北
海
道
視
察
の
た
め
、
同
日
８
：
０
５
発
の
成
田
空
港
発
１
号
車
に
乗
車
し
、
羽
田
空
港

に
向
か
っ
て
い
る
た
め
虚
偽
記
載
で
あ
る
。
 

 ②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 

支
払
証
明
書（
２
２
８
－
１
、２
４
１
－
１
、２
４
６
－
１
）に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」

と
し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に

こ
の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
（
２
）
北
海
道
雨
竜
郡
幌
加
内
町
の
視
察
に
つ
い
て
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
「
成
田
空
港
－
羽
田
空
港
」
間
の
交
通
費
３
, ２
０
０
円
を
計
上
し
て
い
る

が
、
計
上
の
理
由
の
記
載
が
無
い
。
さ
ら
に
航
空
券
代
「
小
松
－
羽
田
－
旭
川
 
新
千
歳
－
小
松
」
の
ル
ー
ト

も
、
先
述
（
１
）
①
の
通
り
、
小
松
発
で
は
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

 
 
力
野
豊
議
員
は
、
２
０
２
３
年
の
２
月
２
１
日
か
ら
３
月
２
２
日
の
期
間
に
、
敦
賀
市
の
各
地
区
で
県
政
報
告

会
を
ほ
ぼ
連
日
開
催
し
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
を
広
聴
広
報
費
で
全
額
充
当
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

開
催
は
、
４
月
の
統
一
地
方
選
挙
を
強
く
意
識
し
た
後
援
会
活
動
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
政
務
活
動
費

を
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
領
収
書
等
添
付
票
（
２
５
枚
）
を
基
に
作
成
し
た
別
紙
（
※
）
の
通
り
、
不
透
明
な
点
が
複
数
存
在

す
る
。
よ
っ
て
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
の
合
計
額
１
６
０
，
７
０
０
円
に
つ
い
て
、
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

（
※
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」
 

 
（
１
）
会
場
使
用
料
に
つ
い
て
 

開
催
回
数
２
８
回
の
支
出
合
計
額
は
１
６
万
７
０
０
円
（
内
、
１
件
は
領
収
書
無
し
）、
内
訳
は
１
万
円
 

（
４
件
）、
９
千
円
（
１
件
）、
８
千
円
（
３
件
）、
７
千
５
百
円
（
１
件
）、
７
千
円
（
１
件
）、
６
千
円
（
１
件
）、

５
千
４
百
円
（
１
件
）、
５
千
円
（
９
件
）、
３
千
５
百
円
（
１
件
）、
３
千
円
（
４
件
）、
千
３
百
円
（
１
件
）

で
あ
る
。
 

し
か
し
、
会
場
使
用
料
の
根
拠
（
使
用
料
の
規
約
等
）
を
示
す
資
料
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
。
 

 
（
２
）
領
収
書
（
要
件
そ
の
他
）
に
つ
い
て
 

①
住
所
の
記
載
無
し
が
２
３
件
 

「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
以
下
「
別
紙
一
覧
表
」
と

い
う
。）
の
通
り
、
住
所
の
記
載
の
無
い
領
収
書
は
２
３
枚
に
及
ぶ
。
 

住
所
部
分
が
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
領
収
書
の
体
裁
か
ら
は
当
初
か
ら
住
所
の
記
載
は
無

か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
 

 
②
発
行
者
不
明
が
１
件
 

別
紙
一
覧
表
の
通
し
番
号
３
は
、
発
行
者
の
部
分
が
全
て
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
以
外
は
、
各
地

区
の
区
長
、
町
内
会
長
等
の
肩
書
き
は
判
別
可
能
。）。
 

 
③
会
場
が
不
明
 

会
場
使
用
料
の
支
出
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
１
１
件
の
会
場
名
が
不
明
で
あ
る
。
 

 
 
＜
添
付
資
料
＞
（
添
付
は
省
略
）
 

（
１
）
支
出
証
拠
資
料
等
（
ネ
ッ
ト
公
開
）
の
写
し
（
両
面
印
刷
有
り
）
 

 
 
 
①
西
本
恵
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
②
 
 
〃
 
 
 
 
広
聴
広
報
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
③
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
９
枚
）
 

 
 
 
④
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
（
２
５
枚
）
 

 
（
２
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
１
枚
）
 

 第
２
 
監
査
委
員
の
除
斥
 

福
井
県
監
査
委
員
の
う
ち
兼
井
大
お
よ
び
山
浦
光
一
郎
は
、
法
第
１
９
９
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
本
件
措
置

請
求
の
監
査
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
 

 
第
３
 
請
求
の
受
理
 

本
件
措
置
請
求
に
つ
い
て
は
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
令

和
５
年
９
月
２
１
日
付
け
で
こ
れ
を
受
理
し
た
。
 

 
第
４
 
監
査
の
実
施
 

 
１
 
請
求
人
に
よ
る
証
拠
の
提
出
お
よ
び
陳
述
 

請
求
人
に
対
し
て
、
法
第
２
４
２
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
証
拠
の
提
出
お
よ
び

陳
述
の
機
会
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
同
日
、
請
求
人
が
出
席
し
、
改
め
て
請
求
の
要
旨
に
つ
い
て
陳
述
し
た
。
 

 ２
 
監
査
対
象
機
関
 

５
千
４
百
円
（
１
件
）、
５
千
円
（
９
件
）、
３
千
５
百
円
（
１
件
）、
３
千
円
（
４
件
）、
千
３
百
円
（
１
件
）

で
あ
る
。
 

し
か
し
、
会
場
使
用
料
の
根
拠
（
使
用
料
の
規
約
等
）
を
示
す
資
料
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
。
 

 
（
２
）
領
収
書
（
要
件
そ
の
他
）
に
つ
い
て
 

①
住
所
の
記
載
無
し
が
２
３
件
 

「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
以
下
「
別
紙
一
覧
表
」
と

い
う
。）
の
通
り
、
住
所
の
記
載
の
無
い
領
収
書
は
２
３
枚
に
及
ぶ
。
 

住
所
部
分
が
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
領
収
書
の
体
裁
か
ら
は
当
初
か
ら
住
所
の
記
載
は
無

か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
 

 
②
発
行
者
不
明
が
１
件
 

別
紙
一
覧
表
の
通
し
番
号
３
は
、
発
行
者
の
部
分
が
全
て
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
以
外
は
、
各
地

区
の
区
長
、
町
内
会
長
等
の
肩
書
き
は
判
別
可
能
。）。
 

 
③
会
場
が
不
明
 

会
場
使
用
料
の
支
出
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
１
１
件
の
会
場
名
が
不
明
で
あ
る
。
 

 
 
＜
添
付
資
料
＞
（
添
付
は
省
略
）
 

（
１
）
支
出
証
拠
資
料
等
（
ネ
ッ
ト
公
開
）
の
写
し
（
両
面
印
刷
有
り
）
 

 
 
 
①
西
本
恵
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
②
 
 
〃
 
 
 
 
広
聴
広
報
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
③
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
９
枚
）
 

 
 
 
④
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
（
２
５
枚
）
 

 
（
２
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
１
枚
）
 

 第
２
 
監
査
委
員
の
除
斥
 

福
井
県
監
査
委
員
の
う
ち
兼
井
大
お
よ
び
山
浦
光
一
郎
は
、
法
第
１
９
９
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
本
件
措
置

請
求
の
監
査
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
 

 
第
３
 
請
求
の
受
理
 

本
件
措
置
請
求
に
つ
い
て
は
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
令

和
５
年
９
月
２
１
日
付
け
で
こ
れ
を
受
理
し
た
。
 

 
第
４
 
監
査
の
実
施
 

 
１
 
請
求
人
に
よ
る
証
拠
の
提
出
お
よ
び
陳
述
 

請
求
人
に
対
し
て
、
法
第
２
４
２
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
証
拠
の
提
出
お
よ
び

陳
述
の
機
会
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
同
日
、
請
求
人
が
出
席
し
、
改
め
て
請
求
の
要
旨
に
つ
い
て
陳
述
し
た
。
 

 ２
 
監
査
対
象
機
関
 

福
井
県
議
会
局
 

 ３
 
監
査
対
象
と
し
な
か
っ
た
事
項
 

請
求
人
の
主
張
の
う
ち
、
次
の
２
事
項
に
つ
い
て
は
、
監
査
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。
 

 （
１
）
請
求
事
項
「
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
」
中
、「
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、

形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な
ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め

る
。」
に
つ
い
て
は
、
経
緯
の
説
明
を
求
め
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
定
め
る
要
件
を
欠
く

た
め
。
 

 
（
２
）
請
求
事
項
「
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
」
中
、「（
１
）
②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 
支

払
証
明
書
（
２
２
８
－
１
、
２
４
１
－
１
、
２
４
６
－
１
）
に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」
と

し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に
こ

の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。」
に
つ
い
て
は
、
書
類
の
ま
と
め
方
に
つ
い
て
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
に
す

ぎ
ず
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
定
め
る
要
件
を
欠
く
た
め
。
 

 
第
５
 
監
査
の
結
果
 

 
監
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
監
査
委
員
の
合
議
に
よ
り
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

監
査
対
象
機
関
（
以
下
「
対
象
機
関
」
と
い
う
。）
か
ら
、
 

・
 
請
求
の
対
象
と
な
っ
た
西
本
恵
一
議
員
の
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５
－
１
、
３
６
－
１
）
に

添
付
さ
れ
た
領
収
書
に
は
、
日
付
、
宛
名
お
よ
び
但
し
書
き
が
適
正
に
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
公
開
用
に
加
工
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
利
用
し
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
化
を
行
う
過
程
に
お
い
て
、
カ
ー
ボ
ン

複
写
に
よ
り
青
色
で
記
載
さ
れ
た
金
額
等
の
部
分
が
公
開
用
デ
ー
タ
上
で
は
消
え
た
状
態
と
な
っ
た
が
、

そ
の
ま
ま
公
開
し
て
し
ま
っ
た
。
 

・
 
原
本
お
よ
び
議
会
図
書
室
で
閲
覧
に
供
し
て
い
る
公
開
資
料
に
は
金
額
等
が
適
正
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

監
査
に
お
い
て
、
対
象
機
関
に
対
し
、
西
本
恵
一
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
 

３
５
－
１
、
３
６
－
１
）
に
つ
い
て
、
原
本
お
よ
び
議
会
図
書
室
で
閲
覧
に
供
し
て
い
る
公
開
資
料
の
提
示
を

求
め
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
金
額
等
は
適
正
に
記
さ
れ
て
い
た
。
 

ま
た
、
監
査
委
員
事
務
局
職
員
の
立
会
い
の
下
、
対
象
機
関
に
対
し
、
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５

－
１
、
３
６
－
１
）
の
原
本
に
つ
い
て
、
公
開
用
デ
ー
タ
作
成
時
と
同
様
の
作
業
を
実
施
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
金

額
等
の
部
分
が
消
え
、
公
開
用
デ
ー
タ
に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。
 

 
（
２
）
監
査
委
員
の
判
断
 

 
 
 
 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
西
本
恵
一
議
員
が
提
出
し
た
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５
－
１
、
３
６
－
１
）

に
は
適
正
な
領
収
書
が
添
付
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
対
象
機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
公
開
作
業
段
階
で
空
白
部
分

が
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
請
求
人
の
「
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書
き
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第
１
 
請
求
の
内
容
 

請
求
人
に
よ
る
請
求
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
請
求
書
の
原
文
に
沿
っ
て
記
載
。
た
だ
し
、
原
文
の

趣
旨
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
の
文
言
の
補
正
、
項
目
番
号
の
付
け
替
え
等
を
行
っ
た
。）。
 

 
２
０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
に
関
す
る
職
員
措
置
請
求
書
 

 
 
 
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
は
、
政
務
活
動
費
の
収
支
報
告
書
お
よ
び
収
支
報
告
書
の
内

容
を
証
す
る
書
類
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
定
め
る
。
 

即
ち
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
１
０
条
（
議
長
の
調
査

等
）
は
、「
議
長
は
、
政
務
活
動
費
の
適
正
な
運
用
を
期
す
た
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
収
支
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
と
き
は
、
 当
該
収
支
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
そ
の
他
の
収
支
報
告
書
の
内
容
を
証
す
る
書
類
 （
以
下
「
収
支

報
告
書
等
」
と
い
う
。）
 の
内
容
を
調
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が
第
３
条
第
２
項
の
規

定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、
第
２
項
は
「
議
長
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
収
支
報
告
書
等
の
写

し
を
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

続
く
「
条
例
」
第
１
１
条
（
政
務
活
動
費
の
額
の
確
定
）
は
、「
知
事
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
収
支
報

告
書
等
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が

第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
政
務
活
動
費
の
額
を
確
定
し
、
会
派
の
代

表
者
等
お
よ
び
議
員
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

さ
ら
に
「
条
例
」
第
１
５
条
（
透
明
性
の
確
保
）
は
「
議
長
は
、
第
１
０
条
第
１
項
お
よ
び
前
条
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
県
民
へ
の
情
報
の
提
供
等
、
 政
務
活
動
費
の
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
と

定
め
る
（
下
線
引
き
は
請
求
者
に
よ
る
。）。
 

「
収
支
報
告
書
等
」
は
、
県
民
が
政
務
活
動
費
の
支
出
を
検
証
す
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
２

０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
の
支
出
に
は
、
県
民
が
検
証
で
き
な
い
ず
さ
ん
な
収
支
報
告
書
等
が
存
在

し
た
。
 

こ
れ
ら
の
「
収
支
報
告
書
等
」
に
よ
る
支
出
を
看
過
す
る
こ
と
は
、「
条
例
」
第
３
条
（
政
務
活
動
費
を
充
て
る

こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
）
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
知
事
に
対
し
、
下
記
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
支
出
を
行
っ
た
３
名
に
支
出
額
の
返
還

を
さ
せ
る
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
記
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

 
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
領
収
書
等
添
付
票
」
中
、
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書

き
の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。
下
記
の
２
件
の
支
出
の
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

そ
し
て
、
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、
形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な

ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
整
理
番
号
３
５
－
１
 
広
聴
広
報
費
（
通
信
運
搬
費
 
＝
２
万
６
，
１
４
３
円
）
 

（
２
）
整
理
番
号
３
６
－
１
 
調
査
研
究
費
（
会
議
費
負
担
金
＝
１
万
円
）
 

 
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

 
 
島
田
欽
一
議
員
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
内
に
２
件
の
視
察
を
行
い
、
各
旅
費
を
調
査
研
究
費

で
充
当
し
て
い
る
。
 

視
察
場
所
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
２
日
の
期
間
が
マ
レ
ー
シ
ア
、
９
月
２
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
が
北

海
道
で
あ
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
視
察
旅
費
が
５
２
６
，
８
１
５
円
、
北
海
道

の
視
察
旅
費
が
７
６
, ６
６
０
円
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
双
方
の
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」（
別
紙
含
む
。）
に
は
虚
偽
記
載
等
が
散
見
さ
れ
る
。
 

よ
っ
て
、
虚
偽
記
載
等
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
事
実
に
基
づ
い
た
記
述
に
訂
正
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
に
つ
い
て
 

①
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
虚
偽
記
載
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
「
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
」
の
「
２
. 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」の
表
に
は
、「
９
月
２
日（
金
）７
：
０
５
成
田
空
港
到
着
／
１
３
：
４
７
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
到
着
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
  

し
か
し
実
際
は
、
北
海
道
視
察
の
た
め
、
同
日
８
：
０
５
発
の
成
田
空
港
発
１
号
車
に
乗
車
し
、
羽
田
空
港

に
向
か
っ
て
い
る
た
め
虚
偽
記
載
で
あ
る
。
 

 ②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 

支
払
証
明
書（
２
２
８
－
１
、２
４
１
－
１
、２
４
６
－
１
）に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」

と
し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に

こ
の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
（
２
）
北
海
道
雨
竜
郡
幌
加
内
町
の
視
察
に
つ
い
て
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
「
成
田
空
港
－
羽
田
空
港
」
間
の
交
通
費
３
, ２
０
０
円
を
計
上
し
て
い
る

が
、
計
上
の
理
由
の
記
載
が
無
い
。
さ
ら
に
航
空
券
代
「
小
松
－
羽
田
－
旭
川
 
新
千
歳
－
小
松
」
の
ル
ー
ト

も
、
先
述
（
１
）
①
の
通
り
、
小
松
発
で
は
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

 
 
力
野
豊
議
員
は
、
２
０
２
３
年
の
２
月
２
１
日
か
ら
３
月
２
２
日
の
期
間
に
、
敦
賀
市
の
各
地
区
で
県
政
報
告

会
を
ほ
ぼ
連
日
開
催
し
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
を
広
聴
広
報
費
で
全
額
充
当
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

開
催
は
、
４
月
の
統
一
地
方
選
挙
を
強
く
意
識
し
た
後
援
会
活
動
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
政
務
活
動
費

を
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
領
収
書
等
添
付
票
（
２
５
枚
）
を
基
に
作
成
し
た
別
紙
（
※
）
の
通
り
、
不
透
明
な
点
が
複
数
存
在

す
る
。
よ
っ
て
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
の
合
計
額
１
６
０
，
７
０
０
円
に
つ
い
て
、
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

（
※
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」
 

 
（
１
）
会
場
使
用
料
に
つ
い
て
 

開
催
回
数
２
８
回
の
支
出
合
計
額
は
１
６
万
７
０
０
円
（
内
、
１
件
は
領
収
書
無
し
）、
内
訳
は
１
万
円
 

（
４
件
）、
９
千
円
（
１
件
）、
８
千
円
（
３
件
）、
７
千
５
百
円
（
１
件
）、
７
千
円
（
１
件
）、
６
千
円
（
１
件
）、

 
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

 
 
島
田
欽
一
議
員
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
内
に
２
件
の
視
察
を
行
い
、
各
旅
費
を
調
査
研
究
費

で
充
当
し
て
い
る
。
 

視
察
場
所
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
２
日
の
期
間
が
マ
レ
ー
シ
ア
、
９
月
２
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
が
北

海
道
で
あ
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
視
察
旅
費
が
５
２
６
，
８
１
５
円
、
北
海
道

の
視
察
旅
費
が
７
６
, ６
６
０
円
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
双
方
の
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」（
別
紙
含
む
。）
に
は
虚
偽
記
載
等
が
散
見
さ
れ
る
。
 

よ
っ
て
、
虚
偽
記
載
等
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
事
実
に
基
づ
い
た
記
述
に
訂
正
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
に
つ
い
て
 

①
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
虚
偽
記
載
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
「
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
」
の
「
２
. 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」の
表
に
は
、「
９
月
２
日（
金
）７
：
０
５
成
田
空
港
到
着
／
１
３
：
４
７
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
到
着
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
  

し
か
し
実
際
は
、
北
海
道
視
察
の
た
め
、
同
日
８
：
０
５
発
の
成
田
空
港
発
１
号
車
に
乗
車
し
、
羽
田
空
港

に
向
か
っ
て
い
る
た
め
虚
偽
記
載
で
あ
る
。
 

 ②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 

支
払
証
明
書（
２
２
８
－
１
、２
４
１
－
１
、２
４
６
－
１
）に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」

と
し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に

こ
の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
（
２
）
北
海
道
雨
竜
郡
幌
加
内
町
の
視
察
に
つ
い
て
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
「
成
田
空
港
－
羽
田
空
港
」
間
の
交
通
費
３
, ２
０
０
円
を
計
上
し
て
い
る

が
、
計
上
の
理
由
の
記
載
が
無
い
。
さ
ら
に
航
空
券
代
「
小
松
－
羽
田
－
旭
川
 
新
千
歳
－
小
松
」
の
ル
ー
ト

も
、
先
述
（
１
）
①
の
通
り
、
小
松
発
で
は
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

 
 
力
野
豊
議
員
は
、
２
０
２
３
年
の
２
月
２
１
日
か
ら
３
月
２
２
日
の
期
間
に
、
敦
賀
市
の
各
地
区
で
県
政
報
告

会
を
ほ
ぼ
連
日
開
催
し
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
を
広
聴
広
報
費
で
全
額
充
当
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

開
催
は
、
４
月
の
統
一
地
方
選
挙
を
強
く
意
識
し
た
後
援
会
活
動
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
政
務
活
動
費

を
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
領
収
書
等
添
付
票
（
２
５
枚
）
を
基
に
作
成
し
た
別
紙
（
※
）
の
通
り
、
不
透
明
な
点
が
複
数
存
在

す
る
。
よ
っ
て
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
の
合
計
額
１
６
０
，
７
０
０
円
に
つ
い
て
、
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

（
※
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」
 

 
（
１
）
会
場
使
用
料
に
つ
い
て
 

開
催
回
数
２
８
回
の
支
出
合
計
額
は
１
６
万
７
０
０
円
（
内
、
１
件
は
領
収
書
無
し
）、
内
訳
は
１
万
円
 

（
４
件
）、
９
千
円
（
１
件
）、
８
千
円
（
３
件
）、
７
千
５
百
円
（
１
件
）、
７
千
円
（
１
件
）、
６
千
円
（
１
件
）、

５
千
４
百
円
（
１
件
）、
５
千
円
（
９
件
）、
３
千
５
百
円
（
１
件
）、
３
千
円
（
４
件
）、
千
３
百
円
（
１
件
）

で
あ
る
。
 

し
か
し
、
会
場
使
用
料
の
根
拠
（
使
用
料
の
規
約
等
）
を
示
す
資
料
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
。
 

 
（
２
）
領
収
書
（
要
件
そ
の
他
）
に
つ
い
て
 

①
住
所
の
記
載
無
し
が
２
３
件
 

「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
以
下
「
別
紙
一
覧
表
」
と

い
う
。）
の
通
り
、
住
所
の
記
載
の
無
い
領
収
書
は
２
３
枚
に
及
ぶ
。
 

住
所
部
分
が
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
領
収
書
の
体
裁
か
ら
は
当
初
か
ら
住
所
の
記
載
は
無

か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
 

 
②
発
行
者
不
明
が
１
件
 

別
紙
一
覧
表
の
通
し
番
号
３
は
、
発
行
者
の
部
分
が
全
て
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
以
外
は
、
各
地

区
の
区
長
、
町
内
会
長
等
の
肩
書
き
は
判
別
可
能
。）。
 

 
③
会
場
が
不
明
 

会
場
使
用
料
の
支
出
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
１
１
件
の
会
場
名
が
不
明
で
あ
る
。
 

 
 
＜
添
付
資
料
＞
（
添
付
は
省
略
）
 

（
１
）
支
出
証
拠
資
料
等
（
ネ
ッ
ト
公
開
）
の
写
し
（
両
面
印
刷
有
り
）
 

 
 
 
①
西
本
恵
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
②
 
 
〃
 
 
 
 
広
聴
広
報
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
③
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
９
枚
）
 

 
 
 
④
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
（
２
５
枚
）
 

 
（
２
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
１
枚
）
 

 第
２
 
監
査
委
員
の
除
斥
 

福
井
県
監
査
委
員
の
う
ち
兼
井
大
お
よ
び
山
浦
光
一
郎
は
、
法
第
１
９
９
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
本
件
措
置

請
求
の
監
査
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
 

 
第
３
 
請
求
の
受
理
 

本
件
措
置
請
求
に
つ
い
て
は
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
令

和
５
年
９
月
２
１
日
付
け
で
こ
れ
を
受
理
し
た
。
 

 
第
４
 
監
査
の
実
施
 

 
１
 
請
求
人
に
よ
る
証
拠
の
提
出
お
よ
び
陳
述
 

請
求
人
に
対
し
て
、
法
第
２
４
２
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
証
拠
の
提
出
お
よ
び

陳
述
の
機
会
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
同
日
、
請
求
人
が
出
席
し
、
改
め
て
請
求
の
要
旨
に
つ
い
て
陳
述
し
た
。
 

 ２
 
監
査
対
象
機
関
 

福
井
県
議
会
局
 

 ３
 
監
査
対
象
と
し
な
か
っ
た
事
項
 

請
求
人
の
主
張
の
う
ち
、
次
の
２
事
項
に
つ
い
て
は
、
監
査
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。
 

 （
１
）
請
求
事
項
「
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
」
中
、「
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、

形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な
ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め

る
。」
に
つ
い
て
は
、
経
緯
の
説
明
を
求
め
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
定
め
る
要
件
を
欠
く

た
め
。
 

 
（
２
）
請
求
事
項
「
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
」
中
、「（
１
）
②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 
支

払
証
明
書
（
２
２
８
－
１
、
２
４
１
－
１
、
２
４
６
－
１
）
に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」
と

し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に
こ

の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。」
に
つ
い
て
は
、
書
類
の
ま
と
め
方
に
つ
い
て
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
に
す

ぎ
ず
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
定
め
る
要
件
を
欠
く
た
め
。
 

 
第
５
 
監
査
の
結
果
 

 
監
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
監
査
委
員
の
合
議
に
よ
り
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

監
査
対
象
機
関
（
以
下
「
対
象
機
関
」
と
い
う
。）
か
ら
、
 

・
 
請
求
の
対
象
と
な
っ
た
西
本
恵
一
議
員
の
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５
－
１
、
３
６
－
１
）
に

添
付
さ
れ
た
領
収
書
に
は
、
日
付
、
宛
名
お
よ
び
但
し
書
き
が
適
正
に
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
公
開
用
に
加
工
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
利
用
し
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
化
を
行
う
過
程
に
お
い
て
、
カ
ー
ボ
ン

複
写
に
よ
り
青
色
で
記
載
さ
れ
た
金
額
等
の
部
分
が
公
開
用
デ
ー
タ
上
で
は
消
え
た
状
態
と
な
っ
た
が
、

そ
の
ま
ま
公
開
し
て
し
ま
っ
た
。
 

・
 
原
本
お
よ
び
議
会
図
書
室
で
閲
覧
に
供
し
て
い
る
公
開
資
料
に
は
金
額
等
が
適
正
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

監
査
に
お
い
て
、
対
象
機
関
に
対
し
、
西
本
恵
一
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
 

３
５
－
１
、
３
６
－
１
）
に
つ
い
て
、
原
本
お
よ
び
議
会
図
書
室
で
閲
覧
に
供
し
て
い
る
公
開
資
料
の
提
示
を

求
め
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
金
額
等
は
適
正
に
記
さ
れ
て
い
た
。
 

ま
た
、
監
査
委
員
事
務
局
職
員
の
立
会
い
の
下
、
対
象
機
関
に
対
し
、
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５

－
１
、
３
６
－
１
）
の
原
本
に
つ
い
て
、
公
開
用
デ
ー
タ
作
成
時
と
同
様
の
作
業
を
実
施
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
金

額
等
の
部
分
が
消
え
、
公
開
用
デ
ー
タ
に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。
 

 
（
２
）
監
査
委
員
の
判
断
 

 
 
 
 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
西
本
恵
一
議
員
が
提
出
し
た
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５
－
１
、
３
６
－
１
）

に
は
適
正
な
領
収
書
が
添
付
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
対
象
機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
公
開
作
業
段
階
で
空
白
部
分

が
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
請
求
人
の
「
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書
き

の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。」
と
の
主
張
は
当
た
ら
な
い
。
 

 
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

対
象
機
関
を
通
じ
て
、
本
人
に
聞
き
取
り
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
 

・
 
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
（
８
月
２
８
日
（
日
）
～
９
月
２
日
（
金
））
に
つ
い
て
、
最
終
日
の
９
月
２
日
（
金
）

の
実
際
の
行
程
は
、「
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
航
空
機
で
成
田
空
港
到
着
後
、
８
時
０
５
分
成
田
空
港
発
の
東

京
空
港
交
通
で
羽
田
空
港
に
向
か
い
、
北
海
道
幌
加
内
そ
ば
祭
り
視
察
の
た
め
、
１
１
時
１
５
分
羽
田
空

港
発
の
航
空
機
に
搭
乗
し
、
旭
川
に
到
着
」
で
あ
っ
た
。
 

・
 
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
に
添
付
さ
れ
た
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
の
 

「
９
月
２
日
（
金
）
１
３
：
４
７
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
到
着
」
の
記
載
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
の
行
程
と
し
て
は

誤
り
で
あ
っ
た
。
 

・
 
支
払
証
明
書
（
整
理
番
号
２
５
３
－
１
）
の
「
自
宅
か
ら
越
前
市
往
復
４
５
ｋ
ｍ
」
と
の
記
載
は
、
マ

レ
ー
シ
ア
視
察
の
行
程
と
し
て
は
誤
り
で
あ
り
、正
し
く
は「
自
宅
か
ら
越
前
市
２
２
ｋ
ｍ
」で
あ
っ
た
。
 

・
 
幌
加
内
そ
ば
祭
り
視
察
に
関
す
る
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
 

２
５
４
－
１
）
に
あ
る
旅
費
７
３
，
４
６
０
円
に
含
ま
れ
る
航
空
券
代
は
支
払
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち

小
松
－
羽
田
間
に
つ
い
て
は
利
用
し
な
か
っ
た
。
 

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
 

ま
た
、
対
象
機
関
か
ら
、
 

・
 
政
務
活
動
費
支
出
に
係
る
審
査
に
お
い
て
、行
程
お
よ
び
報
告
書
記
載
事
項
の
確
認
が
不
十
分
で
あ
っ

た
。
 

・
 
聞
き
取
り
時
に
誤
り
を
認
識
し
た
本
人
か
ら
、不
適
切
で
あ
っ
た
部
分
に
つ
い
て
返
還
し
た
い
旨
申
し

出
が
あ
り
、
１
０
月
１
３
日
に
議
長
宛
て
政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
の
訂
正
届
が
提
出
さ
れ
、
１
０
月
 

２
３
日
に
支
払
証
明
書
（
整
理
番
号
２
５
３
－
１
）
の
う
ち
誤
り
で
あ
っ
た
２
３
ｋ
ｍ
分
の
交
通
費
８
５

１
円
、
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
２
５
４
－
１
）
の
う
ち
利
用
の
な
か
っ
た
小
松
－
羽
田
間
を
含
む

小
松
－
羽
田
－
旭
川
分
の
航
空
券
代
３
１
，
１
４
０
円
、
宿
泊
料
の
一
部
４
，
６
０
０
円
、
合
計
 

３
６
，
５
９
１
円
が
県
に
返
還
さ
れ
た
。
 

と
の
説
明
が
あ
り
、
監
査
に
お
い
て
、
政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
の
訂
正
内
容
お
よ
び
訂
正
に
伴
う
政
務
活
動

費
の
県
へ
の
返
還
を
確
認
し
た
。
 

 （
２
）
監
査
委
員
の
判
断
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
島
田
欽
一
議
員
の
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
、
調
査
研
究
費
に
係
る
旅
行
行
程
等
の
誤
り

に
よ
り
一
部
不
適
切
な
支
出
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
が
、
既
に
相
当
額
が
返
還
さ
れ
、
政
務
活
動
費
を
充
て

た
支
出
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
県
に
返
還
を
求
め
る
べ
き
支
出
は
存
在
し
て
い
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

対
象
機
関
か
ら
、
 

・
 
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
、
福
井
県
議
会
が
定
め
て
い
る
「
政
務
活
動
費
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
令
和
３
年
 

４
月
改
訂
）
に
お
い
て
、
使
途
基
準
等
を
明
確
に
し
て
お
り
、
広
聴
広
報
費
と
し
て
、
議
員
が
行
う
福
井

の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。」
と
の
主
張
は
当
た
ら
な
い
。
 

 
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

対
象
機
関
を
通
じ
て
、
本
人
に
聞
き
取
り
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
 

・
 
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
（
８
月
２
８
日
（
日
）
～
９
月
２
日
（
金
））
に
つ
い
て
、
最
終
日
の
９
月
２
日
（
金
）

の
実
際
の
行
程
は
、「
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
航
空
機
で
成
田
空
港
到
着
後
、
８
時
０
５
分
成
田
空
港
発
の
東

京
空
港
交
通
で
羽
田
空
港
に
向
か
い
、
北
海
道
幌
加
内
そ
ば
祭
り
視
察
の
た
め
、
１
１
時
１
５
分
羽
田
空

港
発
の
航
空
機
に
搭
乗
し
、
旭
川
に
到
着
」
で
あ
っ
た
。
 

・
 
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
に
添
付
さ
れ
た
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
の
 

「
９
月
２
日
（
金
）
１
３
：
４
７
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
到
着
」
の
記
載
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
の
行
程
と
し
て
は

誤
り
で
あ
っ
た
。
 

・
 
支
払
証
明
書
（
整
理
番
号
２
５
３
－
１
）
の
「
自
宅
か
ら
越
前
市
往
復
４
５
ｋ
ｍ
」
と
の
記
載
は
、
マ

レ
ー
シ
ア
視
察
の
行
程
と
し
て
は
誤
り
で
あ
り
、正
し
く
は「
自
宅
か
ら
越
前
市
２
２
ｋ
ｍ
」で
あ
っ
た
。
 

・
 
幌
加
内
そ
ば
祭
り
視
察
に
関
す
る
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
 

２
５
４
－
１
）
に
あ
る
旅
費
７
３
，
４
６
０
円
に
含
ま
れ
る
航
空
券
代
は
支
払
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち

小
松
－
羽
田
間
に
つ
い
て
は
利
用
し
な
か
っ
た
。
 

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
 

ま
た
、
対
象
機
関
か
ら
、
 

・
 
政
務
活
動
費
支
出
に
係
る
審
査
に
お
い
て
、行
程
お
よ
び
報
告
書
記
載
事
項
の
確
認
が
不
十
分
で
あ
っ

た
。
 

・
 
聞
き
取
り
時
に
誤
り
を
認
識
し
た
本
人
か
ら
、不
適
切
で
あ
っ
た
部
分
に
つ
い
て
返
還
し
た
い
旨
申
し

出
が
あ
り
、
１
０
月
１
３
日
に
議
長
宛
て
政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
の
訂
正
届
が
提
出
さ
れ
、
１
０
月
 

２
３
日
に
支
払
証
明
書
（
整
理
番
号
２
５
３
－
１
）
の
う
ち
誤
り
で
あ
っ
た
２
３
ｋ
ｍ
分
の
交
通
費
８
５

１
円
、
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
２
５
４
－
１
）
の
う
ち
利
用
の
な
か
っ
た
小
松
－
羽
田
間
を
含
む

小
松
－
羽
田
－
旭
川
分
の
航
空
券
代
３
１
，
１
４
０
円
、
宿
泊
料
の
一
部
４
，
６
０
０
円
、
合
計
 

３
６
，
５
９
１
円
が
県
に
返
還
さ
れ
た
。
 

と
の
説
明
が
あ
り
、
監
査
に
お
い
て
、
政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
の
訂
正
内
容
お
よ
び
訂
正
に
伴
う
政
務
活
動

費
の
県
へ
の
返
還
を
確
認
し
た
。
 

 （
２
）
監
査
委
員
の
判
断
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
島
田
欽
一
議
員
の
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
、
調
査
研
究
費
に
係
る
旅
行
行
程
等
の
誤
り

に
よ
り
一
部
不
適
切
な
支
出
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
が
、
既
に
相
当
額
が
返
還
さ
れ
、
政
務
活
動
費
を
充
て

た
支
出
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
県
に
返
還
を
求
め
る
べ
き
支
出
は
存
在
し
て
い
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

対
象
機
関
か
ら
、
 

・
 
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
、
福
井
県
議
会
が
定
め
て
い
る
「
政
務
活
動
費
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
令
和
３
年
 

４
月
改
訂
）
に
お
い
て
、
使
途
基
準
等
を
明
確
に
し
て
お
り
、
広
聴
広
報
費
と
し
て
、
議
員
が
行
う
福
井

県
政
に
関
す
る
政
策
等
の
広
聴
広
報
活
動
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
、
県
政
報
告
会
の
会
場

使
用
料
等
も
対
象
と
な
る
。
 

・
 
力
野
豊
議
員
の
県
政
報
告
会
へ
の
支
出
に
関
し
て
は
、
領
収
書
等
添
付
票
に
記
載
さ
れ
た
使
途
内
容
 

お
よ
び
添
付
さ
れ
た
領
収
書
な
ら
び
に
議
員
が
整
理
保
管
し
て
い
る
政
務
活
動
記
録
表
の
記
載
に
よ
り

確
認
し
、
適
切
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
 

と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

ま
た
、会
場
使
用
料
の
根
拠（
使
用
料
の
規
約
等
）を
示
す
資
料
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 

・
 
政
務
活
動
費
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
に
政
務
活
動
費
を
充
て
る
場
合
に
、
料

金
表
な
ど
金
額
の
根
拠
の
提
出
ま
で
は
求
め
て
い
な
い
。
 

・
 
適
切
な
相
手
方
に
会
場
使
用
料
と
し
て
支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
も
っ
て
確
認
し
、
判
断
し

て
い
る
。
 

と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

さ
ら
に
、
住
所
の
記
載
の
な
い
領
収
書
が
２
３
件
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 

・
 
自
治
会
が
領
収
書
を
発
行
す
る
場
合
、
様
式
や
記
載
内
容
は
発
行
者
に
よ
り
異
な
っ
て
お
り
、
宛
名
、

日
付
、
金
額
、
発
行
者
、
使
途
内
容
等
を
総
合
的
に
確
認
し
た
上
で
、
支
払
い
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て

適
当
と
判
断
し
て
い
る
。
 

・
 
添
付
さ
れ
て
い
る
領
収
書
の
発
行
者
は
各
自
治
会
の
区
長
で
あ
り
、
住
所
の
記
載
が
な
く
て
も
、
署
名

や
領
収
印
の
確
認
を
も
っ
て
証
拠
書
類
と
し
て
認
め
て
い
る
。
 

整
理
番
号
１
６
４
－
２
の
領
収
書
等
添
付
票
に
添
付
さ
れ
た
領
収
書
の
発
行
者
部
分
が
全
て
マ
ス
キ
ン
グ

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 

・
 
区
長
等
の
肩
書
の
記
載
が
な
く
、
個
人
名
の
み
記
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
 

・
 
発
行
者
は
区
長
で
あ
り
、
区
長
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
 

１
１
件
の
領
収
書
で
会
場
名
が
不
明
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 

・
 
領
収
書
等
添
付
票
に
記
載
さ
れ
た
使
途
内
容
お
よ
び
政
務
活
動
記
録
表
の
記
載
に
よ
り
確
認
し
、
適
切

と
認
め
た
。
 

・
 
力
野
豊
議
員
に
対
し
、
県
政
報
告
会
に
係
る
案
内
状
等
の
提
出
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
開
催
案
内
チ
ラ
シ

の
提
出
が
あ
り
、同
資
料
に
よ
り
各
会
場
に
お
い
て
県
政
報
告
会
を
開
催
し
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
。 

と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

そ
の
上
で
、
対
象
機
関
か
ら
は
、「
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
今
回
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
な
っ
た
力
野
豊

議
員
の
県
政
報
告
会
に
係
る
会
場
使
用
料
に
つ
い
て
、
政
務
活
動
費
の
充
当
は
適
切
と
判
断
し
た
が
、
力
野
豊

議
員
か
ら
、
県
民
か
ら
疑
念
を
持
た
れ
か
ね
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
県
政
報
告
会
に
係
る
経
費
へ
政
務
活
動

費
は
充
当
せ
ず
、
県
に
返
還
し
た
い
旨
の
申
し
出
が
あ
り
、
そ
の
後
、
１
０
月
１
３
日
に
議
長
あ
て
政
務
活
動

費
収
支
報
告
書
の
訂
正
届
が
提
出
さ
れ
、
１
０
月
２
３
日
に
会
場
使
用
料
１
６
０
，
７
０
０
円
、
旅
費
８
，
５

４
７
円
、
食
糧
費
４
７
，
８
８
０
円
、
合
計
２
１
７
，
１
２
７
円
が
県
に
返
還
さ
れ
た
」
と
の
説
明
が
あ
り
、

監
査
に
お
い
て
、政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
の
訂
正
内
容
お
よ
び
訂
正
に
伴
う
政
務
活
動
費
の
県
へ
の
返
還
を

確
認
し
た
。
 

 
（
２
）
監
査
委
員
の
判
断
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
政
務
活
動
費
を
県
政
報
告
会
に
係
る
会
場
使
用
料
等
に
充
て
る
こ
と
は
、
政
務
活
動
費

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
使
途
基
準
上
認
め
ら
れ
て
お
り
、
今
回
対
象
と
さ
れ
た
県
政
報
告
会
の
開
催
に
つ
い
て
は
、
開
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第
１
 
請
求
の
内
容
 

請
求
人
に
よ
る
請
求
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
請
求
書
の
原
文
に
沿
っ
て
記
載
。
た
だ
し
、
原
文
の

趣
旨
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
の
文
言
の
補
正
、
項
目
番
号
の
付
け
替
え
等
を
行
っ
た
。）。
 

 
２
０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
に
関
す
る
職
員
措
置
請
求
書
 

 
 
 
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
は
、
政
務
活
動
費
の
収
支
報
告
書
お
よ
び
収
支
報
告
書
の
内

容
を
証
す
る
書
類
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
定
め
る
。
 

即
ち
「
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
１
０
条
（
議
長
の
調
査

等
）
は
、「
議
長
は
、
政
務
活
動
費
の
適
正
な
運
用
を
期
す
た
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
収
支
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
と
き
は
、
 当
該
収
支
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
そ
の
他
の
収
支
報
告
書
の
内
容
を
証
す
る
書
類
 （
以
下
「
収
支

報
告
書
等
」
と
い
う
。）
 の
内
容
を
調
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が
第
３
条
第
２
項
の
規

定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、
第
２
項
は
「
議
長
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
収
支
報
告
書
等
の
写

し
を
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

続
く
「
条
例
」
第
１
１
条
（
政
務
活
動
費
の
額
の
確
定
）
は
、「
知
事
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
収
支
報

告
書
等
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
支
出
が

第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
適
合
し
た
支
出
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
政
務
活
動
費
の
額
を
確
定
し
、
会
派
の
代

表
者
等
お
よ
び
議
員
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
 

さ
ら
に
「
条
例
」
第
１
５
条
（
透
明
性
の
確
保
）
は
「
議
長
は
、
第
１
０
条
第
１
項
お
よ
び
前
条
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
県
民
へ
の
情
報
の
提
供
等
、
 政
務
活
動
費
の
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
と

定
め
る
（
下
線
引
き
は
請
求
者
に
よ
る
。）。
 

「
収
支
報
告
書
等
」
は
、
県
民
が
政
務
活
動
費
の
支
出
を
検
証
す
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
２

０
２
２
年
度
福
井
県
議
会
政
務
活
動
費
の
支
出
に
は
、
県
民
が
検
証
で
き
な
い
ず
さ
ん
な
収
支
報
告
書
等
が
存
在

し
た
。
 

こ
れ
ら
の
「
収
支
報
告
書
等
」
に
よ
る
支
出
を
看
過
す
る
こ
と
は
、「
条
例
」
第
３
条
（
政
務
活
動
費
を
充
て
る

こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
）
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
知
事
に
対
し
、
下
記
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
支
出
を
行
っ
た
３
名
に
支
出
額
の
返
還

を
さ
せ
る
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
記
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

 
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
領
収
書
等
添
付
票
」
中
、
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書

き
の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。
下
記
の
２
件
の
支
出
の
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

そ
し
て
、
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、
形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な

ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
整
理
番
号
３
５
－
１
 
広
聴
広
報
費
（
通
信
運
搬
費
 
＝
２
万
６
，
１
４
３
円
）
 

（
２
）
整
理
番
号
３
６
－
１
 
調
査
研
究
費
（
会
議
費
負
担
金
＝
１
万
円
）
 

５
千
４
百
円
（
１
件
）、
５
千
円
（
９
件
）、
３
千
５
百
円
（
１
件
）、
３
千
円
（
４
件
）、
千
３
百
円
（
１
件
）

で
あ
る
。
 

し
か
し
、
会
場
使
用
料
の
根
拠
（
使
用
料
の
規
約
等
）
を
示
す
資
料
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
。
 

 
（
２
）
領
収
書
（
要
件
そ
の
他
）
に
つ
い
て
 

①
住
所
の
記
載
無
し
が
２
３
件
 

「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
以
下
「
別
紙
一
覧
表
」
と

い
う
。）
の
通
り
、
住
所
の
記
載
の
無
い
領
収
書
は
２
３
枚
に
及
ぶ
。
 

住
所
部
分
が
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
領
収
書
の
体
裁
か
ら
は
当
初
か
ら
住
所
の
記
載
は
無

か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
 

 
②
発
行
者
不
明
が
１
件
 

別
紙
一
覧
表
の
通
し
番
号
３
は
、
発
行
者
の
部
分
が
全
て
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
以
外
は
、
各
地

区
の
区
長
、
町
内
会
長
等
の
肩
書
き
は
判
別
可
能
。）。
 

 
③
会
場
が
不
明
 

会
場
使
用
料
の
支
出
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
１
１
件
の
会
場
名
が
不
明
で
あ
る
。
 

 
 
＜
添
付
資
料
＞
（
添
付
は
省
略
）
 

（
１
）
支
出
証
拠
資
料
等
（
ネ
ッ
ト
公
開
）
の
写
し
（
両
面
印
刷
有
り
）
 

 
 
 
①
西
本
恵
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
②
 
 
〃
 
 
 
 
広
聴
広
報
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
③
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
９
枚
）
 

 
 
 
④
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
（
２
５
枚
）
 

 
（
２
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
１
枚
）
 

 第
２
 
監
査
委
員
の
除
斥
 

福
井
県
監
査
委
員
の
う
ち
兼
井
大
お
よ
び
山
浦
光
一
郎
は
、
法
第
１
９
９
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
本
件
措
置

請
求
の
監
査
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
 

 
第
３
 
請
求
の
受
理
 

本
件
措
置
請
求
に
つ
い
て
は
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
令

和
５
年
９
月
２
１
日
付
け
で
こ
れ
を
受
理
し
た
。
 

 
第
４
 
監
査
の
実
施
 

 
１
 
請
求
人
に
よ
る
証
拠
の
提
出
お
よ
び
陳
述
 

請
求
人
に
対
し
て
、
法
第
２
４
２
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
証
拠
の
提
出
お
よ
び

陳
述
の
機
会
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
同
日
、
請
求
人
が
出
席
し
、
改
め
て
請
求
の
要
旨
に
つ
い
て
陳
述
し
た
。
 

 ２
 
監
査
対
象
機
関
 

福
井
県
議
会
局
 

 ３
 
監
査
対
象
と
し
な
か
っ
た
事
項
 

請
求
人
の
主
張
の
う
ち
、
次
の
２
事
項
に
つ
い
て
は
、
監
査
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。
 

 （
１
）
請
求
事
項
「
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
」
中
、「
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、

形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な
ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め

る
。」
に
つ
い
て
は
、
経
緯
の
説
明
を
求
め
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
定
め
る
要
件
を
欠
く

た
め
。
 

 
（
２
）
請
求
事
項
「
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
」
中
、「（
１
）
②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 
支

払
証
明
書
（
２
２
８
－
１
、
２
４
１
－
１
、
２
４
６
－
１
）
に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」
と

し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に
こ

の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。」
に
つ
い
て
は
、
書
類
の
ま
と
め
方
に
つ
い
て
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
に
す

ぎ
ず
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
定
め
る
要
件
を
欠
く
た
め
。
 

 
第
５
 
監
査
の
結
果
 

 
監
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
監
査
委
員
の
合
議
に
よ
り
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

監
査
対
象
機
関
（
以
下
「
対
象
機
関
」
と
い
う
。）
か
ら
、
 

・
 
請
求
の
対
象
と
な
っ
た
西
本
恵
一
議
員
の
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５
－
１
、
３
６
－
１
）
に

添
付
さ
れ
た
領
収
書
に
は
、
日
付
、
宛
名
お
よ
び
但
し
書
き
が
適
正
に
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
公
開
用
に
加
工
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
利
用
し
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
化
を
行
う
過
程
に
お
い
て
、
カ
ー
ボ
ン

複
写
に
よ
り
青
色
で
記
載
さ
れ
た
金
額
等
の
部
分
が
公
開
用
デ
ー
タ
上
で
は
消
え
た
状
態
と
な
っ
た
が
、

そ
の
ま
ま
公
開
し
て
し
ま
っ
た
。
 

・
 
原
本
お
よ
び
議
会
図
書
室
で
閲
覧
に
供
し
て
い
る
公
開
資
料
に
は
金
額
等
が
適
正
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

監
査
に
お
い
て
、
対
象
機
関
に
対
し
、
西
本
恵
一
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
 

３
５
－
１
、
３
６
－
１
）
に
つ
い
て
、
原
本
お
よ
び
議
会
図
書
室
で
閲
覧
に
供
し
て
い
る
公
開
資
料
の
提
示
を

求
め
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
金
額
等
は
適
正
に
記
さ
れ
て
い
た
。
 

ま
た
、
監
査
委
員
事
務
局
職
員
の
立
会
い
の
下
、
対
象
機
関
に
対
し
、
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５

－
１
、
３
６
－
１
）
の
原
本
に
つ
い
て
、
公
開
用
デ
ー
タ
作
成
時
と
同
様
の
作
業
を
実
施
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
金

額
等
の
部
分
が
消
え
、
公
開
用
デ
ー
タ
に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。
 

 
（
２
）
監
査
委
員
の
判
断
 

 
 
 
 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
西
本
恵
一
議
員
が
提
出
し
た
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５
－
１
、
３
６
－
１
）

に
は
適
正
な
領
収
書
が
添
付
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
対
象
機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
公
開
作
業
段
階
で
空
白
部
分

が
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
請
求
人
の
「
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書
き

福
井
県
議
会
局
 

 ３
 
監
査
対
象
と
し
な
か
っ
た
事
項
 

請
求
人
の
主
張
の
う
ち
、
次
の
２
事
項
に
つ
い
て
は
、
監
査
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。
 

 （
１
）
請
求
事
項
「
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
」
中
、「
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、

形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な
ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め

る
。」
に
つ
い
て
は
、
経
緯
の
説
明
を
求
め
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
定
め
る
要
件
を
欠
く

た
め
。
 

 
（
２
）
請
求
事
項
「
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
」
中
、「（
１
）
②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 
支

払
証
明
書
（
２
２
８
－
１
、
２
４
１
－
１
、
２
４
６
－
１
）
に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」
と

し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に
こ

の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。」
に
つ
い
て
は
、
書
類
の
ま
と
め
方
に
つ
い
て
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
に
す

ぎ
ず
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
定
め
る
要
件
を
欠
く
た
め
。
 

 
第
５
 
監
査
の
結
果
 

 
監
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
監
査
委
員
の
合
議
に
よ
り
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

監
査
対
象
機
関
（
以
下
「
対
象
機
関
」
と
い
う
。）
か
ら
、
 

・
 
請
求
の
対
象
と
な
っ
た
西
本
恵
一
議
員
の
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５
－
１
、
３
６
－
１
）
に

添
付
さ
れ
た
領
収
書
に
は
、
日
付
、
宛
名
お
よ
び
但
し
書
き
が
適
正
に
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
公
開
用
に
加
工
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
利
用
し
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
化
を
行
う
過
程
に
お
い
て
、
カ
ー
ボ
ン

複
写
に
よ
り
青
色
で
記
載
さ
れ
た
金
額
等
の
部
分
が
公
開
用
デ
ー
タ
上
で
は
消
え
た
状
態
と
な
っ
た
が
、

そ
の
ま
ま
公
開
し
て
し
ま
っ
た
。
 

・
 
原
本
お
よ
び
議
会
図
書
室
で
閲
覧
に
供
し
て
い
る
公
開
資
料
に
は
金
額
等
が
適
正
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

監
査
に
お
い
て
、
対
象
機
関
に
対
し
、
西
本
恵
一
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
 

３
５
－
１
、
３
６
－
１
）
に
つ
い
て
、
原
本
お
よ
び
議
会
図
書
室
で
閲
覧
に
供
し
て
い
る
公
開
資
料
の
提
示
を

求
め
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
金
額
等
は
適
正
に
記
さ
れ
て
い
た
。
 

ま
た
、
監
査
委
員
事
務
局
職
員
の
立
会
い
の
下
、
対
象
機
関
に
対
し
、
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５

－
１
、
３
６
－
１
）
の
原
本
に
つ
い
て
、
公
開
用
デ
ー
タ
作
成
時
と
同
様
の
作
業
を
実
施
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
金

額
等
の
部
分
が
消
え
、
公
開
用
デ
ー
タ
に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。
 

 
（
２
）
監
査
委
員
の
判
断
 

 
 
 
 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
西
本
恵
一
議
員
が
提
出
し
た
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５
－
１
、
３
６
－
１
）

に
は
適
正
な
領
収
書
が
添
付
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
対
象
機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
公
開
作
業
段
階
で
空
白
部
分

が
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
請
求
人
の
「
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書
き

の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。」
と
の
主
張
は
当
た
ら
な
い
。
 

 
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

対
象
機
関
を
通
じ
て
、
本
人
に
聞
き
取
り
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
 

・
 
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
（
８
月
２
８
日
（
日
）
～
９
月
２
日
（
金
））
に
つ
い
て
、
最
終
日
の
９
月
２
日
（
金
）

の
実
際
の
行
程
は
、「
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
航
空
機
で
成
田
空
港
到
着
後
、
８
時
０
５
分
成
田
空
港
発
の
東

京
空
港
交
通
で
羽
田
空
港
に
向
か
い
、
北
海
道
幌
加
内
そ
ば
祭
り
視
察
の
た
め
、
１
１
時
１
５
分
羽
田
空

港
発
の
航
空
機
に
搭
乗
し
、
旭
川
に
到
着
」
で
あ
っ
た
。
 

・
 
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
に
添
付
さ
れ
た
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
の
 

「
９
月
２
日
（
金
）
１
３
：
４
７
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
到
着
」
の
記
載
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
の
行
程
と
し
て
は

誤
り
で
あ
っ
た
。
 

・
 
支
払
証
明
書
（
整
理
番
号
２
５
３
－
１
）
の
「
自
宅
か
ら
越
前
市
往
復
４
５
ｋ
ｍ
」
と
の
記
載
は
、
マ

レ
ー
シ
ア
視
察
の
行
程
と
し
て
は
誤
り
で
あ
り
、正
し
く
は「
自
宅
か
ら
越
前
市
２
２
ｋ
ｍ
」で
あ
っ
た
。
 

・
 
幌
加
内
そ
ば
祭
り
視
察
に
関
す
る
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
 

２
５
４
－
１
）
に
あ
る
旅
費
７
３
，
４
６
０
円
に
含
ま
れ
る
航
空
券
代
は
支
払
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち

小
松
－
羽
田
間
に
つ
い
て
は
利
用
し
な
か
っ
た
。
 

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
 

ま
た
、
対
象
機
関
か
ら
、
 

・
 
政
務
活
動
費
支
出
に
係
る
審
査
に
お
い
て
、行
程
お
よ
び
報
告
書
記
載
事
項
の
確
認
が
不
十
分
で
あ
っ

た
。
 

・
 
聞
き
取
り
時
に
誤
り
を
認
識
し
た
本
人
か
ら
、不
適
切
で
あ
っ
た
部
分
に
つ
い
て
返
還
し
た
い
旨
申
し

出
が
あ
り
、
１
０
月
１
３
日
に
議
長
宛
て
政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
の
訂
正
届
が
提
出
さ
れ
、
１
０
月
 

２
３
日
に
支
払
証
明
書
（
整
理
番
号
２
５
３
－
１
）
の
う
ち
誤
り
で
あ
っ
た
２
３
ｋ
ｍ
分
の
交
通
費
８
５

１
円
、
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
２
５
４
－
１
）
の
う
ち
利
用
の
な
か
っ
た
小
松
－
羽
田
間
を
含
む

小
松
－
羽
田
－
旭
川
分
の
航
空
券
代
３
１
，
１
４
０
円
、
宿
泊
料
の
一
部
４
，
６
０
０
円
、
合
計
 

３
６
，
５
９
１
円
が
県
に
返
還
さ
れ
た
。
 

と
の
説
明
が
あ
り
、
監
査
に
お
い
て
、
政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
の
訂
正
内
容
お
よ
び
訂
正
に
伴
う
政
務
活
動

費
の
県
へ
の
返
還
を
確
認
し
た
。
 

 （
２
）
監
査
委
員
の
判
断
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
島
田
欽
一
議
員
の
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
、
調
査
研
究
費
に
係
る
旅
行
行
程
等
の
誤
り

に
よ
り
一
部
不
適
切
な
支
出
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
が
、
既
に
相
当
額
が
返
還
さ
れ
、
政
務
活
動
費
を
充
て

た
支
出
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
県
に
返
還
を
求
め
る
べ
き
支
出
は
存
在
し
て
い
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

対
象
機
関
か
ら
、
 

・
 
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
、
福
井
県
議
会
が
定
め
て
い
る
「
政
務
活
動
費
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
令
和
３
年
 

４
月
改
訂
）
に
お
い
て
、
使
途
基
準
等
を
明
確
に
し
て
お
り
、
広
聴
広
報
費
と
し
て
、
議
員
が
行
う
福
井
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２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

 
 
島
田
欽
一
議
員
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
内
に
２
件
の
視
察
を
行
い
、
各
旅
費
を
調
査
研
究
費

で
充
当
し
て
い
る
。
 

視
察
場
所
は
、
８
月
２
８
日
か
ら
９
月
２
日
の
期
間
が
マ
レ
ー
シ
ア
、
９
月
２
日
か
ら
９
月
４
日
の
期
間
が
北

海
道
で
あ
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
視
察
旅
費
が
５
２
６
，
８
１
５
円
、
北
海
道

の
視
察
旅
費
が
７
６
, ６
６
０
円
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
双
方
の
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」（
別
紙
含
む
。）
に
は
虚
偽
記
載
等
が
散
見
さ
れ
る
。
 

よ
っ
て
、
虚
偽
記
載
等
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
事
実
に
基
づ
い
た
記
述
に
訂
正
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

 
（
１
）
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
に
つ
い
て
 

①
「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
虚
偽
記
載
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
別
紙
の
「
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
」
の
「
２
. 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」の
表
に
は
、「
９
月
２
日（
金
）７
：
０
５
成
田
空
港
到
着
／
１
３
：
４
７
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
到
着
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
  

し
か
し
実
際
は
、
北
海
道
視
察
の
た
め
、
同
日
８
：
０
５
発
の
成
田
空
港
発
１
号
車
に
乗
車
し
、
羽
田
空
港

に
向
か
っ
て
い
る
た
め
虚
偽
記
載
で
あ
る
。
 

 ②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 

支
払
証
明
書（
２
２
８
－
１
、２
４
１
－
１
、２
４
６
－
１
）に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」

と
し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に

こ
の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
（
２
）
北
海
道
雨
竜
郡
幌
加
内
町
の
視
察
に
つ
い
て
 

「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
に
「
成
田
空
港
－
羽
田
空
港
」
間
の
交
通
費
３
, ２
０
０
円
を
計
上
し
て
い
る

が
、
計
上
の
理
由
の
記
載
が
無
い
。
さ
ら
に
航
空
券
代
「
小
松
－
羽
田
－
旭
川
 
新
千
歳
－
小
松
」
の
ル
ー
ト

も
、
先
述
（
１
）
①
の
通
り
、
小
松
発
で
は
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

 
 
力
野
豊
議
員
は
、
２
０
２
３
年
の
２
月
２
１
日
か
ら
３
月
２
２
日
の
期
間
に
、
敦
賀
市
の
各
地
区
で
県
政
報
告

会
を
ほ
ぼ
連
日
開
催
し
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
を
広
聴
広
報
費
で
全
額
充
当
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

開
催
は
、
４
月
の
統
一
地
方
選
挙
を
強
く
意
識
し
た
後
援
会
活
動
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
政
務
活
動
費

を
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
領
収
書
等
添
付
票
（
２
５
枚
）
を
基
に
作
成
し
た
別
紙
（
※
）
の
通
り
、
不
透
明
な
点
が
複
数
存
在

す
る
。
よ
っ
て
、
２
８
件
の
会
場
使
用
料
の
合
計
額
１
６
０
，
７
０
０
円
に
つ
い
て
、
全
額
返
還
を
求
め
る
。
 

（
※
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」
 

 
（
１
）
会
場
使
用
料
に
つ
い
て
 

開
催
回
数
２
８
回
の
支
出
合
計
額
は
１
６
万
７
０
０
円
（
内
、
１
件
は
領
収
書
無
し
）、
内
訳
は
１
万
円
 

（
４
件
）、
９
千
円
（
１
件
）、
８
千
円
（
３
件
）、
７
千
５
百
円
（
１
件
）、
７
千
円
（
１
件
）、
６
千
円
（
１
件
）、

５
千
４
百
円
（
１
件
）、
５
千
円
（
９
件
）、
３
千
５
百
円
（
１
件
）、
３
千
円
（
４
件
）、
千
３
百
円
（
１
件
）

で
あ
る
。
 

し
か
し
、
会
場
使
用
料
の
根
拠
（
使
用
料
の
規
約
等
）
を
示
す
資
料
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
。
 

 
（
２
）
領
収
書
（
要
件
そ
の
他
）
に
つ
い
て
 

①
住
所
の
記
載
無
し
が
２
３
件
 

「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
以
下
「
別
紙
一
覧
表
」
と

い
う
。）
の
通
り
、
住
所
の
記
載
の
無
い
領
収
書
は
２
３
枚
に
及
ぶ
。
 

住
所
部
分
が
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
領
収
書
の
体
裁
か
ら
は
当
初
か
ら
住
所
の
記
載
は
無

か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
 

 
②
発
行
者
不
明
が
１
件
 

別
紙
一
覧
表
の
通
し
番
号
３
は
、
発
行
者
の
部
分
が
全
て
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
以
外
は
、
各
地

区
の
区
長
、
町
内
会
長
等
の
肩
書
き
は
判
別
可
能
。）。
 

 
③
会
場
が
不
明
 

会
場
使
用
料
の
支
出
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
１
１
件
の
会
場
名
が
不
明
で
あ
る
。
 

 
 
＜
添
付
資
料
＞
（
添
付
は
省
略
）
 

（
１
）
支
出
証
拠
資
料
等
（
ネ
ッ
ト
公
開
）
の
写
し
（
両
面
印
刷
有
り
）
 

 
 
 
①
西
本
恵
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
②
 
 
〃
 
 
 
 
広
聴
広
報
費
（
１
枚
）
 

 
 
 
③
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
（
１
９
枚
）
 

 
 
 
④
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
（
２
５
枚
）
 

 
（
２
）「
力
野
豊
議
員
／
広
聴
広
報
費
（
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
）
の
支
出
一
覧
」（
１
枚
）
 

 第
２
 
監
査
委
員
の
除
斥
 

福
井
県
監
査
委
員
の
う
ち
兼
井
大
お
よ
び
山
浦
光
一
郎
は
、
法
第
１
９
９
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
本
件
措
置

請
求
の
監
査
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
 

 
第
３
 
請
求
の
受
理
 

本
件
措
置
請
求
に
つ
い
て
は
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
令

和
５
年
９
月
２
１
日
付
け
で
こ
れ
を
受
理
し
た
。
 

 
第
４
 
監
査
の
実
施
 

 
１
 
請
求
人
に
よ
る
証
拠
の
提
出
お
よ
び
陳
述
 

請
求
人
に
対
し
て
、
法
第
２
４
２
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
証
拠
の
提
出
お
よ
び

陳
述
の
機
会
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
同
日
、
請
求
人
が
出
席
し
、
改
め
て
請
求
の
要
旨
に
つ
い
て
陳
述
し
た
。
 

 ２
 
監
査
対
象
機
関
 

の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。」
と
の
主
張
は
当
た
ら
な
い
。
 

 
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

対
象
機
関
を
通
じ
て
、
本
人
に
聞
き
取
り
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
 

・
 
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
（
８
月
２
８
日
（
日
）
～
９
月
２
日
（
金
））
に
つ
い
て
、
最
終
日
の
９
月
２
日
（
金
）

の
実
際
の
行
程
は
、「
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
航
空
機
で
成
田
空
港
到
着
後
、
８
時
０
５
分
成
田
空
港
発
の
東

京
空
港
交
通
で
羽
田
空
港
に
向
か
い
、
北
海
道
幌
加
内
そ
ば
祭
り
視
察
の
た
め
、
１
１
時
１
５
分
羽
田
空

港
発
の
航
空
機
に
搭
乗
し
、
旭
川
に
到
着
」
で
あ
っ
た
。
 

・
 
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
に
添
付
さ
れ
た
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
の
 

「
９
月
２
日
（
金
）
１
３
：
４
７
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
到
着
」
の
記
載
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
の
行
程
と
し
て
は

誤
り
で
あ
っ
た
。
 

・
 
支
払
証
明
書
（
整
理
番
号
２
５
３
－
１
）
の
「
自
宅
か
ら
越
前
市
往
復
４
５
ｋ
ｍ
」
と
の
記
載
は
、
マ

レ
ー
シ
ア
視
察
の
行
程
と
し
て
は
誤
り
で
あ
り
、正
し
く
は「
自
宅
か
ら
越
前
市
２
２
ｋ
ｍ
」で
あ
っ
た
。
 

・
 
幌
加
内
そ
ば
祭
り
視
察
に
関
す
る
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
 

２
５
４
－
１
）
に
あ
る
旅
費
７
３
，
４
６
０
円
に
含
ま
れ
る
航
空
券
代
は
支
払
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち

小
松
－
羽
田
間
に
つ
い
て
は
利
用
し
な
か
っ
た
。
 

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
 

ま
た
、
対
象
機
関
か
ら
、
 

・
 
政
務
活
動
費
支
出
に
係
る
審
査
に
お
い
て
、行
程
お
よ
び
報
告
書
記
載
事
項
の
確
認
が
不
十
分
で
あ
っ

た
。
 

・
 
聞
き
取
り
時
に
誤
り
を
認
識
し
た
本
人
か
ら
、不
適
切
で
あ
っ
た
部
分
に
つ
い
て
返
還
し
た
い
旨
申
し

出
が
あ
り
、
１
０
月
１
３
日
に
議
長
宛
て
政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
の
訂
正
届
が
提
出
さ
れ
、
１
０
月
 

２
３
日
に
支
払
証
明
書
（
整
理
番
号
２
５
３
－
１
）
の
う
ち
誤
り
で
あ
っ
た
２
３
ｋ
ｍ
分
の
交
通
費
８
５

１
円
、
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
２
５
４
－
１
）
の
う
ち
利
用
の
な
か
っ
た
小
松
－
羽
田
間
を
含
む

小
松
－
羽
田
－
旭
川
分
の
航
空
券
代
３
１
，
１
４
０
円
、
宿
泊
料
の
一
部
４
，
６
０
０
円
、
合
計
 

３
６
，
５
９
１
円
が
県
に
返
還
さ
れ
た
。
 

と
の
説
明
が
あ
り
、
監
査
に
お
い
て
、
政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
の
訂
正
内
容
お
よ
び
訂
正
に
伴
う
政
務
活
動

費
の
県
へ
の
返
還
を
確
認
し
た
。
 

 （
２
）
監
査
委
員
の
判
断
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
島
田
欽
一
議
員
の
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
、
調
査
研
究
費
に
係
る
旅
行
行
程
等
の
誤
り

に
よ
り
一
部
不
適
切
な
支
出
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
が
、
既
に
相
当
額
が
返
還
さ
れ
、
政
務
活
動
費
を
充
て

た
支
出
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
県
に
返
還
を
求
め
る
べ
き
支
出
は
存
在
し
て
い
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

対
象
機
関
か
ら
、
 

・
 
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
、
福
井
県
議
会
が
定
め
て
い
る
「
政
務
活
動
費
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
令
和
３
年
 

４
月
改
訂
）
に
お
い
て
、
使
途
基
準
等
を
明
確
に
し
て
お
り
、
広
聴
広
報
費
と
し
て
、
議
員
が
行
う
福
井

県
政
に
関
す
る
政
策
等
の
広
聴
広
報
活
動
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
、
県
政
報
告
会
の
会
場

使
用
料
等
も
対
象
と
な
る
。
 

・
 
力
野
豊
議
員
の
県
政
報
告
会
へ
の
支
出
に
関
し
て
は
、
領
収
書
等
添
付
票
に
記
載
さ
れ
た
使
途
内
容
 

お
よ
び
添
付
さ
れ
た
領
収
書
な
ら
び
に
議
員
が
整
理
保
管
し
て
い
る
政
務
活
動
記
録
表
の
記
載
に
よ
り

確
認
し
、
適
切
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
 

と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

ま
た
、会
場
使
用
料
の
根
拠（
使
用
料
の
規
約
等
）を
示
す
資
料
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 

・
 
政
務
活
動
費
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
に
政
務
活
動
費
を
充
て
る
場
合
に
、
料

金
表
な
ど
金
額
の
根
拠
の
提
出
ま
で
は
求
め
て
い
な
い
。
 

・
 
適
切
な
相
手
方
に
会
場
使
用
料
と
し
て
支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
も
っ
て
確
認
し
、
判
断
し

て
い
る
。
 

と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

さ
ら
に
、
住
所
の
記
載
の
な
い
領
収
書
が
２
３
件
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 

・
 
自
治
会
が
領
収
書
を
発
行
す
る
場
合
、
様
式
や
記
載
内
容
は
発
行
者
に
よ
り
異
な
っ
て
お
り
、
宛
名
、

日
付
、
金
額
、
発
行
者
、
使
途
内
容
等
を
総
合
的
に
確
認
し
た
上
で
、
支
払
い
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て

適
当
と
判
断
し
て
い
る
。
 

・
 
添
付
さ
れ
て
い
る
領
収
書
の
発
行
者
は
各
自
治
会
の
区
長
で
あ
り
、
住
所
の
記
載
が
な
く
て
も
、
署
名

や
領
収
印
の
確
認
を
も
っ
て
証
拠
書
類
と
し
て
認
め
て
い
る
。
 

整
理
番
号
１
６
４
－
２
の
領
収
書
等
添
付
票
に
添
付
さ
れ
た
領
収
書
の
発
行
者
部
分
が
全
て
マ
ス
キ
ン
グ

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 

・
 
区
長
等
の
肩
書
の
記
載
が
な
く
、
個
人
名
の
み
記
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
 

・
 
発
行
者
は
区
長
で
あ
り
、
区
長
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
 

１
１
件
の
領
収
書
で
会
場
名
が
不
明
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 

・
 
領
収
書
等
添
付
票
に
記
載
さ
れ
た
使
途
内
容
お
よ
び
政
務
活
動
記
録
表
の
記
載
に
よ
り
確
認
し
、
適
切

と
認
め
た
。
 

・
 
力
野
豊
議
員
に
対
し
、
県
政
報
告
会
に
係
る
案
内
状
等
の
提
出
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
開
催
案
内
チ
ラ
シ

の
提
出
が
あ
り
、同
資
料
に
よ
り
各
会
場
に
お
い
て
県
政
報
告
会
を
開
催
し
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
。 

と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

そ
の
上
で
、
対
象
機
関
か
ら
は
、「
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
今
回
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
な
っ
た
力
野
豊

議
員
の
県
政
報
告
会
に
係
る
会
場
使
用
料
に
つ
い
て
、
政
務
活
動
費
の
充
当
は
適
切
と
判
断
し
た
が
、
力
野
豊

議
員
か
ら
、
県
民
か
ら
疑
念
を
持
た
れ
か
ね
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
県
政
報
告
会
に
係
る
経
費
へ
政
務
活
動

費
は
充
当
せ
ず
、
県
に
返
還
し
た
い
旨
の
申
し
出
が
あ
り
、
そ
の
後
、
１
０
月
１
３
日
に
議
長
あ
て
政
務
活
動

費
収
支
報
告
書
の
訂
正
届
が
提
出
さ
れ
、
１
０
月
２
３
日
に
会
場
使
用
料
１
６
０
，
７
０
０
円
、
旅
費
８
，
５

４
７
円
、
食
糧
費
４
７
，
８
８
０
円
、
合
計
２
１
７
，
１
２
７
円
が
県
に
返
還
さ
れ
た
」
と
の
説
明
が
あ
り
、

監
査
に
お
い
て
、政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
の
訂
正
内
容
お
よ
び
訂
正
に
伴
う
政
務
活
動
費
の
県
へ
の
返
還
を

確
認
し
た
。
 

 
（
２
）
監
査
委
員
の
判
断
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
政
務
活
動
費
を
県
政
報
告
会
に
係
る
会
場
使
用
料
等
に
充
て
る
こ
と
は
、
政
務
活
動
費

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
使
途
基
準
上
認
め
ら
れ
て
お
り
、
今
回
対
象
と
さ
れ
た
県
政
報
告
会
の
開
催
に
つ
い
て
は
、
開

県
政
に
関
す
る
政
策
等
の
広
聴
広
報
活
動
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
、
県
政
報
告
会
の
会
場

使
用
料
等
も
対
象
と
な
る
。
 

・
 
力
野
豊
議
員
の
県
政
報
告
会
へ
の
支
出
に
関
し
て
は
、
領
収
書
等
添
付
票
に
記
載
さ
れ
た
使
途
内
容
 

お
よ
び
添
付
さ
れ
た
領
収
書
な
ら
び
に
議
員
が
整
理
保
管
し
て
い
る
政
務
活
動
記
録
表
の
記
載
に
よ
り

確
認
し
、
適
切
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
 

と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

ま
た
、会
場
使
用
料
の
根
拠（
使
用
料
の
規
約
等
）を
示
す
資
料
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 

・
 
政
務
活
動
費
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
県
政
報
告
会
の
会
場
使
用
料
に
政
務
活
動
費
を
充
て
る
場
合
に
、
料

金
表
な
ど
金
額
の
根
拠
の
提
出
ま
で
は
求
め
て
い
な
い
。
 

・
 
適
切
な
相
手
方
に
会
場
使
用
料
と
し
て
支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
も
っ
て
確
認
し
、
判
断
し

て
い
る
。
 

と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

さ
ら
に
、
住
所
の
記
載
の
な
い
領
収
書
が
２
３
件
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 

・
 
自
治
会
が
領
収
書
を
発
行
す
る
場
合
、
様
式
や
記
載
内
容
は
発
行
者
に
よ
り
異
な
っ
て
お
り
、
宛
名
、

日
付
、
金
額
、
発
行
者
、
使
途
内
容
等
を
総
合
的
に
確
認
し
た
上
で
、
支
払
い
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て

適
当
と
判
断
し
て
い
る
。
 

・
 
添
付
さ
れ
て
い
る
領
収
書
の
発
行
者
は
各
自
治
会
の
区
長
で
あ
り
、
住
所
の
記
載
が
な
く
て
も
、
署
名

や
領
収
印
の
確
認
を
も
っ
て
証
拠
書
類
と
し
て
認
め
て
い
る
。
 

整
理
番
号
１
６
４
－
２
の
領
収
書
等
添
付
票
に
添
付
さ
れ
た
領
収
書
の
発
行
者
部
分
が
全
て
マ
ス
キ
ン
グ

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 

・
 
区
長
等
の
肩
書
の
記
載
が
な
く
、
個
人
名
の
み
記
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
 

・
 
発
行
者
は
区
長
で
あ
り
、
区
長
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
 

１
１
件
の
領
収
書
で
会
場
名
が
不
明
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 

・
 
領
収
書
等
添
付
票
に
記
載
さ
れ
た
使
途
内
容
お
よ
び
政
務
活
動
記
録
表
の
記
載
に
よ
り
確
認
し
、
適
切

と
認
め
た
。
 

・
 
力
野
豊
議
員
に
対
し
、
県
政
報
告
会
に
係
る
案
内
状
等
の
提
出
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
開
催
案
内
チ
ラ
シ

の
提
出
が
あ
り
、同
資
料
に
よ
り
各
会
場
に
お
い
て
県
政
報
告
会
を
開
催
し
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
。 

と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

そ
の
上
で
、
対
象
機
関
か
ら
は
、「
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
今
回
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
な
っ
た
力
野
豊

議
員
の
県
政
報
告
会
に
係
る
会
場
使
用
料
に
つ
い
て
、
政
務
活
動
費
の
充
当
は
適
切
と
判
断
し
た
が
、
力
野
豊

議
員
か
ら
、
県
民
か
ら
疑
念
を
持
た
れ
か
ね
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
県
政
報
告
会
に
係
る
経
費
へ
政
務
活
動

費
は
充
当
せ
ず
、
県
に
返
還
し
た
い
旨
の
申
し
出
が
あ
り
、
そ
の
後
、
１
０
月
１
３
日
に
議
長
あ
て
政
務
活
動

費
収
支
報
告
書
の
訂
正
届
が
提
出
さ
れ
、
１
０
月
２
３
日
に
会
場
使
用
料
１
６
０
，
７
０
０
円
、
旅
費
８
，
５

４
７
円
、
食
糧
費
４
７
，
８
８
０
円
、
合
計
２
１
７
，
１
２
７
円
が
県
に
返
還
さ
れ
た
」
と
の
説
明
が
あ
り
、

監
査
に
お
い
て
、政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
の
訂
正
内
容
お
よ
び
訂
正
に
伴
う
政
務
活
動
費
の
県
へ
の
返
還
を

確
認
し
た
。
 

 
（
２
）
監
査
委
員
の
判
断
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
政
務
活
動
費
を
県
政
報
告
会
に
係
る
会
場
使
用
料
等
に
充
て
る
こ
と
は
、
政
務
活
動
費

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
使
途
基
準
上
認
め
ら
れ
て
お
り
、
今
回
対
象
と
さ
れ
た
県
政
報
告
会
の
開
催
に
つ
い
て
は
、
開

催
案
内
チ
ラ
シ
、
各
自
治
会
区
長
の
会
場
使
用
料
領
収
書
に
よ
り
証
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
不
適
切
な
支

出
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
当
該
県
政
報
告
会
に
係
る
会
場
使
用
料
、
旅
費
お
よ
び
食
糧
費
の
合
計
２
１
７
，

１
２
７
円
に
つ
い
て
、
力
野
豊
議
員
か
ら
県
に
自
主
的
に
返
還
さ
れ
、
政
務
活
動
費
を
充
て
た
支
出
か
ら
除
外

さ
れ
て
い
る
。
 

 
２
 
結
 
 
論
 

本
件
措
置
請
求
に
は
、
理
由
が
な
い
も
の
と
認
め
棄
却
す
る
。
 

 
３
 
意
 
 
見
 

 
 
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
、
今
回
、
透
明
性
を
高
め
る
た
め
に
行
っ
て
い
る
資
料
の
公
開
に
一
部
不
正
確
な
部
分

が
あ
っ
た
こ
と
や
充
当
に
一
部
誤
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。
 

 
 
政
務
活
動
費
は
公
金
で
支
出
さ
れ
て
お
り
、
厳
正
な
取
り
扱
い
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
地
方
自
治
法
お
よ

び
福
井
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
に
適
合
し
た
支
出
と
な
る
よ
う
使
途
基
準
や
事
務
処
理
に
つ
い

て
定
め
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
遵
守
し
、
適
正
な
執
行
お
よ
び
審
査
、
正
確
な
情
報
の
公
開
に
一
層
努
め
る
こ
と
を
求

め
る
。
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 ３
 
監
査
対
象
と
し
な
か
っ
た
事
項
 

請
求
人
の
主
張
の
う
ち
、
次
の
２
事
項
に
つ
い
て
は
、
監
査
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。
 

 （
１
）
請
求
事
項
「
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
」
中
、「
大
森
哲
男
議
長
（
当
時
）
に
は
、

形
式
検
査
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
は
ず
の
「
空
の
領
収
書
」
を
、
な
ぜ
受
領
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め

る
。」
に
つ
い
て
は
、
経
緯
の
説
明
を
求
め
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
定
め
る
要
件
を
欠
く

た
め
。
 

 
（
２
）
請
求
事
項
「
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
」
中
、「（
１
）
②
支
払
証
明
書
中
の
旅
費
 
支

払
証
明
書
（
２
２
８
－
１
、
２
４
１
－
１
、
２
４
６
－
１
）
に
は
、「
国
外
視
察
に
対
し
て
の
打
ち
合
わ
せ
」
と

し
て
旅
費
（
３
件
と
も
１
, ２
５
８
円
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。「
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
」
の
交
通
費
に
こ

の
３
件
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。」
に
つ
い
て
は
、
書
類
の
ま
と
め
方
に
つ
い
て
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
に
す

ぎ
ず
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
に
定
め
る
要
件
を
欠
く
た
め
。
 

 
第
５
 
監
査
の
結
果
 

 
監
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
監
査
委
員
の
合
議
に
よ
り
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。
 

 
１
 
西
本
恵
一
議
員
の
「
空
の
領
収
書
」
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

監
査
対
象
機
関
（
以
下
「
対
象
機
関
」
と
い
う
。）
か
ら
、
 

・
 
請
求
の
対
象
と
な
っ
た
西
本
恵
一
議
員
の
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５
－
１
、
３
６
－
１
）
に

添
付
さ
れ
た
領
収
書
に
は
、
日
付
、
宛
名
お
よ
び
但
し
書
き
が
適
正
に
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
公
開
用
に
加
工
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
利
用
し
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
化
を
行
う
過
程
に
お
い
て
、
カ
ー
ボ
ン

複
写
に
よ
り
青
色
で
記
載
さ
れ
た
金
額
等
の
部
分
が
公
開
用
デ
ー
タ
上
で
は
消
え
た
状
態
と
な
っ
た
が
、

そ
の
ま
ま
公
開
し
て
し
ま
っ
た
。
 

・
 
原
本
お
よ
び
議
会
図
書
室
で
閲
覧
に
供
し
て
い
る
公
開
資
料
に
は
金
額
等
が
適
正
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

監
査
に
お
い
て
、
対
象
機
関
に
対
し
、
西
本
恵
一
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
 

３
５
－
１
、
３
６
－
１
）
に
つ
い
て
、
原
本
お
よ
び
議
会
図
書
室
で
閲
覧
に
供
し
て
い
る
公
開
資
料
の
提
示
を

求
め
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
金
額
等
は
適
正
に
記
さ
れ
て
い
た
。
 

ま
た
、
監
査
委
員
事
務
局
職
員
の
立
会
い
の
下
、
対
象
機
関
に
対
し
、
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５

－
１
、
３
６
－
１
）
の
原
本
に
つ
い
て
、
公
開
用
デ
ー
タ
作
成
時
と
同
様
の
作
業
を
実
施
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
金

額
等
の
部
分
が
消
え
、
公
開
用
デ
ー
タ
に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。
 

 
（
２
）
監
査
委
員
の
判
断
 

 
 
 
 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
西
本
恵
一
議
員
が
提
出
し
た
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
３
５
－
１
、
３
６
－
１
）

に
は
適
正
な
領
収
書
が
添
付
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
対
象
機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
公
開
作
業
段
階
で
空
白
部
分

が
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
請
求
人
の
「
金
額
の
記
載
の
無
い
「
空
の
領
収
書
」（
日
付
、
宛
名
、
但
し
書
き

の
記
入
も
無
し
）
に
よ
る
支
出
が
２
件
存
在
し
た
。」
と
の
主
張
は
当
た
ら
な
い
。
 

 
２
 
島
田
欽
一
議
員
の
調
査
研
究
費
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

対
象
機
関
を
通
じ
て
、
本
人
に
聞
き
取
り
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
 

・
 
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
（
８
月
２
８
日
（
日
）
～
９
月
２
日
（
金
））
に
つ
い
て
、
最
終
日
の
９
月
２
日
（
金
）

の
実
際
の
行
程
は
、「
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
航
空
機
で
成
田
空
港
到
着
後
、
８
時
０
５
分
成
田
空
港
発
の
東

京
空
港
交
通
で
羽
田
空
港
に
向
か
い
、
北
海
道
幌
加
内
そ
ば
祭
り
視
察
の
た
め
、
１
１
時
１
５
分
羽
田
空

港
発
の
航
空
機
に
搭
乗
し
、
旭
川
に
到
着
」
で
あ
っ
た
。
 

・
 
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
に
添
付
さ
れ
た
福
井
県
・
マ
レ
ー
シ
ア
友
好
交
流
構
築
訪
問
事
業
報
告
の
 

「
９
月
２
日
（
金
）
１
３
：
４
７
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
到
着
」
の
記
載
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
視
察
の
行
程
と
し
て
は

誤
り
で
あ
っ
た
。
 

・
 
支
払
証
明
書
（
整
理
番
号
２
５
３
－
１
）
の
「
自
宅
か
ら
越
前
市
往
復
４
５
ｋ
ｍ
」
と
の
記
載
は
、
マ

レ
ー
シ
ア
視
察
の
行
程
と
し
て
は
誤
り
で
あ
り
、正
し
く
は「
自
宅
か
ら
越
前
市
２
２
ｋ
ｍ
」で
あ
っ
た
。
 

・
 
幌
加
内
そ
ば
祭
り
視
察
に
関
す
る
県
外
・
海
外
調
査
報
告
書
お
よ
び
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
 

２
５
４
－
１
）
に
あ
る
旅
費
７
３
，
４
６
０
円
に
含
ま
れ
る
航
空
券
代
は
支
払
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち

小
松
－
羽
田
間
に
つ
い
て
は
利
用
し
な
か
っ
た
。
 

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
 

ま
た
、
対
象
機
関
か
ら
、
 

・
 
政
務
活
動
費
支
出
に
係
る
審
査
に
お
い
て
、行
程
お
よ
び
報
告
書
記
載
事
項
の
確
認
が
不
十
分
で
あ
っ

た
。
 

・
 
聞
き
取
り
時
に
誤
り
を
認
識
し
た
本
人
か
ら
、不
適
切
で
あ
っ
た
部
分
に
つ
い
て
返
還
し
た
い
旨
申
し

出
が
あ
り
、
１
０
月
１
３
日
に
議
長
宛
て
政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
の
訂
正
届
が
提
出
さ
れ
、
１
０
月
 

２
３
日
に
支
払
証
明
書
（
整
理
番
号
２
５
３
－
１
）
の
う
ち
誤
り
で
あ
っ
た
２
３
ｋ
ｍ
分
の
交
通
費
８
５

１
円
、
領
収
書
等
添
付
票
（
整
理
番
号
２
５
４
－
１
）
の
う
ち
利
用
の
な
か
っ
た
小
松
－
羽
田
間
を
含
む

小
松
－
羽
田
－
旭
川
分
の
航
空
券
代
３
１
，
１
４
０
円
、
宿
泊
料
の
一
部
４
，
６
０
０
円
、
合
計
 

３
６
，
５
９
１
円
が
県
に
返
還
さ
れ
た
。
 

と
の
説
明
が
あ
り
、
監
査
に
お
い
て
、
政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
の
訂
正
内
容
お
よ
び
訂
正
に
伴
う
政
務
活
動

費
の
県
へ
の
返
還
を
確
認
し
た
。
 

 （
２
）
監
査
委
員
の
判
断
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
島
田
欽
一
議
員
の
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
、
調
査
研
究
費
に
係
る
旅
行
行
程
等
の
誤
り

に
よ
り
一
部
不
適
切
な
支
出
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
が
、
既
に
相
当
額
が
返
還
さ
れ
、
政
務
活
動
費
を
充
て

た
支
出
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
県
に
返
還
を
求
め
る
べ
き
支
出
は
存
在
し
て
い
な
い
。
 

 
３
 
力
野
豊
議
員
の
広
聴
広
報
費
に
つ
い
て
 

（
１
）
事
実
関
係
の
確
認
 

対
象
機
関
か
ら
、
 

・
 
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
、
福
井
県
議
会
が
定
め
て
い
る
「
政
務
活
動
費
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
令
和
３
年
 

４
月
改
訂
）
に
お
い
て
、
使
途
基
準
等
を
明
確
に
し
て
お
り
、
広
聴
広
報
費
と
し
て
、
議
員
が
行
う
福
井


